
は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
資
源
獲
得
運
動
に
お
け
る
企
業
や
軍
の
動
き
を
大
正
期
の
北
樺
太

を
事
例
に
考
察
す
る
。
資
源
の
乏
し
い
日
本
に
と
っ
て
常
に
重
要
な
問
題
と
し
て

認
識
さ
れ
て
き
た
資
源
獲
得
運
動
は
、
そ
の
動
向
や
結
果
が
外
交
・
産
業
構
造
・

軍
や
兵
器
の
状
況
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
重
要
な
動
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
資

源
獲
得
実
行
主
体
と
な
る
軍
や
企
業
、
制
度
・
行
政
・
外
交
面
な
ど
周
辺
を
整
備

す
る
国
な
ど
、
様
々
な
要
素
が
必
要
と
な
る
。

資
源
獲
得
運
動
に
関
す
る
先
行
研
究
は
国
内
制
度
・
外
交
交
渉
等
、
利
権
獲
得

を
行
う
当
事
者
で
は
な
く
そ
の
背
景
と
な
る
制
度
整
備
に
関
す
る
研
究
に
集
中
し

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
武
田
晴
人
（
１
）
、
橘
川
武
郎
（
２
）
ら
に
は
、
燃
料
行
政
史
の
研
究
に

関
す
る
著
作
が
あ
る
。
ま
た
、
細
谷
千
博
（
３
）
、
富
田
武
（
４
）
、
駄
場
祐
司
（
５
）
に
は
、
日
ソ
基

本
条
約
締
結
に
向
け
た
外
国
人
利
権
獲
得
運
動
を
整
理
し
た
著
作
が
あ
る
。
そ
の

一
方
、
資
源
獲
得
の
実
行
主
体
と
な
っ
た
企
業
や
軍
の
動
向
に
つ
い
て
の
研
究
は

少
な
い
。
中
で
も
、
日
本
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
資
源
で
あ
る
石
油
利
権
獲
得
に

関
す
る
企
業
や
軍
の
動
向
は
、
ほ
と
ん
ど
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
実
行
主
体

と
な
る
企
業
や
軍
の
動
き
を
知
る
こ
と
で
、
初
め
て
資
源
・
燃
料
獲
得
運
動
の
歴

史
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
り
は
じ
め
て
、
外
交
・
産
業
構
造
に
関
わ
る

資
源
の
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
日
本
が
ど
の
よ
う
に
動
こ
う
と
し
た
の
か
、
そ

の
動
き
を
考
え
る
上
で
の
重
要
な
前
提
を
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

本
稿
で
は
、
大
正
期
の
北
樺
太
を
事
例
に
企
業
や
軍
の
動
向
を
考
察
す
る
。
資

源
の
乏
し
い
日
本
で
は
様
々
に
外
国
で
の
資
源
獲
得
運
動
が
行
わ
れ
た
が
、
日
本

企
業
に
よ
る
石
油
利
権
獲
得
は
実
質
的
に
北
樺
太
で
し
か
成
功
し
て
お
ら
ず
（
６
）
、

【
表
１
】
に
示
す
よ
う
に
他
の
外
国
石
油
獲
得
は
す
べ
て
外
国
企
業
か
ら
の
購
入

と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、
大
正
期
の
北
樺
太
は
、【
表
２
】
に
示
す
よ

う
に
ロ
シ
ア
革
命
・
尼
港
事
件
・
保
障
占
領
等
、
動
乱
の
中
で
日
本
が
利
権
獲
得

を
目
指
し
運
動
を
行
っ
た
場
所
で
あ
る
。
第
一
章
第
二
節
で
後
述
す
る
よ
う
に
、

一
九
二
二
年
以
前
の
北
樺
太
は
、
外
国
人
の
利
権
獲
得
運
動
が
激
し
さ
を
増
す
前

の
時
期
で
あ
り
、
押
川
方
義
が
第
四
四
回
衆
議
院
本
会
議
で
発
言
し
た
よ
う
に

大
正
期
北
樺
太
石
油
石
炭
業
に
お
け
る
企
業
と
海
軍
の
動
向

堀

内

一

平

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
二
十
号

二
〇
一
六
年
三
月
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【表１】原油重油調達総括表

計

３，７００

２，１２０

１９，５００

７２，５００

１６，９００

８９，０００

６０，０００

１００，０００

１１１，０００

１９５，０００

５６７，０００

４１４，０００

５６３，０００

２７６，７００

２６２，０００

２，７５２，４２０

○本票は各年年の契約せる数量（大約）を油種別に表示し、重油燃料採用以来内外油調達の概況
を示さんとするものなり。

○本票に示す外大正十二年度以降同十五年度までは、受託製油作業の残重油を購入せり。
○大戦中出征艦隊が外国官憲より供給を受けたる分及び直買額は本票に含まず。

※単位はトン
※ボルネオ油はライジングサン社（ロイヤルダッチシェル日本法人）が納入。
※米国油はスタンダード社が納入。
※メキシコ油は浅野物産が納入。浅野物産は現地石油会社から購買。
※ペルシア油は鈴木商店が納入。鈴木商店は英波株式会社から購買。
※出典は「海軍燃料沿革」３６２頁

北樺太油

５，４００

５，４００

１０，８００

ペルシャ油

２５，０００

２５，０００

メキシコ油

２２，０００

３，０００

２５，０００

米国油

１１，０００

３５，０００

５０，０００

２８６，０００

４１３，０００

１２１，３００

１３８，６００

１，０５４，９００

ボルネオ油

１，６００

５，０００

６０，０００

１００，０００

７６，０００

１９５，０００

４７０，０００

１２５，０００

１５０，０００

１５０，０００

１１８，０００

１，４５０，６００

内地油

３，７００

５２０

３，５００

７２，５００

１６，９００

８９，０００

年度

１９０９年

１９１１年

１９１３年

１９１４年

１９１５年

１９１６年

１９１７年

１９１８年

１９１９年

１９２０年

１９２１年

１９２２年

１９２３年

１９２４年

１９２５年

計

記事

【表２】北樺太石油石炭業関連事項

事 項

北樺太にて石油が発見される。

イギリス調査隊の北樺太調査。

松昌洋行、北樺太での調査を行いその資源の有力性を海軍と日本石油に報告。

久原鉱業調査開始。

桜井彦一郎、石油利権獲得へ向け本野駐露大使と接触。

久原鉱業とスタヘーエフによる契約、北樺太石油の共同開発。

海軍の斡旋により久原鉱業、三菱合資、日本石油、宝田石油、大倉鉱業により北辰会結成。久原
鉱業の北樺太石油利権を引き継ぐ。

尼港事件発生。北樺太保障占領。三菱合資とスタヘーエフによる契約、北樺太石炭の共同開発。

北辰会は三井鉱山、鈴木商店を加え、株式会社北辰会へ改組。
渋澤同族、浅野同族、住友合資、大倉組、三井鉱山、三菱合資により薩哈嗹企業組合の結成。三
菱合資の北樺太石炭利権を引き継ぐ。

北樺太から日本軍全面撤退、日ソ外交基本条約、北サハリン東海岸の油田開発利権に関する協商、
北サガレン石油企業組合へ改組。

北サガレン石油企業組合、北樺太石油株式会社へ改組。薩哈嗹企業組合、北樺太鉱業株式会社へ
改組。

※「海軍燃料沿革」「北樺太油田基調書」等をもとに作成。

年

１８８０年

１９０３年

１９１１年

１９１４年

１９１６年

１９１８年

１９１９年

１９２０年

１９２２年

１９２５年

１９２６年
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「
外
国
の
土
地
で
は
あ
る
が
、
日
本
が
や
ら
う
と
思
え
ば
や
る
こ
と
の
出
来
る
（
７
）
」、

つ
ま
り
外
国
の
土
地
と
は
雖
も
自
国
の
策
を
直
ち
に
下
し
得
る
状
況
で
あ
っ
た
。

そ
の
情
勢
の
中
、
海
軍
は
石
油
に
注
目
し
、
研
究
史
上
で
は
二
流
財
閥
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
久
原
鉱
業
を
中
心
に
据
え
油
田
開
発
を
行
う
。
ま
た
陸
軍
は
石
炭
に
注

目
し
、
大
財
閥
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
三
菱
合
資
を
中
心
に
炭
田
開
発
を
行
っ
た
。

大
正
期
の
北
樺
太
は
、
日
本
企
業
が
唯
一
石
油
利
権
を
獲
得
で
き
た
地
と
い
う
だ

け
で
な
く
、
保
障
占
領
と
い
う
「
外
国
の
土
地
で
は
あ
る
が
、
日
本
が
や
ら
う
と

思
え
ば
や
る
こ
と
の
出
来
る
」
特
殊
な
環
境
に
あ
り
、
ま
た
石
油
・
石
炭
と
い
う

当
時
の
重
要
な
資
源
を
め
ぐ
り
、
異
な
る
規
模
・
性
質
の
企
業
が
軍
と
組
み
利
権

獲
得
を
狙
っ
た
場
所
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
と
す
る
資
源
獲
得
運
動
に
お
け
る
企

業
や
軍
の
動
き
を
考
察
す
る
上
で
、
極
め
て
好
条
件
が
揃
う
環
境
で
あ
り
、
本
稿

で
は
以
上
よ
り
北
樺
太
を
事
例
に
企
業
や
軍
の
動
向
を
追
う
。

北
樺
太
石
油
石
炭
業
そ
の
も
の
の
動
向
に
関
わ
る
先
行
研
究
と
し
て
は
村
上
隆
（
８
）
、

寺
島
敏
治
（
９
）
ら
の
著
作
が
あ
る
が
、
彼
ら
の
研
究
は
北
樺
太
石
油
株
式
会
社
・
北
樺

太
鉱
業
株
式
会
社
の
経
営
状
況
を
中
心
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
前
の
動
向

に
つ
い
て
の
研
究
は
少
な
い
。

本
稿
の
大
き
な
特
徴
は
「
岸
科
日
誌
」
を
用
い
る
点
に
あ
る
。
尼
港
事
件
後
、

日
本
は
ロ
シ
ア
に
正
当
政
府
存
在
せ
ず
と
主
張
し
北
樺
太
を
保
障
占
領
す
る
。
保

障
占
領
の
た
め
、
一
九
二
〇
年
七
月
二
九
日
か
ら
一
九
二
五
年
五
月
二
五
日
に
か

け
薩
哈
嗹
州
派
遣
軍
が
派
遣
さ
れ
た
が
、
当
地
で
は
占
領
地
に
お
け
る
油
田
炭
田

利
権
に
関
す
る
調
査
が
必
要
と
な
っ
た
。
陸
海
軍
間
の
連
携
、
ま
た
油
田
炭
田
利

権
の
調
査
の
必
要
か
ら
、
海
軍
軍
令
部
参
謀
岸
科
政
雄
（
１０
）
に
薩
哈
嗹
州
派
遣
軍
の
も

と
で
の
諜
報
・
調
査
任
務
が
下
さ
れ
る
。
東
京
大
学
文
学
部
日
本
史
学
研
究
室
所

蔵
「
岸
科
政
雄
関
係
文
書
（
１１
）
」
の
う
ち
、
一
九
二
〇
年
九
月
四
日
か
ら
翌
年
九
月
二

九
日
ま
で
の
公
務
日
誌
で
あ
る
「
岸
科
日
誌
」
は
、
岸
科
が
薩
哈
嗹
州
派
遣
軍
司

令
官
指
揮
下
で
活
動
し
た
時
期
の
日
誌
で
あ
る
。
特
徴
は
、「
陸
軍
と
石
炭
の
関

係
」、「
北
辰
会
の
試
掘
作
業
方
式
へ
の
海
軍
の
介
入
」「
北
辰
会
内
部
へ
の
海
軍

の
批
判
」
等
従
来
の
北
樺
太
石
油
業
研
究
に
な
い
新
論
点
を
示
す
点
に
あ
る
。
北

樺
太
石
炭
業
も
含
め
、
研
究
の
題
材
と
な
り
う
る
。

他
の
主
要
史
料
と
し
て
は
、
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
史
料
、
公
益
財
団
法
人

三
菱
経
済
研
究
所
三
菱
史
料
館
所
蔵
史
料
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
戦
史
史
料
室
所

蔵
史
料
等
を
用
い
た
。
防
衛
研
究
所
所
蔵
史
料
に
は
、
現
存
し
な
い
「
機
密
公

文
」
を
用
い
記
さ
れ
た
「
海
軍
燃
料
沿
革
」
が
存
在
す
る
。
同
書
は
海
軍
の
燃
料

政
策
等
に
つ
い
て
詳
細
に
記
さ
れ
た
報
告
書
で
あ
る
（
１２
）
。

本
稿
の
構
成
は
、
ま
ず
対
象
と
す
る
年
代
を
設
定
し
、
そ
の
当
時
の
時
代
・
外

交
・
経
済
状
況
を
概
観
す
る
（
第
一
章
）。
尼
港
事
件
以
前
に
お
け
る
北
樺
太
石

油
業
へ
の
進
出
と
企
業
の
連
関
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
（
第
二
章
）、
保
障
占

領
後
石
油
業
（
第
三
章
）、
石
炭
業
（
第
四
章
）
に
お
い
て
企
業
と
軍
が
ど
の
よ

出典：JACAR（アジア歴史資料センター）Ref. B
０７０９０８３４２００、薩哈連州占領地施政一件／北樺太資
源調査及評価（5-2-6-0-33_4）（外務省外交史料館）

【図】北樺太地図
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う
に
関
係
性
を
持
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
一
章

前
提：

対
象
期
に
お
け
る
外
交
・
経
済
状
況

本
稿
の
対
象
と
す
る
主
な
期
間
は
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
（
一
九
一
八
年
八
月
）
か

ら
オ
ム
ス
ク
政
府
の
崩
壊
（
一
九
一
九
年
一
一
月
）、
北
樺
太
保
障
占
領
開
始

（
一
九
二
〇
年
七
月
）
か
ら
北
辰
会
株
式
会
社
化
（
一
九
二
一
年
七
月
）
を
経
て

薩
哈
嗹
企
業
組
合
結
成
（
一
九
二
二
年
二
月
）
ま
で
の
期
間
で
あ
る
。

本
期
間
の
状
況
は
、
先
行
研
究
で
は
外
交
・
経
済
の
分
野
に
分
か
れ
認
識
さ
れ

る
。
次
節
以
降
で
は
、
本
稿
の
前
提
と
な
る
両
分
野
の
先
行
研
究
を
分
析
し
、
両

者
の
特
徴
を
指
摘
す
る
。

第
一
節

外
交
状
況

本
稿
の
対
象
と
す
る
期
間
の
一
つ
で
あ
る
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
の
開
始
か
ら
オ
ム

ス
ク
政
府
解
体
に
至
る
ま
で
の
間
に
は
、
日
本
の
北
樺
太
石
油
利
権
へ
の
強
い
興

味
が
見
て
取
れ
る
（
１３
）
。

一
九
一
七
年
一
二
月
の
外
交
調
査
会
に
お
け
る
「
露
国
単
独
講
和
の
場
合
に
お

け
る
帝
国
の
対
露
政
策
」
で
は
、
既
に
東
部
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
利
権
譲
渡
に
つ
い
て

の
日
本
と
の
協
議
、
東
支
鉄
道
を
満
鉄
に
譲
渡
す
る
策
と
並
び
北
樺
太
の
売
却
案

が
示
さ
れ
た
（
１４
）
。
シ
ベ
リ
ア
出
兵
後
に
は
一
九
一
九
年
一
月
に
、
ア
メ
リ
カ
資
本
に

対
抗
し
企
業
相
互
の
競
争
調
整
を
図
る
「
極
東
興
業
団
」
を
結
成
、
二
月
に
は
前

年
一
一
月
に
成
立
し
た
オ
ム
ス
ク
政
府
に
田
中
耕
太
郎
少
将
を
派
遣
し
北
樺
太
石

油
利
権
に
つ
い
て
も
交
渉
を
行
わ
せ
た
（
１５
）
。
こ
の
よ
う
に
日
本
は
北
樺
太
石
油
業
を

含
む
シ
ベ
リ
ア
で
の
外
国
、
特
に
ア
メ
リ
カ
の
利
権
獲
得
運
動
を
警
戒
し
た
。
実

際
に
四
月
に
は
覚
書
で
ア
メ
リ
カ
に
対
抗
し
オ
ム
ス
ク
政
府
に
排
他
的
措
置
を
と

ら
せ
る
方
針
が
確
定
（
１６
）
し
、
ま
た
オ
ム
ス
ク
に
駐
在
す
る
田
中
少
将
に
栃
内
海
軍
次

官
か
ら
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
等
の
利
権
獲
得
運
動
を
オ
ム
ス
ク
か
ら
排
除
さ
せ
る

よ
う
電
報
が
送
ら
れ
た
（
１７
）
。
同
年
五
月
に
は
オ
ム
ス
ク
政
府
と
の
交
渉
の
中
で
北
樺

太
油
田
利
権
問
題
解
決
を
目
指
す
方
針
が
示
さ
れ
た
（
１８
）
。

オ
ム
ス
ク
政
府
は
同
年
二
月
に
外
国
人
に
よ
る
鉱
山
の
利
権
の
一
切
の
出
願
を

禁
ず
る
（
１９
）
等
、
日
本
を
含
め
た
外
国
人
利
権
獲
得
運
動
へ
の
引
き
締
め
を
狙
う
が
、

日
本
は
七
月
に
オ
ム
ス
ク
政
府
承
認
の
際
に
要
求
す
る
、
オ
ム
ス
ク
援
助
の
代
わ

り
と
な
る
石
油
利
権
等
の
見
返
り
に
関
す
る
覚
書
を
決
定
す
る
（
２０
）
。
そ
の
よ
う
な
情

勢
の
中
で
久
原
鉱
業
が
単
独
で
行
っ
て
い
た
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
と
の
北
樺
太
石
油
共

同
開
発
は
北
辰
会
の
五
社
に
引
き
継
が
れ
る
。
同
年
夏
に
は
北
樺
太
の
大
調
査
に

よ
り
同
地
油
田
の
有
望
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
一
一
月
に
は
オ
ム
ス
ク
政
府
へ
石
油

利
権
の
獲
得
へ
向
け
速
や
か
な
る
打
合
せ
を
日
本
政
府
が
要
望
す
る
（
２１
）
。
し
か
し
一

一
月
末
に
は
オ
ム
ス
ク
政
府
は
解
体
し
、
日
本
は
利
権
獲
得
交
渉
の
相
手
を
失
う

こ
と
に
な
る
。

こ
の
期
間
で
は
、
日
本
は
北
樺
太
の
利
権
へ
注
目
し
一
貫
し
て
石
油
利
権
の
獲

得
へ
向
け
行
動
を
行
っ
て
い
た
と
言
え
る
。

本
稿
の
対
象
と
す
る
も
う
一
つ
の
期
間
で
あ
る
北
樺
太
保
障
占
領
期
に
は
、

「
緩
衝
国
家
」「
有
産
民
主
制
」
の
極
東
共
和
国
が
成
立
し
、
利
権
獲
得
交
渉
へ
向

け
た
新
し
い
動
向
が
生
ま
れ
る
。

一
九
二
〇
年
七
月
に
尼
港
事
件
を
受
け
て
日
本
は
北
樺
太
を
保
障
占
領
す
る
が
、

同
年
四
月
に
は
ヴ
ェ
ル
フ
ネ
ウ
ヂ
ン
ス
ク
に
極
東
共
和
国
が
成
立
し
、
同
年
一
一

月
に
は
チ
タ
を
支
配
下
に
入
れ
極
東
共
和
国
は
チ
タ
に
首
都
を
移
動
し
た
。
新
し

く
成
立
し
た
極
東
共
和
国
と
日
本
は
、
一
九
二
一
年
八
月
二
六
日
か
ら
翌
年
四
月

一
六
日
ま
で
の
間
に
大
連
会
議
を
行
い
、
そ
こ
で
は
シ
ベ
リ
ア
出
兵
問
題
や
利
権

を
巡
る
動
向
に
つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
た
。
日
本
が
沿
海
州
か
ら
の
撤
兵
期
限
を
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未
定
と
し
た
こ
と
で
極
東
共
和
国
は
反
発
、
ま
た
日
本
側
も
沿
海
州
撤
兵
の
代
償

と
し
て
北
樺
太
を
六
〇
年
間
貸
与
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
な
ど
議
論
は
紛
糾
し
、

両
国
間
で
合
意
を
得
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
大
連
会
議
開
催
中
に
ワ
シ
ン
ト
ン

会
議
も
開
か
れ
て
い
た
が
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
で
は
日
本
は
北
樺
太
問
題
を
議
論

に
あ
げ
な
い
戦
略
を
と
り
（
２２
）
、
実
際
に
ア
メ
リ
カ
な
ど
は
北
樺
太
よ
り
も
シ
ベ
リ
ア

撤
兵
が
先
決
と
主
張
し
た
（
２３
）
。
利
権
獲
得
を
目
指
す
外
国
人
活
動
家
は
極
東
共
和
国

を
請
願
対
象
と
し
行
動
を
行
う
が
、
国
際
的
に
は
シ
ベ
リ
ア
撤
兵
が
先
決
と
さ
れ

て
日
本
の
北
樺
太
保
障
占
領
は
看
過
さ
れ
、
そ
の
た
め
こ
の
時
期
の
極
東
共
和
国

へ
の
請
願
は
大
き
な
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
。

こ
の
期
間
は
極
東
共
和
国
を
抑
え
な
が
ら
、
あ
る
程
度
日
本
が
強
く
北
樺
太
石

油
利
権
を
主
張
し
、
開
発
で
き
た
期
間
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

つ
づ
い
て
本
稿
の
対
象
外
と
は
な
る
が
、
本
稿
対
象
期
の
特
徴
を
示
す
た
め
、

続
く
日
ソ
交
渉
の
展
開
に
つ
い
て
概
述
す
る
。
一
九
二
二
年
九
月
に
行
わ
れ
る
長

春
会
議
、
翌
年
三
月
か
ら
五
月
に
行
わ
れ
る
後
藤
・
ヨ
ッ
フ
ェ
会
談
、
六
月
か
ら

七
月
の
川
上
・
ヨ
ッ
フ
ェ
非
公
式
予
備
交
渉
等
で
は
、
尼
港
事
件
の
後
始
末
や
北

樺
太
撤
兵
問
題
な
ど
が
討
議
さ
れ
た
。
日
本
は
、
シ
ン
ク
レ
ア
社
等
外
国
人
の
利

権
獲
得
運
動
を
利
用
し
た
ソ
連
の
戦
略
（
２４
）
や
、
漁
業
・
中
東
鉄
道
・
満
州
鉄
道
問
題

で
の
発
言
力
低
下
な
ど
の
恐
れ
（
２５
）
か
ら
段
階
的
に
北
樺
太
売
却
と
い
う
強
い
主
張
か

ら
利
権
の
提
供
な
ど
へ
要
求
を
縮
小
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
国
際
状
況
と
し

て
占
領
を
続
け
に
く
く
、
ま
た
日
ソ
国
交
促
進
を
必
要
と
す
る
時
期
で
あ
り
、
売

却
案
を
優
先
す
る
よ
り
も
、
な
ん
と
か
石
油
利
権
を
確
保
す
る
よ
う
に
交
渉
術
が

変
化
し
て
い
く
。

本
稿
の
対
象
と
す
る
二
つ
の
時
期
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
シ
ベ
リ
ア

出
兵
か
ら
オ
ム
ス
ク
政
府
の
崩
壊
ま
で
は
、
オ
ム
ス
ク
政
府
と
い
う
利
権
承
認
主

体
の
存
在
が
意
識
さ
れ
る
。
オ
ム
ス
ク
政
府
に
対
し
援
助
の
見
返
り
を
求
め
る
等

し
て
、
国
家
を
あ
げ
石
油
利
権
を
獲
得
を
目
論
む
状
況
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、

保
障
占
領
開
始
か
ら
北
辰
会
株
式
会
社
化
・
薩
哈
嗹
企
業
組
合
結
成
ま
で
は
、
極

東
共
和
国
の
成
立
前
後
で
あ
り
、
ま
だ
外
国
人
利
権
獲
得
運
動
が
本
格
化
し
て
い

な
い
時
期
と
言
え
る
。
外
交
的
に
も
、
シ
ベ
リ
ア
撤
兵
が
北
樺
太
撤
兵
に
優
先
さ

れ
て
議
論
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
日
本
も
北
樺
太
撤
兵
は
尼
港
事
件
の
解
決
と

セ
ッ
ト
に
す
る
べ
き
と
主
張
す
る
な
ど
強
気
の
姿
勢
も
保
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
本
稿
の
対
象
と
す
る
一
九
二
二
年
ま
で
の
動
向
は
外
国
人
利
権
獲
得
運
動
も

あ
る
が
あ
る
程
度
自
由
な
開
発
が
で
き
る
状
況
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
た

め
、
冒
頭
の
押
川
の
発
言
の
よ
う
に
日
本
国
内
で
も
「
外
国
の
土
地
で
は
あ
る
が
、

日
本
が
や
ら
う
と
思
え
ば
や
る
こ
と
の
出
来
る
」
状
態
と
の
認
識
が
持
た
れ
た
。

細
谷
は
こ
の
時
期
に
つ
い
て
、「
政
府
と
し
て
は
、
保
障
占
領
の
継
続
し
て
い
る

間
に
既
成
事
実
を
積
み
重
ね
、
そ
の
既
成
事
実
と
占
領
解
除
を
交
渉
上
の
武
器
と

す
る
有
利
な
立
場
か
ら
、
来
る
べ
き
日
ソ
両
国
の
国
交
樹
立
に
臨
み
、
石
油
利
権

の
獲
得
を
何
と
し
て
で
も
果
た
し
た
い
（
２６
）
」
と
す
る
が
、
そ
れ
に
加
え
こ
の
自
由
な

時
期
に
形
だ
け
で
は
な
く
、
利
益
あ
る
開
発
を
も
望
め
る
環
境
が
整
っ
て
い
た
と

指
摘
で
き
よ
う
。

第
二
節

経
済
状
況

本
稿
の
主
な
対
象
と
す
る
一
九
一
八
年
か
ら
一
九
二
二
年
ま
で
に
は
、
大
戦
景

気
と
戦
後
恐
慌
が
発
生
し
た
。
こ
の
時
期
を
考
察
す
る
上
で
は
、
大
戦
景
気
に
お

い
て
形
成
さ
れ
た
二
流
財
閥
の
動
向
と
、
そ
れ
と
対
照
的
な
動
向
を
示
し
た
大
財

閥
の
あ
り
方
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

大
財
閥
に
つ
い
て
、
靎
見
誠
良
（
２７
）
は
大
戦
景
気
に
お
け
る
大
財
閥
の
拡
大
に
つ
い

て
「
重
化
学
工
業
化
の
展
開
に
も
拘
わ
ら
ず
、
財
閥
が
消
極
的
で
あ
っ
た
」
と
す

る
。
し
か
し
、
大
財
閥
の
拡
大
が
消
極
的
と
の
判
断
は
二
流
財
閥
の
急
激
な
拡
大
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に
比
べ
相
対
的
に
消
極
的
に
う
つ
る
だ
け
で
あ
り
、
実
際
に
は
拡
大
の
動
き
を
見

せ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
大
財
閥
の
特
徴
は
強
固
な
内
部
資
本
市
場
に
あ
る
と
武
田

晴
人
（
２８
）
は
主
張
す
る
。
内
部
資
本
市
場
の
具
体
的
な
動
向
と
し
て
、
三
菱
の
場
合
は

各
事
業
部
門
の
独
立
採
算
制
を
採
用
し
、
ま
た
一
九
一
七
年
か
ら
一
九
一
九
年
に

か
け
て
各
事
業
部
門
を
株
式
会
社
と
し
て
独
立
さ
せ
た
。
分
系
会
社
設
立
前
の
各

部
資
金
は
固
定
さ
れ
て
い
た
が
、
大
戦
ブ
ー
ム
の
事
業
拡
大
に
伴
い
直
系
事
業
の

急
拡
大
が
各
部
の
利
益
の
再
投
資
を
上
回
る
資
金
需
要
を
生
み
、
合
資
本
社
部
門

に
そ
の
調
達
を
要
請
し
た
。
三
菱
鉱
業
で
も
自
己
金
融
的
な
資
金
調
達
に
限
界
が

生
じ
、
一
九
二
〇
年
三
月
に
は
倍
額
増
資
を
企
て
る
も
失
敗
、
株
式
公
開
に
至
る
。

段
階
的
に
内
部
資
本
市
場
か
ら
外
部
へ
の
展
開
を
企
て
た
が
、
依
然
本
家
に
縛
ら

れ
、
外
部
へ
の
展
開
に
依
る
資
金
確
保
が
柔
軟
に
行
わ
れ
て
い
な
い
大
財
閥
の
様

子
が
窺
え
る
。
武
田
は
こ
の
状
況
を
「
同
族
の
封
鎖
的
所
有
の
枠
に
縛
ら
れ
ず
、

積
極
的
に
株
式
会
社
の
活
況
を
利
用
し
て
利
益
増
加
を
図
り
得
た
だ
け
、
こ
れ
ら

の
有
力
株
式
会
社
（
二
流
財
閥
の
こ
と
。
筆
者
註
。）
の
拡
大
の
方
が
急
で
あ
っ

た
。」
と
す
る
。

二
流
財
閥
に
つ
い
て
、
靎
見
は
「
鈴
木
・
松
方
・
久
原
・
浅
野
・
古
河
な
ど
の

非
支
配
的
な
二
・
三
流
の
投
機
的
冒
険
的
資
本
家
群＝

大
戦
期
『
新
興
』
財
閥
」

と
定
義
し
、
久
原
を
典
型
と
し
「
証
券
市
場
を
基
礎
に
、
公
募
形
態
を
積
極
的
に

採
用
し
て
社
会
的
に
資
金
を
集
中
す
る
開
か
れ
た
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
金
融
を
構
築
し

て
い
っ
た
」
と
評
価
す
る
。
大
戦
期
「
新
興
」
財
閥
の
展
開
す
る
重
化
学
工
業
化

は
流
通
主
導
の
投
機
的
・
冒
険
的
性
格
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
ゆ

え
に
一
九
二
〇
年
代
慢
性
不
況
の
中
で
破
綻
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

個
別
的
状
況
と
し
て
は
、
三
菱
に
関
し
て
は
当
初
は
出
炭
制
限
等
石
炭
を
取
り

巻
く
情
勢
が
厳
し
か
っ
た
が
、
大
戦
を
契
機
に
石
炭
の
需
要
は
高
ま
っ
た
。
し
か

し
、
戦
争
終
結
を
機
に
再
び
苦
境
に
陥
る
。
会
社
と
し
て
段
階
的
に
北
海
道
、
樺

太
と
進
出
し
て
お
り
、
北
樺
太
石
炭
に
つ
い
て
は
そ
の
外
交
的
な
状
況
を
踏
ま
え

三
菱
鉱
業
で
は
な
く
三
菱
合
資
が
担
当
を
し
て
い
た
。
久
原
鉱
業
は
一
九
一
二
年

に
株
式
会
社
化
、
海
外
進
出
を
熱
心
に
行
っ
て
お
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
北
樺
太

に
も
進
出
し
た
が
、
一
九
二
〇
年
か
ら
の
恐
慌
で
大
き
な
痛
手
を
受
け
た
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
大
財
閥
と
二
流
財
閥
に
は
次
の
よ
う
な
差
が
生
ま
れ
た
こ

と
が
分
か
る
。
大
財
閥
は
内
部
資
本
市
場
、
同
族
の
封
鎖
的
な
所
有
を
軸
に
経
営

を
進
め
た
た
め
、
急
激
な
拡
大
が
で
き
な
い
。
一
方
、
二
流
財
閥
は
株
式
市
場
を

元
に
資
金
を
集
め
急
激
な
拡
大
が
で
き
た
が
、
そ
の
性
質
は
投
機
・
冒
険
的
で
あ

り
、
戦
後
恐
慌
で
大
き
な
打
撃
を
受
け
た
。
本
稿
で
考
察
す
る
三
菱
合
資
・
久
原

鉱
業
は
そ
れ
ぞ
れ
大
財
閥
・
二
流
財
閥
に
研
究
史
上
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
彼

ら
の
動
き
を
考
え
る
上
で
は
重
要
な
背
景
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

第
三
節

小
括

本
章
で
は
、
本
稿
の
前
提
条
件
と
し
て
の
外
交
・
経
済
状
況
の
背
景
を
整
理
し

た
。
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
を
画
期
と
し
て
、
石
炭
か
ら
石
油
へ
と
い
う
、
軍
民

の
別
に
関
わ
ら
な
い
主
要
燃
料
の
変
化
に
よ
り
石
油
の
需
要
は
増
え
て
お
り
、
海

軍
や
民
間
企
業
の
間
で
外
地
石
油
利
権
獲
得
が
模
索
さ
れ
た
。
北
樺
太
で
は
石
油

に
つ
い
て
は
久
原
鉱
業
が
先
駆
け
と
な
り
、
そ
の
活
動
は
北
辰
会
へ
引
き
継
が
れ

る
。
石
炭
に
つ
い
て
は
三
菱
合
資
が
先
駆
け
と
な
り
、
同
じ
く
薩
哈
嗹
企
業
組
合

へ
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
る
。
外
交
の
相
手
と
し
て
は
、
オ
ム
ス
ク
政
府
の
誕

生
と
解
体
、
極
東
共
和
国
の
成
立
前
後
と
い
う
、
北
樺
太
利
権
の
承
認
主
体
が
そ

れ
ぞ
れ
意
識
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
オ
ム
ス
ク
政
府
に
つ
い
て
は
日
本
が
積
極

的
に
国
家
承
認
の
見
返
り
に
利
権
を
要
求
す
る
一
方
、
極
東
共
和
国
に
つ
い
て
は

国
際
世
論
が
日
本
の
沿
岸
州
撤
兵
に
注
目
し
北
樺
太
撤
兵
に
視
線
が
向
い
て
い
な

い
間
を
利
用
し
北
樺
太
問
題
に
対
し
強
い
主
張
を
す
る
な
ど
、
日
本
は
強
硬
な
姿
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勢
を
取
っ
て
い
た
。
極
東
共
和
国
成
立
中
、
日
本
は
北
樺
太
を
尼
港
事
件
の
代
償

と
し
て
保
障
占
領
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
日
本
と
し
て
は
押
川
方
義
の
語
る
よ
う

に
「
外
国
の
土
地
で
は
あ
る
が
、
日
本
が
や
ら
う
と
思
え
ば
や
る
こ
と
の
出
来

る
」
状
態
で
あ
っ
た
。
後
に
日
ソ
交
渉
の
展
開
に
よ
り
北
樺
太
利
権
に
対
し
日
本

は
強
い
要
求
を
行
う
こ
と
が
困
難
に
な
る
が
、
本
稿
対
象
期
は
日
ソ
交
渉
が
大
き

く
展
開
は
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
強
い
要
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

経
済
的
に
は
、
内
部
資
本
市
場
を
軸
に
穏
や
か
な
成
長
を
遂
げ
よ
う
と
し
た
大

財
閥
の
他
に
、
証
券
市
場
を
も
と
に
急
激
な
拡
大
を
図
っ
た
二
流
財
閥
が
登
場
す

る
時
期
に
あ
た
る
。

本
稿
対
象
期
間
の
北
樺
太
石
油
石
炭
業
は
外
国
の
影
響
を
強
く
受
け
ず
に
企
業

が
利
権
獲
得
運
動
を
行
え
る
環
境
に
あ
り
、
し
か
も
運
動
を
行
っ
た
企
業
に
は
異

な
る
特
色
が
あ
っ
た
。

第
二
章

尼
港
事
件
以
前
の
北
樺
太
石
油
業：
久
原
鉱
業
か
ら
北

辰
会
へ

第
一
節

北
樺
太
石
油
業
へ
の
民
間
企
業
招
致
運
動

久
原
鉱
業
の
北
樺
太
石
油
業
参
入
以
前
に
は
、
民
間
人
の
桜
井
彦
一
郎
（
２９
）
を
中
心

と
す
る
利
権
獲
得
運
動
が
存
在
し
た
。
こ
の
動
向
は
駄
場
の
著
作
に
そ
の
概
要
が

記
さ
れ
て
い
る
（
３０
）
が
、
駄
場
は
あ
く
ま
で
日
ソ
外
交
に
お
け
る
前
提
と
し
て
の
事
実

関
係
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
本
節
で
は
企
業
の
動
向
を
中
心
と
す
る
本

稿
の
関
心
に
あ
わ
せ
、
久
原
鉱
業
の
北
樺
太
石
油
業
参
入
経
緯
を
、
人
物
関
係
を

特
に
重
視
し
な
が
ら
分
析
す
る
（
３１
）
。

北
樺
太
石
油
利
権
獲
得
運
動
は
一
九
〇
五
年
か
ら
進
ん
で
お
り
、
当
初
は
石
川

貞
治
技
師
・
宮
本
雄
介
機
関
中
佐
ら
を
中
心
と
し
た
活
動
が
続
く
が
、
民
間
企
業

の
関
心
を
得
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
同
年
に
海
軍
は
日
露
戦
争
後
亜
港
（
３２
）
の
炭
田

を
調
査
し
、
東
海
岸
に
お
け
る
油
田
に
つ
い
て
も
情
報
を
得
る
が
、
具
体
的
な
調

査
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
外
国
企
業
ク
レ
ー
の
利
権
獲
得
運
動
も
あ
っ
た
が
、
当

時
の
海
軍
の
関
心
は
国
内
油
田
に
限
ら
れ
て
い
た
。
一
九
一
二
年
に
は
石
川
が
北

樺
太
東
海
岸
の
油
田
調
査
を
行
っ
た
が
、
海
軍
に
お
い
て
具
体
的
に
北
樺
太
石
油

利
権
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
の
は
一
九
一
六
年
一
月
に
な
る
。
液
体
燃
料
に
関

す
る
調
査
任
務
の
た
め
駐
英
し
て
い
た
宮
本
機
関
中
佐
は
、
ロ
ン
ド
ン
で
ロ
シ
ア

人
技
師
等
が
北
樺
太
石
油
利
権
の
獲
得
を
狙
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
秋
山
真
之

少
将
に
対
し
至
急
調
査
す
る
よ
う
進
言
す
る
。
し
か
し
、
国
内
企
業
は
国
内
油
田

に
関
心
を
絞
っ
て
お
り
、
北
樺
太
油
田
調
査
の
打
診
を
受
け
た
日
本
石
油
社
長
内

藤
久
寛
は
同
年
二
月
「
北
樺
太
は
遠
隔
極
寒
無
人
の
郷
に
し
て
、
殆
ん
ど
問
題
と

な
ら
ず
。
而
も
、
石
油
は
内
地
に
於
い
て
採
掘
す
べ
き
余
地
尚
大
い
に
存
す
る
を

以
て
、
何
を
苦
し
ん
で
か
北
樺
太
に
入
る
を
要
せ
ん
や
（
３３
）
。」
と
し
こ
れ
を
断
っ
た
。

当
時
、
タ
ン
カ
ー
不
足
で
ア
メ
リ
カ
・
蘭
領
イ
ン
ド
か
ら
の
石
油
輸
入
が
減
退
す

る
一
方
国
産
石
油
の
産
出
量
は
一
九
一
五
年
か
ら
一
九
一
七
年
に
最
高
水
準
を
記

録
し
て
い
た
。
一
方
、
大
口
径
鉄
管
の
輸
入
途
絶
に
よ
る
試
掘
難
で
供
給
が
需
要

に
追
い
付
か
ず
、
一
九
一
九
年
に
か
け
価
格
は
高
騰
し
、
日
本
石
油
・
宝
田
石
油

は
巨
利
を
博
し
て
い
た
（
３４
）
。
国
内
で
石
油
業
に
強
い
影
響
力
を
持
ち
実
績
の
豊
富
な

日
本
石
油
に
断
ら
れ
た
た
め
、
海
軍
は
北
樺
太
石
油
業
へ
の
民
間
企
業
参
入
に
つ

き
再
考
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
石
川
は
桜
井
を
訪
ね
、
調
査
報
告
を
示
し
政
府
要

路
の
参
考
に
す
る
こ
と
を
訴
え
る
。
桜
井
は
首
相
大
隈
重
信
と
関
係
が
あ
り
（
３５
）
、
利

権
獲
得
へ
向
け
政
府
を
直
接
動
か
せ
る
存
在
で
あ
る
と
石
川
が
考
え
た
と
思
わ
れ

る
。桜

井
は
、
一
九
一
六
年
以
降
運
動
を
始
め
、
同
志
と
し
て
大
隈
重
信
の
養
子
大
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隈
信
常
、
大
隈
重
信
と
関
係
の
深
い
押
川
方
義
を
巻
き
込
ん
だ
。
大
隈
信
常
は
大

隈
内
閣
に
て
秘
書
官
を
務
め
て
い
た
が
、
一
九
一
五
年
に
衆
議
院
議
員
に
な
り
、

ま
た
押
川
は
明
治
末
年
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
鉱
山
開
発
（
３６
）
、
満
蒙
独
立
運
動
に

携
わ
っ
た
（
３７
）
が
一
九
一
七
年
に
は
衆
議
院
議
員
と
な
る
。

桜
井
は
大
隈
信
常
・
押
川
と
共
に
首
相
大
隈
重
信
に
訴
え
海
軍
に
助
成
を
求
め

る
他
、
外
務
省
と
も
交
渉
を
重
ね
、
ま
た
一
〇
月
上
旬
露
都
に
一
ヶ
月
滞
在
、
本

野
大
使
の
斡
旋
も
あ
り
先
方
と
日
露
共
同
開
発
に
つ
い
て
の
相
当
の
了
解
を
取
る
。

一
方
、
桜
井
在
露
中
大
隈
信
常
と
押
川
は
内
地
に
て
、
大
隈
重
信
の
斡
旋
も
あ
り

久
原
鉱
業
社
長
久
原
房
之
助
を
説
き
そ
の
後
援
を
得
た
。
押
川
か
ら
桜
井
へ
の
書

簡
（
３８
）
に
は
「
大
隈
侯
爵
（
大
隈
重
信
の
こ
と
。
筆
者
註
。）
と
協
議
の
結
果
左
の
事

項
を
電
告
す
。
今
回
此
団
体
に
久
原
房
之
助
を
加
入
せ
し
め
た
れ
ば
、
最
早
事
業

上
の
能
力
に
欠
く
る
所
な
し
。
本
野
大
使
と
熟
議
を
遂
げ
、
此
際
是
非
と
も
油
田

調
査
の
特
権
だ
け
も
獲
得
せ
よ
。」
と
あ
り
、
大
隈
信
常
・
押
川
ら
は
油
田
利
権

獲
得
へ
向
け
資
源
利
権
獲
得
に
必
要
と
な
る
�
制
度
面
整
備
（
露
国
承
認
）、
�

開
発
主
体
（
久
原
鉱
業
）
の
両
者
を
求
め
た
事
が
分
か
る
。
久
原
鉱
業
は
日
本
石

油
が
拒
否
し
た
状
態
の
中
で
最
良
の
実
行
主
体
と
し
て
桜
井
ら
に
認
識
さ
れ
た
。

こ
こ
に
久
原
鉱
業
と
桜
井
の
関
係
が
発
生
し
た
。

第
二
節

久
原
鉱
業
参
入
経
緯

第
一
節
で
示
し
た
よ
う
に
、
久
原
の
北
樺
太
参
入
経
緯
は
大
隈
を
通
じ
て
話
が

通
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
が
、
一
方
で
当
時
の
久
原
鉱
業
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

当
時
の
久
原
鉱
業
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
活
況
下
に
あ
り
、
鉱
山
業
を
中
心

と
す
る
展
開
（
３９
）
、
特
に
銅
の
生
産
が
活
発
で
あ
っ
た
。
一
九
一
七
年
に
は
産
銅
量
全

国
一
位
で
あ
り
、
一
九
一
八
年
で
の
生
産
量
全
国
比
は
金
四
〇
％
、
銀
五
〇
％
、

銅
三
〇
％
と
高
い
シ
ェ
ア
を
誇
っ
て
い
た
。
一
方
石
油
業
で
は
、
一
九
一
四
年
の

黒
川
油
田
大
噴
油
を
う
け
国
内
産
油
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て
お
り
（
４０
）
、
久
原
鉱
業
も

同
年
石
油
業
へ
進
出
し
た
。
進
出
の
際
に
示
さ
れ
た
「
鉱
区
調
査
の
方
針
（
４１
）
」
で
は
、

当
初
は
内
地
油
田
に
対
象
を
限
定
し
て
い
た
が
、
一
九
一
六
年
以
降
は
海
外
油
田

に
も
注
目
す
る
よ
う
に
な
る
。
背
景
に
は
海
軍
の
外
油
輸
入
方
針
が
あ
り
、「
海

軍
燃
料
沿
革
（
４２
）
」
に
は
海
軍
の
外
油
輸
入
方
針
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
。

更
に
大
正
五
年
十
二
月
、
海
軍
大
臣
決
裁
に
基
き
再
び
外
油
輸
入
主
義
に
戻

り
…
海
軍
に
対
す
る
燃
料
油
納
入
運
動
を
な
す
も
の
現
れ
、
殊
に
大
正
八
年

初
頭
の
頃
よ
り
大
正
九
年
に
亘
り
久
原
、
鈴
木
、
三
井
各
系
及
其
他
大
小
の

我
資
本
家
に
し
て
外
国
石
油
業
者
と
連
絡
し
海
軍
に
対
し
納
入
方
を
陳
情
す

る
も
の
少
な
か
ら
ず
。

こ
の
記
述
か
ら
、
一
九
一
六
年
の
海
軍
の
方
針
転
換
に
よ
り
納
入
側
の
企
業
も

方
針
も
転
換
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
情
勢
が
窺
え
る
。
海
軍
は
国
内
油
田
の
産

出
停
滞
と
、
低
価
格
の
石
油
へ
の
期
待
に
よ
り
方
針
を
転
換
し
た
（
４３
）
。
そ
の
方
針
転

換
の
時
期
に
桜
井
は
大
隈
重
信
を
経
由
し
久
原
鉱
業
に
接
触
し
た
。
久
原
鉱
業
側

に
も
北
樺
太
石
油
業
に
参
入
す
る
条
件
が
整
っ
て
い
た
。

で
は
、
久
原
鉱
業
の
北
樺
太
石
油
業
へ
の
参
入
は
ど
の
よ
う
に
進
展
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
一
九
一
七
年
の
久
原
鉱
業
の
北
樺
太
石
油
業
後
援
決
定
後
、
二
月
革
命

の
後
も
基
本
的
な
計
画
は
そ
の
ま
ま
実
行
し
て
い
る
。
同
年
一
〇
月
に
は
桜
井
は

久
原
鉱
業
側
職
員
と
共
に
浦
塩
に
至
り
技
師
ポ
レ
ポ
イ
と
会
談
、
ポ
レ
ポ
イ
は
ス

タ
ヘ
ー
エ
フ
を
紹
介
し
、
こ
こ
に
久
原
鉱
業
と
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
の
関
係
が
で
き
る
。

ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
に
つ
い
て
、
本
野
一
郎
の
知
遇
を
受
け
露
都
大
学
を
卒
業
し
、
欧

亜
貿
易
商
会
を
経
営
し
た
大
井
包
高
は
「
ス
タ
ヘ
ー
フ
商
会
は
戦
前
の
露
貨
五
十

億
ル
ー
ブ
ル
の
合
資
会
社
に
し
て
、
バ
ト
ー
リ
ン
は
其
の
実
権
者
な
り
。
其
の
経
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営
に
か
か
る
事
業
は
銀
行
、
私
有
鉄
道
、
綿
花
栽
培
及
び
紡
織
、
穀
類
、
運
輸
、

船
舶
、
鉱
山
、
石
油
、
漁
業
、
森
林
、
パ
ル
プ
及
び
製
紙
、
出
版
、
電
信
な
ど
の

各
方
面
に
亘
れ
り
、
現
在
露
国
は
大
動
乱
の
渦
中
に
あ
り
と
雖
も
ス
タ
ヘ
ー
フ
商

会
の
み
は
独
り
其
の
事
業
を
中
止
せ
ず
、
敏
活
に
行
動
せ
る
は
、
実
に
バ
ト
ー
リ

ン
が
過
激
派
の
頭
目
と
親
善
に
し
て
大
い
に
尊
重
せ
ら
る
る
に
由
る
（
４４
）
」
と
語
り
、

革
命
と
い
う
状
況
下
に
も
か
か
わ
ら
ず
革
命
に
影
響
を
受
け
ず
に
契
約
等
の
や
り

と
り
が
で
き
る
相
手
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
は

三
井
、
三
菱
と
並
ぶ
巨
大
商
社
と
の
認
識
も
も
た
れ
て
い
た
（
４５
）
。
一
九
一
八
年
五
月

に
は
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
総
支
配
人
バ
ト
ー
リ
ン
が
技
師
ポ
レ
ポ
イ
を
伴
い
来
日
、
共

同
開
発
に
関
す
る
覚
書
を
定
め
る
。
内
容
は
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
が
鉱
業
権
を
獲
得
し
、

久
原
出
資
で
十
分
な
油
田
調
査
を
行
い
、
そ
の
上
で
両
者
共
同
の
会
社
を
組
織
し

事
業
を
遂
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
三
節

北
辰
会
の
結
成

前
節
で
み
た
よ
う
に
久
原
鉱
業
は
北
樺
太
石
油
業
へ
進
出
す
る
が
、
そ
の
一
方

久
原
鉱
業
内
で
は
北
樺
太
石
油
業
進
出
に
つ
き
意
見
が
分
か
れ
て
い
た
。
当
時
の

久
原
鉱
業
の
実
力
者
と
し
て
は
、
竹
内
維
彦
、
田
辺
勉
吉
、
林
謙
吉
郎
の
三
人
が

あ
げ
ら
れ
よ
う
（
４６
）
。

竹
内
維
彦
は
、
東
京
帝
国
大
学
工
科
大
学
鉱
山
冶
金
学
科
卒
業
後
、
藤
田
組
に

入
社
し
た
。
久
原
房
之
助
の
下
で
活
躍
し
、
一
九
〇
七
年
久
原
鉱
業
所
に
入
社
。

鉱
山
・
製
錬
の
各
分
野
を
技
術
化
し
た
第
一
人
者
で
あ
り
、
久
原
鉱
業
所
二
代
目

所
長
、
日
本
鉱
業
初
代
社
長
と
な
る
。
久
原
鉱
業
で
は
技
術
分
野
の
第
一
人
者
で

あ
っ
た
（
４７
）
。
田
辺
勉
吉
は
東
京
帝
国
大
学
法
科
卒
業
後
、
住
友
銀
行
に
入
社
す
る
。

田
健
治
郎
発
起
の
九
州
炭
鉱
株
式
会
社
の
取
締
役
支
配
人
に
就
任
し
、
続
い
て
久

原
鉱
業
入
社
、
東
京
支
店
長
と
し
て
活
躍
し
た
。
北
辰
会
で
は
専
務
理
事
を
務
め

た
。
林
謙
吉
郎
は
久
原
鉱
業
の
南
方
開
発
の
責
任
者
で
あ
る
。
久
原
鉱
業
は
東
南

ア
ジ
ア
の
鉱
物
・
石
油
利
権
を
得
よ
う
と
活
動
し
た
。
結
果
と
し
て
鉱
物
資
源
・

農
園
等
は
得
た
が
、
南
方
石
油
事
業
は
英
米
資
本
の
前
に
獲
得
失
敗
と
な
る
（
４８
）
。

「
北
樺
太
油
田
基
調
書
」
に
よ
れ
ば
、
久
原
鉱
業
内
は
北
樺
太
石
油
業
参
入
に

慎
重
な
竹
内
派
と
積
極
的
な
田
辺
派
に
分
か
れ
て
い
た
。
鉱
山
関
係
の
主
掌
は
竹

内
に
あ
っ
た
が
、
田
辺
は
桜
井
等
の
活
動
を
支
持
し
、
久
原
房
之
助
を
説
き
一
九

一
八
年
に
強
引
に
調
査
隊
を
派
遣
さ
せ
た
と
い
う
。
田
辺
が
北
樺
太
石
油
業
参
入

に
積
極
的
だ
っ
た
背
景
に
は
、
田
辺
が
大
隈
信
常
ら
北
樺
太
石
油
業
推
進
派
と
の

関
係
が
深
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
大
隈
信
常
と
田
辺
は
も
と
も
と
東
京
帝
国
法
科

大
学
の
同
期
生
で
あ
る
が
、
久
原
鉱
業
東
京
事
務
所
長
で
あ
っ
た
田
辺
は
政
界
人

と
の
関
係
を
深
く
持
ち
、
そ
の
中
で
大
隈
信
常
と
の
交
流
を
更
に
深
め
た
（
４９
）
。
そ
の

関
係
に
よ
り
、
久
原
鉱
業
が
北
樺
太
石
油
業
に
参
入
し
た
際
に
は
田
辺
は
会
社
を

代
表
し
て
協
議
画
策
を
行
っ
た
と
い
う
（
５０
）
。

調
査
隊
派
遣
後
、
久
原
鉱
業
内
で
は
積
極
的
な
事
業
推
進
を
避
け
る
動
き
が
発

生
し
た
。「
北
樺
太
油
田
基
調
書
」
で
は
、
事
業
推
進
悲
観
側
の
竹
内
派
と
積
極

的
な
事
業
推
進
を
主
張
す
る
田
辺
派
の
対
立
が
続
い
て
い
た
と
し
、
主
人
久
原
房

之
助
が
事
業
の
方
針
を
巡
り
逡
巡
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
広
く
民
間
企
業
の
組
合

形
式
を
と
っ
た
方
が
政
府
の
支
援
を
得
易
い
こ
と
等
か
ら
海
軍
内
に
於
い
て
組
合

形
式
に
よ
る
統
一
的
な
開
発
作
業
を
進
め
る
意
見
が
大
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ

た
と
あ
る
。
久
原
、
竹
内
ら
が
積
極
展
開
を
避
け
る
動
向
を
示
し
た
背
景
に
は
、

北
樺
太
石
油
利
権
を
承
認
す
る
主
体
で
あ
る
オ
ム
ス
ク
政
府
の
動
向
が
あ
っ
た
。

一
九
一
八
年
五
月
に
久
原
―

ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
契
約
が
成
る
が
、
一
九
一
九
年
二
月

に
は
オ
ム
ス
ク
政
府
は
外
国
人
に
よ
る
鉱
山
新
出
願
を
停
止
し
て
い
る
。
オ
ム
ス

ク
政
府
は
日
本
に
対
し
政
府
の
承
認
や
援
助
を
求
め
る
交
渉
の
手
段
と
し
て
北
樺

太
石
油
業
を
認
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
一
九
一
九
年
五
月
に
は
援
助
の
見
返
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り
に
北
樺
太
油
田
問
題
に
つ
き
重
大
な
る
譲
歩
を
す
る
用
意
が
あ
る
旨
が
伝
え
ら

れ
た
（
５１
）
。
当
時
の
北
樺
太
石
油
業
を
手
段
と
し
た
日
本
・
オ
ム
ス
ク
間
の
外
交
状
況

に
つ
い
て
は
第
一
章
第
二
節
に
て
概
述
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
内
部
・
外
部
的
事
情

を
考
慮
し
海
軍
側
は
久
原
鉱
業
だ
け
で
な
く
、
広
く
民
間
企
業
の
組
合
形
式
を
と

る
よ
う
決
定
し
た
。

し
か
し
、
久
原
鉱
業
側
に
は
北
樺
太
調
査
事
業
に
つ
い
て
リ
ス
ク
を
負
い
な
が

ら
先
陣
を
切
っ
て
き
た
と
の
意
識
が
強
く
（
５２
）
、
他
社
と
の
組
合
に
は
難
色
を
示
し
た
。

「
北
樺
太
油
田
基
調
書
」
に
よ
れ
ば
、「
尚
此
よ
り
既
に
久
原
は
日
本
、
宝
田
両
石

油
会
社
が
樺
太
に
意
動
く
を
知
る
や
堅
く
ス
タ
ヘ
イ
エ
フ
と
の
協
約
を
盾
に
取
り

て
他
の
日
本
の
会
社
が
樺
太
油
田
に
進
入
す
る
こ
と
を
肯
ぜ
ざ
ら
ん
と
す
る
態
度

を
示
し
」
と
あ
る
。
海
軍
は
日
本
石
油
・
宝
田
石
油
と
久
原
鉱
業
の
競
争
を
恐
れ
、

大
倉
鉱
業
の
利
権
獲
得
運
動
も
あ
っ
た
の
で
こ
れ
を
加
え
、
ま
た
三
菱
鉱
業
と
久

原
鉱
業
の
内
約
に
よ
り
三
菱
合
資
も
組
合
に
参
加
さ
せ
北
辰
会
を
結
成
さ
せ
た
。

海
軍
側
は
北
樺
太
石
油
業
で
の
久
原
鉱
業
の
優
先
的
立
場
を
認
め
、
久
原
鉱
業
の

不
満
を
抑
え
る
た
め
北
辰
会
勢
力
の
半
分
を
久
原
鉱
業
に
保
有
さ
せ
（
後
に
三
菱

鉱
業
の
内
約
の
た
め
さ
ら
に
両
社
は
こ
れ
を
折
半
）、
残
り
を
日
本
石
油
・
宝
田

石
油
・
大
倉
鉱
業
の
三
社
に
分
割
さ
せ
た
。
こ
れ
ら
の
動
き
を
み
る
と
、
海
軍
は

北
樺
太
石
油
業
に
関
し
、
調
停
者
と
し
て
企
業
の
動
き
を
統
制
し
な
が
ら
監
督
を

行
っ
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
海
軍
側
の
戦
略
、
す
な
わ
ち
久
原
鉱
業
だ
け
で

は
な
く
よ
り
確
実
な
勢
力
を
引
き
入
れ
た
上
で
政
府
か
ら
資
金
を
得
よ
う
と
す
る

戦
略
が
あ
る
。
元
来
久
原
鉱
業
は
石
油
業
界
で
は
新
興
の
会
社
で
あ
る
。
石
油
業

の
経
験
が
豊
富
な
日
本
石
油
・
宝
田
石
油
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
日

本
石
油
に
関
し
て
は
前
述
し
た
よ
う
に
一
九
一
六
年
時
点
で
北
樺
太
石
油
業
進
出

を
リ
ス
ク
を
理
由
に
断
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
一
九
一
六
年
よ
り
積
極
的
に
海

外
石
油
事
業
に
進
出
し
て
い
た
久
原
鉱
業
に
調
査
を
行
わ
せ
、
久
原
鉱
業
を
起
点

に
徐
々
に
北
樺
太
石
油
業
へ
日
本
石
油
・
宝
田
石
油
等
を
引
き
込
も
う
と
し
た
戦

略
が
窺
え
る
。
企
業
の
自
由
競
争
で
は
な
く
組
合
形
式
に
し
た
の
は
、
ま
ず
企
業

が
利
権
獲
得
主
体
と
す
る
こ
と
で
英
米
等
外
国
か
ら
の
非
難
を
避
け
る
一
方
、
不

要
な
企
業
間
競
争
に
よ
り
開
発
の
遅
延
や
そ
れ
に
乗
じ
た
外
国
人
利
権
獲
得
運
動

の
発
生
を
防
ぐ
た
め
で
あ
り
、
そ
の
方
針
は
大
陸
で
の
臨
時
シ
ベ
リ
ア
経
済
援
助

委
員
会
（
５３
）
の
結
成
か
ら
も
窺
え
る
。
そ
も
そ
も
久
原
鉱
業
を
北
樺
太
石
油
業
へ
参
入

さ
せ
た
の
は
海
軍
で
は
な
く
、
首
相
大
隈
重
信
を
動
か
し
た
桜
井
ら
有
志
一
派
で

あ
り
、
久
原
鉱
業
参
入
に
積
極
的
に
関
わ
っ
た
の
は
あ
く
ま
で
も
大
隈
重
信
や
外

務
省
だ
と
考
え
て
よ
い
。
海
軍
は
久
原
鉱
業
を
中
心
に
据
え
る
方
法
は
考
え
て
い

な
か
っ
た
。

一
方
、
久
原
鉱
業
と
し
て
は
第
一
章
第
三
節
に
て
述
べ
た
よ
う
に
拡
大
の
一
途

を
辿
る
時
期
で
あ
り
、
石
油
業
に
つ
い
て
も
積
極
進
出
を
行
っ
て
い
た
。
外
交
問

題
等
を
含
め
社
内
で
は
積
極
進
出
派
の
田
辺
と
慎
重
派
の
竹
内
に
わ
か
れ
、
そ
の

派
閥
争
い
は
社
長
久
原
房
之
助
を
し
て
進
出
か
慎
重
か
を
悩
ま
せ
て
い
た
。
積
極

進
出
を
主
張
し
た
田
辺
に
は
大
隈
信
常
が
背
景
に
お
り
、
政
府
の
北
樺
太
積
極
進

出
策
に
影
響
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
田
辺
の
主
張
に
よ
り
調
査
隊
が
派
遣

さ
れ
、
そ
の
結
果
北
樺
太
油
田
の
有
望
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
日
本
石
油
・

宝
田
石
油
ら
も
食
指
を
動
か
し
、
北
辰
会
参
入
の
端
緒
と
な
る
。
久
原
鉱
業
と
し

て
は
、
北
樺
太
石
油
業
へ
の
早
期
進
出
に
よ
り
大
き
な
リ
ス
ク
を
負
う
一
方
、
海

軍
を
し
て
優
先
権
を
認
め
さ
せ
組
合
形
式
と
な
る
も
北
辰
会
に
て
三
菱
と
並
ん
で

最
大
勢
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。

第
四
節

小
括

本
章
で
は
、
尼
港
事
件
以
前
の
北
樺
太
石
油
業
、
具
体
的
に
は
久
原
鉱
業
の
北

樺
太
石
油
業
へ
の
参
加
と
久
原
鉱
業
が
手
掛
け
る
事
業
が
北
辰
会
へ
引
き
継
が
れ
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て
い
く
様
子
を
概
観
し
た
。
久
原
鉱
業
参
入
に
は
個
人
の
力
が
大
き
く
働
き
、
ま

た
久
原
鉱
業
参
入
は
必
ず
し
も
海
軍
の
望
む
最
善
解
で
は
な
か
っ
た
。
一
方
、
久

原
鉱
業
は
石
油
業
に
関
し
て
は
内
地
油
田
に
開
発
を
限
定
し
て
い
た
が
、
そ
の
方

針
を
変
え
北
樺
太
石
油
業
に
参
入
し
た
背
景
に
は
、
一
九
一
六
年
の
海
軍
の
外
油

輸
入
主
義
へ
の
転
換
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
背
景
を
踏
ま
え
北
樺
太
石
油
業
に
参

入
し
よ
う
と
し
た
久
原
鉱
業
は
、
ロ
シ
ア
有
力
商
会
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
と
契
約
を
結

び
、
共
同
開
発
を
行
う
に
至
る
。
し
か
し
、
オ
ム
ス
ク
政
府
の
外
国
人
鉱
山
利
権

出
願
停
止
措
置
は
久
原
鉱
業
内
の
竹
内
派
を
し
て
北
樺
太
石
油
業
積
極
参
入
に
反

対
さ
せ
、
一
方
、
久
原
鉱
業
内
の
田
辺
派
は
大
隈
信
常
と
の
関
係
も
あ
り
北
樺
太

石
油
業
積
極
参
入
の
方
針
を
崩
さ
ず
、
社
内
で
は
派
閥
争
い
が
起
こ
る
に
至
っ
た
。

こ
れ
を
踏
ま
え
海
軍
は
三
菱
鉱
業
・
日
本
石
油
・
宝
田
石
油
・
大
倉
鉱
業
を
加
え

北
辰
会
を
結
成
さ
せ
る
が
、
こ
こ
に
は
海
軍
の
企
業
調
停
者
と
し
て
の
側
面
が
窺

え
る
。
海
軍
と
し
て
は
、
広
く
国
内
企
業
の
連
合
体
の
形
を
と
る
こ
と
で
政
府
か

ら
資
金
を
得
易
く
す
る
一
方
、
開
発
初
期
の
高
リ
ス
ク
を
久
原
鉱
業
に
負
わ
せ
た

こ
と
で
日
本
石
油
や
宝
田
石
油
と
い
う
国
内
の
主
要
石
油
会
社
の
参
入
を
得
る
こ

と
に
成
功
し
た
。
久
原
鉱
業
と
し
て
は
、
初
期
の
高
リ
ス
ク
を
負
っ
た
こ
と
も
あ

り
他
社
の
参
入
に
消
極
的
で
あ
り
、
ま
た
抵
抗
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。
こ
の
姿
勢

が
海
軍
の
信
頼
を
失
っ
た
こ
と
は
結
論
に
て
考
察
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
久
原
鉱

業
は
北
樺
太
石
油
業
に
早
期
に
進
出
す
る
こ
と
で
海
軍
を
し
て
優
先
権
を
認
め
さ

せ
、
組
合
形
式
と
な
る
も
北
辰
会
に
於
い
て
三
菱
と
並
ん
で
最
大
勢
力
を
持
つ
こ

と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

第
三
章

保
障
占
領
期
の
北
樺
太
石
油
業：

北
辰
会
の
株
式
会
社
化

第
一
節

尼
港
事
件
発
生
と
北
樺
太
保
障
占
領

一
九
一
九
年
五
月
に
北
辰
会
が
結
成
さ
れ
、
調
査
活
動
が
続
い
て
い
た
が
、
そ

の
一
方
尼
港
に
は
一
九
一
八
年
七
月
に
日
本
軍
が
派
兵
さ
れ
、
翌
年
五
月
に
は
尼

港
は
占
領
さ
れ
て
い
た
。
一
九
一
九
年
九
月
以
降
オ
ム
ス
ク
政
府
の
勢
力
弱
体
化

に
つ
れ
尼
港
周
辺
の
過
激
派
の
勢
力
は
強
大
化
し
て
お
り
、
一
九
二
〇
年
一
月
か

ら
五
月
に
か
け
て
所
謂
尼
港
事
件
が
発
生
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
同
年
七
月
三
日
日

本
は
北
樺
太
を
保
障
占
領
し
、
九
月
以
降
軍
政
を
敷
い
た
。

薩
哈
嗹
州
派
遣
軍
の
具
体
的
な
構
造
・
行
動
は
、
参
謀
本
部
編
『
西
伯
利
出
兵

史：

大
正
七
年
乃
至
十
一
年

第
三
巻
』（
新
時
代
社
、
一
九
七
二
年
（
５４
）
）
の
一
三

七
六
頁
―

一
三
八
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
薩
哈
嗹
州
派
遣
軍
は
陸
軍
の
下
に
属

し
た
。
同
書
は
派
兵
状
況
、
対
岸
（
尼
港
、
泥
港
）
へ
の
派
兵
状
況
、
海
軍
第
三

水
雷
戦
隊
の
動
向
、
軍
政
の
状
況
を
記
し
て
い
る
。

軍
政
は
薩
哈
嗹
州
派
遣
軍
に
よ
り
行
わ
れ
た
が
、
北
海
タ
イ
ム
ス
特
派
員
鈴
木

敏
三
は
、「
薩
哈
嗹
感
想
記
（
５５
）
」
の
中
で
軍
政
部
の
動
向
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
占
領
形
式
軍
政
部
当
事
者
の
言
に
聴
く
も
「
占
領
の
形
式
が
前
代
未
聞
な
為

前
例
と
し
て
拠
る
べ
き
基
準
が
な
い
、
随
っ
て
諸
準
概
ね
常
識
圏
内
で
や
っ
て
居

る
」
状
況
で
あ
る
と
い
う
。
占
領
の
形
式
は
「
吾
薩
哈
嗹
派
遣
軍
司
令
官
の
権
限

は
所
謂
大
権
の
□
□
統
治
で
あ
っ
て
畏
く
も
天
皇
統
治
権
御
委
任
」
で
あ
り
、

「
軍
司
令
官
の
発
す
る
軍
令
は
差
詰
法
律
に
該
当
し
軍
政
部
長
の
発
令
に
成
る
部

令
は
即
ち
内
閣
各
省
大
臣
の
省
令
に
も
当
れ
ば
地
方
庁
長
官
の
発
す
る
庁
令
と
も

成
る
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
軍
政
は
陸
軍
下
に
あ
る
薩
哈
嗹
州
派
遣
軍
が
敷
い
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た
が
、
一
方
石
油
石
炭
に
つ
い
て
は
次
の
覚
書
（
５６
）
が
一
九
二
〇
年
七
月
一
六
日
に
決

定
さ
れ
た
。

覚
書
（
外
務
、
陸
軍
、
海
軍
、
農
商
務
間
に
決
定
）
露
領
樺
太
に
於
け
る
油

田
炭
田
に
関
す
る
件

露
領
樺
太
油
田
及
炭
田
に
関
し
て
は
既
に
廔
次
の
閣
議
に
於
い
て
決
定
せ
ら

れ
た
る
処
、
同
方
面
軍
事
占
領
中
左
記
諸
事
項
に
関
す
る
諸
方
針
の
案
件
は

従
来
の
関
係
上
当
分
の
間
海
軍
に
於
い
て
提
案
発
動
し
関
係
各
省
と
の
協
議

の
上
之
が
実
行
を
促
進
す
る
事
に
致
度
。

記

一
、
油
田
及
炭
田
に
関
す
る
こ
と

二
、
右
に
関
連
し
之
が
運
輸
機
関
の
諸
施
設
に
関
わ
る
こ
と

こ
の
覚
書
に
よ
り
、
油
田
・
炭
田
そ
れ
に
付
随
す
る
運
輸
機
関
に
つ
い
て
は
海

軍
が
担
当
（
５７
）
と
な
っ
て
い
た
が
、
実
行
の
主
体
は
軍
政
部
下
に
あ
る
鉱
業
課
で
あ
っ

た
。
鉱
業
課
は
鉱
業
に
関
す
る
取
締
・
行
政
を
行
っ
て
い
る
。
一
九
二
〇
年
八
月

三
一
日
に
は
鉱
業
取
締
令
が
発
さ
れ
、
鉱
業
権
の
出
願
移
転
行
使
禁
止
や
そ
の
例

外
は
軍
政
部
が
決
定
す
る
こ
と
等
が
記
さ
れ
た
（
５８
）
。
石
油
・
石
炭
に
つ
い
て
は
方
針

の
決
定
は
海
軍
省
が
行
う
も
、
実
行
の
主
体
は
薩
哈
嗹
州
派
遣
軍
軍
政
部
、
つ
ま

り
陸
軍
と
い
う
状
況
が
窺
え
る
。
ま
た
、
本
稿
冒
頭
で
示
し
た
「
岸
科
日
誌
」
の

執
筆
者
で
あ
る
岸
科
政
雄
は
、
軍
政
部
附
海
軍
将
校
と
し
て
陸
海
軍
間
の
連
携
、

ま
た
油
田
炭
田
利
権
の
調
査
を
任
務
と
し
て
活
動
し
て
い
た
。

第
二
節

北
辰
会
経
営
悪
化
と
北
辰
会
解
体
論

一
九
一
九
年
五
月
よ
り
活
動
し
て
い
た
北
辰
会
で
あ
る
が
、
結
成
後
の
活
動
の

進
捗
は
順
調
と
は
言
い
難
か
っ
た
。
調
査
が
行
わ
れ
る
も
の
の
、
必
要
物
資
の
現

地
調
達
不
可
能
、
気
候
過
酷
、
冬
季
作
業
の
困
難
、
交
通
不
便
（
道
路
港
湾
な

し
）、
一
井
の
試
掘
に
数
十
万
円
か
か
る
こ
と
等
か
ら
北
辰
会
の
意
気
は
沈
み
、

海
軍
が
督
励
し
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
。
一
九
二
〇
年
一
月
に
は
尼
港
事
件
の
余

波
を
受
け
北
樺
太
東
海
岸
に
も
多
数
の
兇
徒
が
現
れ
、
作
業
地
を
破
壊
（
５９
）
し
た
。
そ

の
た
め
作
業
員
は
退
避
し
、
事
業
は
停
止
し
た
。
こ
れ
を
う
け
て
一
九
二
〇
年
二

月
に
は
北
辰
会
幹
部
が
海
軍
へ
資
金
援
助
の
陳
情
を
行
っ
て
い
る
（
６０
）
。
こ
れ
ら
を
背

景
に
、
日
本
に
よ
る
北
樺
太
保
障
占
領
後
は
北
樺
太
石
油
業
に
お
け
る
調
査
事
務

主
体
は
北
辰
会
か
ら
海
軍
へ
移
管
さ
れ
た
（
６１
）
。
北
辰
会
は
海
軍
よ
り
事
業
を
請
負
う

形
で
北
樺
太
石
油
業
に
携
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
移
管
の
背
景
に
は
、
北
辰
会

の
資
金
難
に
と
も
な
う
資
金
前
払
い
を
行
い
た
い
海
軍
の
苦
心
が
窺
え
る
。
当
時

の
会
計
法
規
で
は
前
払
い
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
請
負
形
式
に
す
る
こ
と
で
前

払
い
を
可
能
に
し
た
。
こ
れ
ら
を
背
景
に
、
一
九
二
〇
年
か
ら
は
北
辰
会
支
出
の

殆
ど
が
海
軍
が
負
う
よ
う
に
な
っ
た
。
試
掘
調
査
（
６２
）
は
基
本
的
に
衝
動
式
だ
が
、
海

軍
直
営
事
業
と
し
て
回
転
式
（＝

ロ
ー
タ
リ
ー
）
を
と
る
よ
う
意
見
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、「
経
費
を
少
な
く
し
て
な
る
べ
く
広
き
地
域
に
亘
っ
て
調
査
す
る
の
必

要
（
６３
）
」
等
、
費
用
の
問
題
も
存
在
し
て
い
た
。

北
辰
会
の
活
動
形
式
に
は
様
々
な
問
題
が
あ
り
、
そ
の
た
め
問
題
の
解
消
へ
向

け
北
辰
会
を
解
体
す
る
案
も
存
在
し
た
。
北
辰
会
活
動
形
式
の
問
題
を
探
る
た
め
、

北
辰
会
規
約
（
６４
）
を
示
す
。

北
辰
会
規
約

第
一
条

本
会
は
北
辰
会
と
称
し
、
北
樺
太
油
田
に
関
す
る
権
利
を
獲
得
し

之
が
調
査
及
び
開
発
を
為
す
を
そ
の
目
的
と
す
。

第
二
条

本
会
会
員
及
其
持
分
を
定
む
る
こ
と
左
の
如
し
。

久
原
鉱
業

四
分
の
一

三
菱
鉱
業

四
分
の
一

日
本
石
油

六
分
の
一

宝
田
石
油

六
分
の
一

大
倉
鉱
業

六
分
の
一

但
し
三
菱
鉱
業
株
式
会
社
の
持
分
に
関
す
る
権
利
義
務
は
、
同
社
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と
久
原
鉱
業
株
式
会
社
と
の
内
約
に
よ
り
当
分
後
者
に
於
い
て
代

理
す
る
も
の
と
す
。

第
三
条

本
会
は
大
正
七
年
五
月
二
十
一
日
露
国
イ
ワ
ン
・
ス
タ
ヘ
エ
フ
商

会
と
日
本
久
原
鉱
業
株
式
会
社
と
の
間
に
協
定
せ
る
覚
書
に
基
づ

き
て
、
久
原
鉱
業
株
式
会
社
の
保
管
せ
る
一
切
の
義
務
を
継
承
し

イ
ワ
ン
・
ス
タ
ヘ
エ
フ
商
会
の
現
在
所
有
し
又
将
来
獲
得
す
べ
き

北
樺
太
の
石
油
特
許
区
域
又
は
石
油
鉱
区
に
対
し
企
業
的
調
査
を

為
す
も
の
と
す
。

第
四
条

本
会
は
イ
ワ
ン
・
ス
タ
ヘ
エ
フ
商
会
を
督
励
且
援
助
し
て
現
在
同

商
会
の
有
す
る
北
樺
太
石
油
鉱
区
を
完
全
に
保
有
せ
し
め
、
又
将

来
其
獲
得
を
為
さ
し
む
る
も
の
と
す
。

第
五
条

本
会
の
事
業
範
囲
を
北
樺
太
石
油
地
帯
全
部
と
し
、
イ
ワ
ン
・
ス

タ
ヘ
エ
フ
商
会
の
所
有
せ
る
鉱
区
以
外
に
於
い
て
之
が
権
利
を
獲

得
す
る
為
め
、
本
会
員
中
一
二
の
名
義
を
以
て
露
国
官
憲
又
は
露

国
資
本
家
と
交
渉
協
定
す
る
場
合
あ
る
も
之
に
因
り
て
獲
得
す
る

鉱
区
の
権
利
義
務
は
一
切
本
会
に
提
供
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
す
。

第
六
条

本
会
員
は
、
本
会
を
離
れ
て
北
樺
太
の
石
油
鉱
業
に
関
係
せ
ざ
る

も
の
と
す
。

第
七
条

本
会
は
企
業
的
調
査
の
成
績
に
よ
り
、
何
時
に
て
も
イ
ワ
ン
・
ス

タ
ヘ
エ
フ
商
会
と
合
同
し
て
事
業
会
社
を
組
織
す
る
も
の
と
す
。

第
八
条

本
会
の
要
す
る
一
切
の
経
費
は
会
員
各
自
の
持
分
に
比
例
し
て
分

掌
支
出
す
る
も
の
と
す
。

第
十
一
条

本
会
加
入
当
事
者
は
各
一
名
の
代
表
者
を
出
す
も
の
と
す
。
其

代
表
者
を
理
事
と
称
す
。
但
し
三
菱
鉱
業
株
式
会
社
の
代
表
者

は
当
分
久
原
鉱
業
株
式
会
社
の
代
表
者
こ
れ
を
兼
摂
す
。

第
十
二
条

理
事
は
専
務
理
事
一
名
を
互
選
す
。

第
十
三
条

本
会
は
覚
書
第
四
項
の
組
合
員
中
一
名
を
参
与
と
す
。

第
十
六
条

本
会
の
存
続
期
間
を
大
正
八
年
五
月
一
日
以
降
満
三
年
と
定
む
。

規
約
を
見
る
と
、
第
八
条
に
経
費
は
会
員
各
人
の
持
分
に
比
例
し
て
分
掌
支
出

す
る
こ
と
が
記
さ
れ
、
第
十
二
条
で
理
事
の
中
か
ら
専
務
理
事
を
選
出
す
る
こ
と

が
決
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
持
分
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
ど
の
よ
う

に
組
織
の
意
思
決
定
が
行
わ
れ
て
い
た
か
等
に
つ
い
て
は
規
約
か
ら
は
わ
か
ら
な

い
。
北
辰
会
の
活
動
実
態
と
し
て
は
、
専
務
理
事
田
辺
（
久
原
系
）
や
参
与
桜
井

（
発
起
人
）
が
中
心
と
な
っ
て
動
い
て
い
た
（
６５
）
。
北
辰
会
の
作
業
実
態
と
し
て
は
、

各
企
業
の
派
遣
し
た
鉱
夫
と
各
地
で
集
め
ら
れ
た
人
夫
が
企
業
ご
と
に
調
査
隊
を

組
ん
で
活
動
し
た
よ
う
で
あ
り
（
６６
）
、
各
調
査
隊
が
そ
の
企
業
の
方
針
に
基
づ
い
て
動

い
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
各
企
業
の
方
針
に
基
づ
く
調
査
活
動
は
、
各
企
業
の

投
資
姿
勢
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
か
ね
な
い
状
況
を
生
む
。
日
本
石
油
、
宝
田
石
油

な
ど
は
、
北
辰
会
結
成
に
関
し
、
久
原
鉱
業
が
半
分
の
勢
力
を
握
る
こ
と
に
反
対

し
、
す
べ
て
の
組
合
参
加
員
が
均
等
な
勢
力
を
持
つ
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
（
６７
）
。
勢

力
が
均
等
で
な
い
配
分
に
な
っ
た
た
め
投
資
に
対
す
る
リ
タ
ー
ン
も
均
等
に
な
ら

ず
、
日
本
石
油
・
宝
田
石
油
は
投
資
に
積
極
的
に
動
く
誘
因
が
無
く
な
っ
て
い
た
。

「
岸
科
日
誌
」
に
は
「
不
振
極
ま
る
北
辰
会
の
裏
面
に
は
石
油
噴
出
を
喜
ば
ざ
る

日
石
、
宝
田
等
の
あ
る
あ
り
、
削
井
に
従
事
す
る
技
師
及
職
工
、
亦
両
者
よ
り
の

借
り
者
な
り
。
調
査
に
籍
口
し
事
業
の
発
展
せ
ざ
る
は
当
然
な
り
。」
と
あ
り
、

岸
科
か
ら
見
て
も
日
本
石
油
、
宝
田
石
油
が
事
業
に
向
け
積
極
的
で
な
い
姿
勢
に

見
え
た
事
が
分
か
る
（
６８
）
。

こ
れ
ら
を
背
景
に
、
北
辰
会
は
「
北
辰
会
の
組
織
が
完
全
な
る
法
人
組
織
に
非

ず
し
て
各
人
の
集
ま
り
世
帯
の
こ
と
と
て
、
内
部
は
統
一
を
欠
き
諸
事
円
滑
な
る

能
は
ず
資
金
は
枯
渇
（
６９
）
」
等
厳
し
い
状
態
と
な
っ
て
い
た
。
北
辰
会
解
体
論
と
し
て
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は
、
岸
科
（「
北
辰
会
を
離
れ
て
真
に
直
営
の
形
式
に
出
づ
る
か
兎
に
角
国
防
資

源
の
根
本
的
解
決
に
百
尺
竿
頭
一
歩
を
進
め
政
府
事
業
と
し
て
躍
進
せ
ざ
れ
ば
…

事
業
の
挫
折
に
終
る
こ
と
な
き
か
（
７０
）
」）、
軍
務
局
員
豊
田
貞
次
郎
（「
北
辰
会
と
独

立
し
政
府
事
業
と
し
て
徹
底
的
に
試
掘
採
油
政
策
を
樹
立
せ
ん
と
欲
す
（
７１
）
」）
な
ど

の
声
が
残
さ
れ
て
い
る
。
解
体
論
者
は
請
負
方
式
に
し
て
も
な
お
残
る
各
企
業
の

熱
意
の
差
に
よ
る
事
業
停
滞
を
避
け
る
た
め
政
府
直
轄
方
式
を
提
唱
し
て
い
た
が
、

一
方
で
具
体
的
な
事
業
推
進
方
針
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
一
方
で
北
辰
会
存
続
論
も
あ
っ
た
。
存
続
論
者
は
北
辰
会
の
不
備
を
正
す

た
め
、
株
式
会
社
化
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
。
株
式
会
社
化
の
根
拠
と
し
て
は
、

一
九
二
〇
年
九
月
二
八
日
覚
書
（
７２
）
議
題
第
一
（
ロ
）
に
基
づ
く
。
以
下
覚
書
を
提
示

す
る
。覚

書
（
大
蔵
、
外
務
、
陸
軍
、
海
軍
、
農
商
務
）

薩
哈
嗹
州
油
田
炭
田
に

関
す
る
件

議
題
第
一
、
現
在
北
辰
会
が
継
承
し
た
る
ス
タ
ヘ
ー
フ
久
原
協
約
に
基
づ
く

鉱
区
に
つ
い
て
は
今
後
い
か
な
る
手
段
に
依
り
事
業
を
進
行
せ
し
む

る
を
可
と
す
る
や
。

協
定
、
本
議
題
ス
タ
ヘ
ー
フ
久
原
協
約
関
係
鉱
区
の
如
き
は
、
…
速
や
か
に

之
を
日
露
合
弁
の
事
業
の
形
式
に
移
し
、
我
軍
司
令
官
公
認
の
下
に

事
業
を
促
進
せ
し
め
置
く
を
以
て
安
全
か
つ
穏
当
な
る
措
置
と
す
。

而
し
て
之
を
日
露
合
弁
事
業
と
為
す
に
は
左
の
二
法
の
内
適
当
な
る

一
つ
を
選
ぶ
を
可
と
す
べ
し
。

（
イ
）
ス
タ
ヘ
ー
フ
会
社
を
し
て
北
辰
会
と
合
弁
し
て
協
約
鉱
区
の
開
発
採

掘
を
為
し
度
旨
駐
在
軍
司
令
官
に
出
願
せ
し
め
同
官
に
於
い
て
之
を

許
可
す
る
こ
と
。

（
ロ
）
先
ず
ス
タ
ヘ
ー
フ
会
社
と
北
辰
会
と
共
同
し
同
組
合
の
名
に
於
い
て

前
項
の
如
く
駐
屯
軍
司
令
官
に
出
願
す
る
こ
と
何
れ
の
場
合
を
実
行

す
る
に
も
北
辰
会
の
組
織
は
此
際
便
宜
相
当
な
る
株
式
会
社
に
改
め

其
関
係
と
責
任
と
を
明
に
せ
し
む
る
を
便
と
す
べ
し
。

結
局
井
出
海
軍
次
官
と
北
辰
会
理
事
は
覚
書
を
交
わ
し
、
株
式
会
社
化
に
つ
き

合
意
す
る
（
７３
）
。
株
式
会
社
化
を
巡
る
議
論
の
中
で
は
、
帝
国
石
油
（
鈴
木
商
店
系
）、

高
田
商
会
等
国
内
石
油
業
者
の
利
権
獲
得
運
動
も
あ
り
、
北
辰
会
と
対
立
す
る
企

業
を
育
成
す
る
案
も
出
た
が
、
北
辰
会
に
組
み
込
む
よ
う
な
方
針
に
決
定
（
７４
）
さ
れ
る
。

独
占
企
業
体
と
な
る
た
め
、
開
発
を
進
め
ず
に
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
等
の
腐
敗

を
防
ぐ
た
め
重
要
会
議
に
は
海
軍
軍
需
局
員
を
列
席
さ
せ
る
等
の
対
応
を
と
る
こ

と
も
決
定
さ
れ
た
。
以
下
は
株
式
会
社
北
辰
会
定
款
（
７５
）
で
あ
る
。

株
式
会
社
北
辰
会
定
款

第
一
条

商
号
は
株
式
会
社
北
辰
会
と
称
す
。

第
二
条

営
業
の
目
的
は
左
の
如
し
。

一
、
石
油
其
他
の
鉱
物
の
採
取
精
製
及
売
買

二
、
前
号
の
業
務
に
関
係
あ
る
化
学
工
業

三
、
以
上
の
目
的
を
達
す
る
為
め
必
要
な
る
附
帯
の
業
務

第
四
条

資
本
金
は
五
百
万
円
と
す
。

第
六
条

株
式
は
十
万
株
と
し
一
株
の
金
額
は
五
十
円
と
す
。

第
二
十
条

取
締
役
七
名
以
内
監
査
役
五
名
以
内
を
置
く
。

第
二
十
一
条

取
締
役
の
内
よ
り
互
選
を
以
て
会
長
一
名
専
務
取
締
役
一
名

を
置
き
、
必
要
に
依
り
常
務
取
締
役
一
名
を
置
く
こ
と
を
得
。

定
款
を
見
る
と
、
組
合
時
代
の
北
辰
会
と
比
べ
資
本
金
の
決
定
や
株
の
譲
渡
の

条
件
、
取
締
役
や
会
長
の
決
定
な
ど
組
織
と
し
て
の
形
態
が
整
え
ら
れ
た
印
象
を

受
け
る
。

北
辰
会
解
体
論
が
叫
ば
れ
る
中
で
存
続
論
が
採
用
さ
れ
た
背
景
に
は
、
二
つ
の
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理
由
、
す
な
わ
ち
極
東
共
和
国
の
動
き
と
国
の
事
業
推
進
能
力
欠
如
が
あ
っ
た
。

極
東
共
和
国
に
つ
い
て
は
第
一
章
第
二
節
で
示
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
オ
ム
ス

ク
政
府
に
代
わ
る
新
た
な
利
権
承
認
主
体
と
し
て
日
本
側
に
強
く
意
識
を
さ
れ
る

存
在
で
あ
っ
た
。
当
時
ま
だ
国
際
世
論
は
日
本
の
沿
海
州
撤
兵
に
の
み
注
目
し
て

お
り
、
日
本
の
北
樺
太
撤
兵
ま
で
は
強
い
要
求
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
国
直
轄

事
業
を
北
樺
太
で
行
え
ば
国
際
世
論
は
北
樺
太
へ
注
目
す
る
こ
と
に
な
る
。
国
際

世
論
紛
糾
を
避
け
る
た
め
に
も
、
政
府
は
民
間
企
業
の
企
業
活
動
と
の
形
を
取
ろ

う
と
し
た
。
一
方
、
民
間
企
業
の
活
動
と
の
形
を
と
る
場
合
、
例
え
ば
後
に
発
生

す
る
シ
ン
ク
レ
ア
社
の
侵
入
に
関
し
て
、
シ
ン
ク
レ
ア
は
鈴
木
商
店
と
の
合
同
開

発
の
形
を
と
っ
た
が
、
国
内
企
業
の
競
争
が
発
生
す
れ
ば
そ
れ
に
外
国
企
業
が
乗

じ
る
可
能
性
は
大
き
く
あ
っ
た
。
更
に
、
北
樺
太
の
利
権
を
承
認
す
る
権
利
を
主

張
す
る
極
東
共
和
国
へ
利
権
承
認
請
願
を
行
い
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
れ
ば
極
東
共

和
国
利
権
承
認
を
盾
に
外
国
企
業
、
ま
た
外
国
政
府
が
利
権
を
強
硬
に
主
張
す
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
背
景
に
、
国
内
企
業
の
競
争
を
抑
え
、
極
東
共

和
国
へ
の
利
権
請
願
運
動
が
活
発
化
す
る
前
に
確
実
な
る
開
発
を
進
め
た
い
と
す

る
海
軍
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
め
企
業
の
競
争
を
抑
え
、

協
同
し
て
開
発
に
あ
た
ら
せ
る
調
停
者
と
し
て
の
海
軍
の
立
場
が
明
確
に
な
っ
た
。

ま
た
、
国
に
事
業
推
進
能
力
が
欠
け
て
い
た
事
も
国
の
直
轄
方
式
を
と
れ
な

か
っ
た
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。
岸
科
や
豊
田
は
企
業
の
利
益
追
求
姿
勢
に
影
響
さ

れ
な
い
よ
う
直
轄
方
式
を
主
張
し
た
が
、
具
体
的
な
方
針
を
示
さ
な
か
っ
た
。
現

に
今
ま
で
の
開
発
は
、
一
部
は
農
商
務
省
の
技
師
な
ど
政
府
か
ら
出
さ
れ
て
い
る

が
、
多
く
は
民
間
企
業
か
ら
技
師
、
鉱
夫
、
人
夫
が
出
さ
れ
て
い
る
。
民
間
企
業

に
頼
っ
て
い
た
事
業
を
す
べ
て
直
轄
化
す
る
に
は
莫
大
な
コ
ス
ト
が
か
か
り
、
こ

の
方
法
は
現
実
的
で
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
を
背
景
に
、
北
辰
会
は
一
九
二
一
年
七
月
に
は
株
式
会
社
化
さ
れ
る
。

第
三
節

会
計
収
支
と
削
井
方
式
に
見
る
北
辰
会
株
式
会
社
化
の
効
果

株
式
会
社
化
に
よ
り
北
辰
会
の
会
計
収
支
は
明
確
化
し
た
。
第
四
回
株
式
会
社

北
辰
会
営
業
報
告
書
（
７６
）
に
よ
る
と
、
収
入
は
雑
収
入
の
み
、
支
出
は
主
に
本
社
費
と

鉱
場
費
の
二
種
に
分
か
れ
て
い
る
。
鉱
場
費
の
内
訳
は
、
給
与
・
旅
費
・
通
信
運

搬
費
・
機
械
器
具
材
料
費
・
消
耗
費
・
衛
生
費
・
燃
料
費
を
示
し
、
海
軍
が
負
担

す
る
人
夫
賃
、
機
械
器
具
代
以
外
は
北
辰
会
が
負
担
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

第
三
回
ま
で
の
営
業
報
告
書
は
『
三
菱
社
誌
（
７７
）
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
株
式
会
社

北
辰
会
の
経
営
状
況
は
【
表
３
】
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

一
九
二
二
年
の
オ
ハ
噴
油
に
至
り
北
辰
会
は
黒
字
化
す
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
厳

し
い
経
営
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
北
辰
会
の
収
入
は
雑
収
入
、
具
体
的

に
は
試
掘
に
よ
り
得
ら
れ
た
石
油
を
処
分
・
販
売
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た

収
入
（
７８
）
、
の
み
だ
っ
た
。
資
本
金
に
つ
い
て
は
、
組
合
時
代
に
は
特
に
決
ま
っ
て
い

な
か
っ
た
（
７９
）
が
株
式
会
社
化
し
た
こ
と
に
よ
り
株
金
五
〇
〇
万
円
（
８０
）
と
定
め
ら
れ
た
。

株
式
会
社
化
に
よ
り
責
任
所
在
の
明
確
化
、
資
金
構
造
可
視
化
、
参
加
企
業
の
開

発
促
進
誘
因
構
造
形
成
が
進
ん
だ
。

試
掘
作
業
削
井
方
式
に
は
変
化
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
削
井
方
式
に
は

岸
科
の
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
り
、
当
初
は
問
題
を
抱
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

二
月
五
日
ヌ
イ
オ
鉱
場
の
現
況
は
…
掘
深
進
捗
せ
ず
、
チ
ャ
イ
オ
鉱
場
…
右

の
状
況
を
小
官
視
察
当
時
に
比
較
略
述
す
る
に
、
両
井
共
四
百
間
掘
深
を
要

す
る
も
の
と
し
て
北
は
五
カ
年
南
は
一
カ
年
半
を
要
す
。
之
を
日
本
石
油
滝

谷
五
百
五
十
間
の
油
井
を
八
十
日
間
に
て
掘
深
し
た
る
一
例
に
比
較
す
れ
ば

雲
壌
の
差
あ
り
。
斯
の
如
き
は
綱
掘
の
常
事
に
し
て
、
恰
も
大
正
元
年
ロ
タ

リ
ー
式
輸
入
以
前
我
石
油
業
者
の
殆
ど
衰
滅
に
帰
せ
ん
と
し
た
る
当
時
の
状

況
に
髣
髴
た
る
も
の
な
り
。
識
者
は
勿
論
探
鉱
法
の
初
歩
を
習
得
せ
る
素
人
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と
雖
も
亦
之
を
聞
き
茫
然
た
る
次
第
な
り
。
ロ
タ
リ
ー
式
と
雖
も
地
質
の
調

査
の
能
く
之
を
な
し
得
る
も
の
に
し
て
、
綱
掘
を
以
て
理
想
の
調
査
法
と
し

て
一
に
之
に
信
頼
し
四
囲
の
状
況
を
考
察
す
る
こ
と
無
く
、
為
に
種
種
の
悪

評
を
招
き
又
極
大
な
る
経
費
を
擲
つ
が
如
き
は
、
海
軍
直
営
事
業
と
し
て
座

視
す
る
に
忍
び
ず
。
今
年
は
ぜ
ひ
と
も
北
辰
会
を
督
励
し
、
必
ず
ロ
タ
リ
ー

式
に
依
ら
し
め
ら
る
る
こ
と
絶
対
に
必
要
な
り
と
信
ず
。
徒
に
距
離
の
遠
隔

海
上
の
不
良
等
に
籍
口
し
事
業
の
進
捗
せ
ざ
る
を
解
明
す
る
こ
と
な
く
、
雪

解
け
と
同
時
に
輸
送
を
開
始
す
る
如
く
計
画
指
導
を
必
要
と
す
（
８１
）
。

北
辰
会
は
綱
掘
を
採
用
し
て
い
た
が
、
株
式
会
社
化
を
き
っ
か
け
に
上
総
掘
と

ロ
ー
タ
リ
ー
式
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
試
掘
作
業
で
の
削
井
方
式
は
、
試

掘
作
業
の
進
捗
と
費
用
を
大
き
く
左
右
し
、
ど
の
方
式
を
と
る
か
は
企
業
に
と
っ

て
慎
重
な
判
断
が
必
要
に
な
っ
て
い
た
。
綱
掘
は
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
世
界
的
に

主
要
な
削
井
方
式
で
あ
っ
た
。
や
ぐ
ら
を
建
て
、
動
力
で
ビ
ッ
ト＝

掘
具
を
吊
る

し
た
ケ
ー
ブ
ル
を
上
下
さ
せ
、
と
き
に
は
一
千
メ
ー
ト
ル
級
ま
で
掘
り
抜
く
こ
と

が
で
き
た
（
８２
）
。
浅
層
の
掘
削
に
適
し
て
い
る
が
、
モ
ー
タ
ー
等
の
動
力
源
が
必
要
と

な
る
。
上
総
掘
は
綱
掘
と
同
じ
く
衝
撃
法
で
あ
る
が
、
す
べ
て
人
力
で
の
作
業
が

可
能
で
あ
り
、
数
人
の
人
力
で
数
百
メ
ー
ト
ル
の
掘
削
を
可
能
に
す
る
な
ど
、
費

用
が
極
め
て
安
く
済
む
。
ロ
ー
タ
リ
ー
式
は
、
鉄
パ
イ
プ
の
先
に
つ
け
た
堅
い
歯

を
パ
イ
プ
ご
と
回
転
さ
せ
て
岩
盤
を
削
り
、
掘
削
を
進
め
る
方
式
で
あ
る
。
こ
の

方
式
は
綱
掘
で
は
掘
削
不
可
能
な
崩
壊
性
の
砂
層
も
掘
り
進
む
こ
と
が
で
き
た
。

そ
れ
で
は
、
実
際
に
は
削
井
方
式
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

【
表
４
】
は
北
辰
会
（
組
合
期
・
株
式
会
社
期
）
活
動
期
に
お
け
る
各
鉱
場
の
削

井
方
式
を
示
し
て
い
る
。
一
九
二
三
年
に
オ
ハ
で
四
井
に
綱
掘
が
採
用
さ
れ
て
い

る
が
、
他
は
ロ
ー
タ
リ
ー
式
、
上
総
掘
が
メ
イ
ン
に
な
っ
て
い
る
事
が
分
か
る
。

浅
層
の
み
の
掘
削
が
必
要
な
箇
所
は
上
総
掘
で
、
深
層
へ
の
掘
削
が
必
要
な
箇
所

【表３】株式会社北辰会収入支出表

備考

※オハ油田噴油

※第一回…１９２１年７月から同年１１月

※第二回…１９２１年１２月から１９２２年５月

※第三回…１９２２年６月から同年１１月

※第四回…１９２２年１２月から１９２３年５月

※出典は第一回から第三回までは『三菱社誌』、第四回は「第四回株式会社北辰会営業

報告書」（ジャパンデジタルアーカイブズセンター企業史料総合データベース）

※単位は円

鉱場

２０９，２３４．１０

本社費

５３，５９３．８０

支出

計

５６７，２７７．８５

３４３，５１０．９６

４９５，７９８．５０

２６２，８２７．６５

収入

計

５４８，３２２．４９

２９１，７１０．７０

６７９，４３０．９５

３４７，７２７．１７

第一回

第二回

第三回

第四回
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は
ロ
ー
タ
リ
ー
方
式
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
北
辰
会
の
株
式
会
社
化
に
よ

り
、
収
支
の
可
視
化
、
責
任
所
在
の
明
確
化
が
進
む
と
と
も
に
、
よ
り
コ
ス
ト
や

費
用
対
効
果
を
意
識
し
た
削
井
方
式
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

第
四
節

小
括

本
章
で
は
、
保
障
占
領
期
の
北
樺
太
石
油
業
と
し
て
、
北
樺
太
行
政
に
お
け
る

薩
哈
嗹
州
派
遣
軍
の
動
向
や
、
北
辰
会
の
株
式
会
社
化
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
っ

た
。
北
樺
太
の
統
治
、
行
政
は
陸
軍
の
下
に
あ
る
薩
哈
嗹
州
派
遣
軍
が
行
い
、
石

油
・
石
炭
に
つ
い
て
も
方
針
の
決
定
は
海
軍
省
が
行
う
も
、
実
行
の
主
体
は
薩
哈

嗹
州
派
遣
軍
軍
政
部
、
つ
ま
り
陸
軍
で
あ
っ
た
。
北
辰
会
は
尼
港
事
件
以
前
か
ら

作
業
は
停
滞
し
て
い
た
が
、
尼
港
事
件
発
生
に
よ
り
作
業
員
退
避
に
よ
る
時
間
的

損
失
、
ま
た
作
業
地
破
壊
に
よ
る
物
的
損
失
を
受
け
た
。
こ
れ
ら
を
背
景
に
海
軍

は
、
北
樺
太
石
油
業
を
海
軍
直
轄
、
北
辰
会
請
負
事
業
と
の
形
に
再
編
し
た
。
し

か
し
、
北
辰
会
は
組
織
と
し
て
組
合
長
を
置
い
て
お
ら
ず
、
作
業
実
態
と
し
て
も

各
企
業
の
調
査
隊
が
独
自
に
行
動
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
活
動
に
は
各
企
業
の
北

樺
太
石
油
業
に
対
す
る
関
心
の
違
い
が
如
実
に
表
れ
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
国
内

で
大
き
な
利
益
を
上
げ
て
い
た
日
本
石
油
、
宝
田
石
油
な
ど
は
消
極
的
で
あ
り
、

岸
科
の
強
い
反
感
を
買
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
事
態
を
背
景
に
、
企
業
の
利
益
追

求
方
針
に
さ
れ
な
い
開
発
に
む
け
北
辰
会
解
体
に
よ
る
事
業
政
府
直
轄
化
案
、
ま

た
北
辰
会
の
組
織
強
化
を
目
的
に
北
辰
会
株
式
会
社
化
案
の
二
つ
が
議
論
さ
れ
た
。

前
者
は
国
際
関
係
上
、
ま
た
国
の
事
業
推
進
能
力
欠
如
に
よ
り
非
現
実
的
で
あ
り
、

後
者
が
採
用
さ
れ
た
。

会
計
収
支
を
み
る
と
一
九
二
二
年
の
オ
ハ
噴
油
に
至
り
北
辰
会
は
黒
字
化
す
る

が
、
そ
れ
ま
で
は
厳
し
い
経
営
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
規
約

の
変
更
に
よ
り
責
任
の
所
在
の
明
確
化
、
資
金
構
造
の
可
視
化
、
ま
た
北
辰
会
参

【表４】北辰会活動期削井方式一覧

計

２

５

４

３

１

２

１

２

１

１

１

１

１

２

１

２

３０

※出典は三菱史料館蔵「北樺太石油株式会社設立関係書類」（登録番号MON-９９６）

１９２４年

１

１

１

３

開始年度及び坑井数

１９２３年

４

４

１９２２年

１

１

１

１

１

１

１

７

１９２１年

３

２

１

２

２

１

１

１

１

１４

１９２０年

１

１

１９１９年

１

１

削井方式

ロータリー

綱掘

上総掘

上総掘

ダイヤモンドボーリング

上総掘

ロータリー

上総掘

綱掘

綱掘

上総掘

ダイヤモンドボーリング

上総掘

ロータリー

ダイヤモンドボーリング

上総掘

計

作業地名

オハ

エハビ

ピリツン

ヌトウ

チャイオ

ヌイオ

ウイグレツク

カンタグリ
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加
企
業
の
開
発
促
進
の
誘
因
構
造
形
成
が
進
ん
だ
。
削
井
方
式
は
、
綱
掘
か
ら

ロ
ー
タ
リ
ー
式
、
上
総
掘
へ
の
移
行
が
進
ん
だ
こ
と
が
分
か
る
。
ロ
ー
タ
リ
ー
式

は
費
用
は
か
か
る
が
よ
り
深
い
層
へ
の
掘
進
が
可
能
に
な
る
。
ま
た
上
総
掘
は
人

力
で
の
掘
進
が
可
能
で
低
コ
ス
ト
で
押
さ
え
ら
れ
る
。
北
辰
会
の
株
式
会
社
化
に

よ
り
、
収
支
の
可
視
化
、
責
任
所
在
の
明
確
化
が
進
む
と
と
も
に
、
よ
り
費
用
対

効
果
を
意
識
し
た
削
井
方
式
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

第
四
章

保
障
占
領
期
の
北
樺
太
石
炭
業：

三
菱
合
資
進
出
と
薩

哈
嗹
企
業
組
合
へ
の
改
組

第
一
節

三
菱
合
資
の
進
出

前
章
ま
で
は
北
樺
太
石
油
業
を
考
察
し
た
が
、
第
四
章
で
は
石
炭
業
に
お
け
る

三
菱
合
資
・
陸
軍
の
動
向
を
考
察
し
、
石
油
業
で
の
久
原
・
海
軍
と
は
対
照
的
な

姿
を
示
し
た
い
。

北
樺
太
石
炭
業
に
お
け
る
日
本
企
業
の
動
き
と
し
て
は
、
三
菱
鉱
業
が
積
極
的

な
調
査
・
開
発
を
行
っ
て
い
た
。
三
菱
合
資
は
一
九
一
〇
年
に
「
樺
太
石
炭
鉱
業

に
関
す
る
調
査
報
告
書
」
を
浦
塩
梅
田
商
会
よ
り
受
け
て
お
り
（
８３
）
、
こ
の
頃
に
は
既

に
樺
太
炭
田
に
興
味
を
示
し
て
い
た
よ
う
だ
。
北
樺
太
に
広
大
な
石
炭
鉱
区
を
有

す
る
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
と
接
触
す
る
一
方
、
一
九
一
八
年
五
月
か
ら
八
月
に
か
け
調

査
隊
を
派
遣
し
て
同
炭
田
の
炭
量
・
炭
質
の
優
良
を
確
認
し
た
。
そ
れ
ら
の
調
査

を
踏
ま
え
、
一
九
一
八
年
一
二
月
二
七
日
に
は
三
菱
―

ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
契
約
が
成

立
し
た
。
主
な
契
約
の
内
容
は
�
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
保
有
炭
鉱
経
営
・
鉄
道
建
設
・

亜
港
築
港
・
封
鎖
炭
田
内
炭
鉱
経
営
の
た
め
双
方
対
等
権
利
に
よ
り
共
同
契
約
を

行
う
�
調
査
が
良
好
な
ら
ば
事
業
の
経
営
・
利
益
の
配
分
・
費
用
の
負
担
に
つ
き

対
等
で
共
同
経
営
を
行
う
（
８４
）
で
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
北
樺
太
石
炭
業
を
考
察
す
る
上
で
は
、
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
鉱
区
炭
田
と

封
鎖
炭
田
の
両
者
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
は
極
東
の
有
力
商
社

と
し
て
、
北
樺
太
に
お
け
る
多
く
の
炭
田
鉱
区
開
発
権
利
を
押
さ
え
て
い
た
（
８５
）
。
そ

の
た
め
北
樺
太
石
炭
業
へ
進
出
す
る
に
は
、
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
と
連
携
を
と
り
共
同

開
発
の
形
を
取
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
一
方
封
鎖
炭
田
に
つ
い
て
は
、
元
来
ロ

シ
ア
帝
国
政
府
は
亜
港
築
港
等
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
必
要
を
感
じ
て
お
り
、
政
府

の
封
鎖
す
る
炭
田
の
開
発
を
一
部
企
業
に
認
め
る
代
わ
り
に
亜
港
の
築
港
を
さ
せ

る
計
画
を
と
り
（
８６
）
、
そ
の
方
針
は
オ
ム
ス
ク
政
府
に
も
引
き
継
が
れ
た
（
８７
）
。
イ
ン
フ
ラ

構
築
の
代
償
に
与
え
る
た
め
封
鎖
さ
れ
て
い
た
炭
田
が
、
本
稿
で
述
べ
ら
れ
る
封

鎖
炭
田
で
あ
る
。

契
約
締
結
に
よ
り
三
菱
合
資
は
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
鉱
区
へ
触
手
を
伸
ば
そ
う
と
す

る
一
方
、
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
は
封
鎖
炭
田
に
触
手
を
伸
ば
す
た
め
三
菱
合
資
を
利
用

し
亜
港
建
築
に
よ
り
封
鎖
炭
田
の
権
利
を
得
よ
う
と
し
た
（
８８
）
が
、
契
約
成
立
後
調
査

結
果
の
不
調
や
請
願
対
象
で
あ
る
オ
ム
ス
ク
政
府
の
弱
体
化
等
も
あ
り
三
菱
合
資

―

ス
タ
ヘ
ー
フ
に
よ
る
共
同
開
発
は
頓
挫
す
る
。
三
菱
合
資
側
と
し
て
は
、
燃
料

用
炭
と
し
て
は
北
海
道
炭
・
撫
順
炭
と
の
競
争
に
は
勝
て
な
い
と
の
思
惑
が
あ
っ

た
（
８９
）
。
し
か
し
陸
軍
を
中
心
に
封
鎖
炭
田
内
に
あ
る
ド
ウ
エ
炭
鉱
の
特
殊
性
（
強
粘

性
で
あ
り
コ
ー
ク
ス
用
に
適
す
る
）
に
注
目
し
、
北
樺
太
石
炭
業
へ
の
進
出
を
目

指
し
オ
ム
ス
ク
政
府
へ
請
願
す
る
動
き
も
存
在
し
た
。
一
九
一
九
年
四
月
五
日
佐

藤
総
領
事
か
ら
内
田
外
務
大
臣
へ
の
書
簡
（
９０
）
で
は
「（
オ
ム
ス
ク
政
府
外
務
大
臣
代

理
の
言
）
サ
ガ
レ
ン
炭
坑
に
関
す
る
三
菱
の
要
求
、
同
炭
鉱
の
価
値
大
な
る
こ
と

は
今
更
申
す
迄
も
な
く
石
炭
の
性
質
は
鋼
鉄
製
造
に
適
す
る
を
以
て
日
本
若
し
く

は
支
那
に
於
け
る
鉄
鋼
と
サ
ガ
レ
ン
炭
坑
を
以
て
鋼
鉄
を
製
造
し
従
来
他
国
よ
り

供
給
を
仰
ぎ
た
る
鋼
鉄
の
自
給
策
を
講
じ
う
べ
く
…
（
佐
藤
の
記
述
）
サ
ガ
レ
ン
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炭
坑
に
関
し
て
は
我
陸
軍
省
に
於
い
て
も
注
目
し
居
る
由
に
て
田
中
少
将
の
ご
と

き
も
同
炭
鉱
に
し
て
英
米
の
手
に
落
つ
る
が
如
き
こ
と
あ
り
て
は
由
々
し
き
大
事

に
し
て
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
陸
軍
側
が
北
樺
太
石
炭
に
興
味
を
示
し
た
事
を
、
軍

と
は
異
な
る
立
場
の
外
務
省
の
外
交
官
が
書
き
残
し
た
点
で
興
味
深
い
。

陸
軍
の
動
き
に
反
し
て
、
調
査
結
果
不
調
等
か
ら
一
九
一
九
年
一
二
月
に
は
三

菱
合
資
―

ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
契
約
は
破
棄
さ
れ
た
。
な
お
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
は
三
菱
合

資
と
の
交
渉
決
裂
後
、
三
菱
合
資
以
前
に
炭
田
を
巡
り
交
渉
し
（
９１
）
ま
た
石
油
に
つ
き

契
約
を
交
わ
し
た
久
原
鉱
業
を
相
手
に
交
渉
を
行
い
（
９２
）
、
さ
ら
に
同
年
八
月
に
は
米

人
技
師
ピ
ュ
ー
リ
ン
ト
ン
と
接
触
す
る
等
の
動
き
を
見
せ
た
（
９３
）
。
主
に
外
国
人
利
権

運
動
へ
の
対
抗
を
背
景
に
、
日
本
は
九
月
二
八
日
の
覚
書
で
三
菱
合
資
に
北
樺
太

石
炭
業
に
当
た
ら
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
以
下
覚
書
を
掲
出
す
る
。

覚
書
（
大
蔵
、
外
務
、
陸
軍
、
海
軍
、
農
商
務
）

薩
哈
嗹
州
油
田
炭
田
に

関
す
る
件
（
９４
）

議
題
第
三
、
北
樺
太
の
炭
田
に
対
し
此
際
帝
国
政
府
の
執
る
べ
き
方
針
如
何
。

協
定
、
露
国
又
は
露
国
以
外
の
資
本
に
よ
り
現
に
適
当
な
る
権
利
の
下
に
実

際
稼
行
中
な
る
か
又
は
権
利
の
所
在
明
ら
か
な
る
鉱
区
に
し
て
新
た

に
事
業
を
開
始
せ
ん
と
す
る
も
の
の
外
、
所
謂
禁
止
区
域
（
封
鎖
炭

田
。
筆
者
註
。）
に
属
す
る
鉱
区
又
は
未
開
鉱
区
等
は
此
際
議
題
第

二
に
対
す
る
協
定
と
同
様
当
分
保
留
し
置
く
を
可
と
す
。（
議
題
第

四
及
協
定
参
照
）

議
題
第
四
、
北
樺
太
炭
田
開
発
に
付
我
事
業
家
指
導
の
方
針
如
何

協
定
、
三
菱
合
資
会
社
は
既
に
ス
タ
ヘ
ー
フ
商
会
と
同
商
会
の
所
有
す
る
鉱

区
其
他
に
付
相
当
な
る
協
約
を
結
び
更
に
大
正
八
年
に
於
い
て
は
同

協
約
に
基
づ
き
亜
港
付
近
一
帯
に
於
け
る
炭
田
価
値
其
他
の
調
査
を

行
ふ
が
独
力
多
大
の
経
費
を
投
じ
た
る
事
実
あ
り
て
実
際
稼
行
の
意

図
あ
る
も
の
と
認
む
る
を
得
る
の
み
な
ら
ず
、
尚
調
査
結
了
の
後
は

之
を
我
が
実
業
家
の
組
合
に
移
し
て
経
営
す
る
の
計
画
並
に
了
解
等

あ
り
…
此
際
同
社
を
し
て
議
題
第
一
に
対
す
る
協
定
の
方
法
に
準
じ

或
鉱
区
の
範
囲
に
於
て
ス
タ
ヘ
ー
フ
商
会
と
機
宣
の
措
置
を
執
ら
し

む
る
如
く
指
導
す
る
こ
と
は
寧
ろ
穏
当
な
る
開
発
方
針
な
り
と
す
べ

し
。

直
前
に
契
約
を
結
ぼ
う
と
し
て
い
た
久
原
鉱
業
で
は
な
く
、
三
菱
合
資
を
北
樺

太
石
炭
業
に
あ
た
ら
せ
た
理
由
と
し
て
は
、
実
業
家
組
合
へ
の
移
行
を
事
前
に
了

承
し
て
い
た
点
が
大
き
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
よ
う
に
実
業
家
組
合
の
形

式
に
移
そ
う
と
し
た
北
樺
太
石
油
業
で
は
、
海
軍
が
久
原
の
抵
抗
に
あ
っ
た
こ
と

は
第
二
章
第
三
節
で
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
保
障
占
領
に
よ
り
北
樺
太
は
軍
政

部
の
施
政
下
に
入
っ
た
が
、
一
九
二
〇
年
八
月
三
一
日
の
鉱
業
取
締
令
に
よ
り
軍

政
部
は
占
領
以
前
の
露
人
の
鉱
区
権
利
を
保
障
し
た
。
こ
れ
は
日
本
人
以
外
の
鉱

区
利
権
を
認
め
な
い
方
針
を
と
る
こ
と
で
露
人
が
外
国
人
と
協
同
し
利
権
獲
得
運

動
を
行
わ
な
い
よ
う
に
調
整
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
に
対
し
て

も
、
日
本
側
は
鉱
業
権
を
保
障
す
る
一
方
、
日
本
人
と
の
共
同
経
営
を
要
求
し
た
。

共
同
開
発
へ
向
け
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
と
三
菱
合
資
は
交
渉
を
再
開
さ
せ
て
い
た
が
、

資
金
面
の
問
題
な
ど
か
ら
交
渉
は
順
調
に
は
進
ん
で
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
商
会
支
配
人
の
カ
ー
ジ
ン
が
一
九
二
〇
年
一
〇
月
に
来
日
、
二
一

日
に
は
田
中
義
一
陸
軍
大
臣
と
の
会
談
を
持
っ
た
。
会
談
で
は
田
中
が
「
日
本
と

協
同
し
て
事
業
を
経
営
せ
ら
る
る
に
於
い
て
は
貴
商
会
の
権
利
を
認
む
る
の
み
な

ら
ず
其
事
業
は
之
を
保
護
す
る
考
え
」
を
伝
え
る
一
方
、
カ
ー
ジ
ン
は
「
石
炭
に

関
し
て
は
三
菱
と
交
渉
せ
る
も
今
日
迄
協
定
成
立
せ
ず
本
件
に
関
し
ご
配
慮
」
を

要
請
し
た
（
９５
）
。
カ
ー
ジ
ン
は
内
田
外
相
と
も
同
年
一
一
月
一
六
日
に
会
談
を
持
っ
た
。

会
談
で
は
カ
ー
ジ
ン
が
「
三
菱
の
頑
強
な
る
態
度
に
よ
り
石
炭
の
談
判
は
不
調
に
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終
わ
ら
ん
と
す
」
と
三
菱
合
資
側
の
強
硬
な
る
姿
勢
を
非
難
し
、
内
田
は
「
三
菱

と
炭
田
に
関
す
る
交
渉
が
結
了
せ
ざ
る
は
遺
憾
な
り
」
と
し
た
が
、
お
互
い
の
妥

協
の
余
地
を
考
え
な
が
ら
交
渉
を
続
け
る
よ
う
に
と
語
っ
た
。
カ
ー
ジ
ン
は
「
三

菱
と
の
談
判
は
未
だ
破
綻
と
迄
は
行
き
詰
ま
り
居
ら
ざ
る
」
と
語
り
、
引
き
続
き

交
渉
を
続
け
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
（
９６
）
。
こ
う
し
た
情
勢
を
踏
ま
え
、
同
年
一
一
月

一
八
日
に
は
海
相
陸
相
外
相
農
商
務
省
の
間
で
覚
書
が
定
め
ら
れ
、「
此
の
際
国

と
し
て
右
石
炭
（
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
鉱
区
炭
田
の
こ
と
。
筆
者
註
。）
に
対
す
る
権

利
を
我
に
保
留
す
る
を
可
と
す
る
や
否
や
…
由
来
本
問
題
に
つ
き
て
は
英
米
資
本

家
の
運
動
も
少
な
か
ら
ず
可
成
早
く
決
定
す
る
を
可
と
す
」
と
記
載
さ
れ
た
（
９７
）
。
外

国
人
利
権
獲
得
運
動
も
あ
り
、
速
や
か
に
三
菱
合
資
―

ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
契
約
成
立

を
望
む
政
府
の
意
向
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
な
政
府
の
方
針
も
あ
っ
て
か
、
同
年

一
二
月
一
日
に
は
三
菱
合
資
―

ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
の
間
で
契
約
が
合
意
さ
れ
、
三
〇

日
に
は
共
同
契
約
が
調
印
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
政
府
、
特
に
陸
軍
は
三
菱
合
資
を
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
と
の
共
同
契

約
へ
導
こ
う
と
し
た
様
子
が
窺
え
る
が
、
そ
れ
で
は
政
府
と
三
菱
合
資
の
関
係
は

如
何
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
両
者
の
関
係
を
探
る
た
め
封
鎖
炭
田
の
一

つ
の
ド
ウ
エ
を
三
菱
合
資
が
得
る
プ
ロ
セ
ス
を
追
い
た
い
。

既
に
掲
出
し
た
一
九
二
〇
年
九
月
二
八
日
覚
書
議
題
第
三
に
よ
り
、
ス
タ
ヘ
ー

エ
フ
鉱
区
に
関
し
て
は
三
菱
合
資
の
優
先
、
封
鎖
炭
田
は
保
留
と
の
方
針
が
決

ま
っ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
翌
日
に
は
三
菱
合
資
本
社
か
ら
ド
ウ
エ
炭
坑
採
掘

請
負
許
可
願
書
を
差
出
す
べ
き
旨
訓
電
が
発
さ
れ
て
い
る
（
９８
）
。
同
年
一
〇
月
以
降
の

「
岸
科
日
誌
」
に
は
、
一
〇
月
二
日
に
艦
政
局
か
ら
岸
科
へ
陸
軍
は
三
菱
合
資
に

ド
ウ
エ
炭
鉱
開
発
を
許
可
す
る
様
だ
と
の
電
報
（
９９
）
が
あ
り
、
四
日
に
は
岸
科
か
ら
艦

政
局
へ
陸
軍
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
フ
ス
ク
炭
鉱
の
島
田
商
会
請
負
以
上
は
手
を
つ

け
な
い
と
声
明
し
た
と
の
電
報
（
１００
）

が
送
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
一
月
二
日
に
は

岸
科
か
ら
海
軍
次
官
へ
権
利
争
奪
防
止
の
為
陸
軍
は
封
鎖
鉱
区
は
三
菱
合
資
に
権

利
を
与
え
る
よ
う
だ
と
の
電
報
（
１０１
）
が
送
ら
れ
る
。
四
日
に
は
岸
科
は
海
軍
次
官
へ

「
軍
は
三
菱
を
傀
儡
と
し
優
先
権
を
得
ん
と
す
る
企
図
を
有
す
る
に
非
ず
や
と
も

（
岸
科
は
。
筆
者
註
。）
邪
推
」
し
海
軍
の
炭
田
に
関
す
る
方
針
の
早
期
決
定
を
要

求
し
て
い
た
（
１０２
）
。
し
か
し
海
軍
側
と
し
て
は
岸
科
へ
明
確
な
返
信
を
行
う
こ
と
は
な

く
、
結
局
一
二
月
六
日
に
北
樺
太
石
炭
採
掘
及
び
販
売
請
負
契
約
（
含
む
軍
政
部

長
と
の
覚
書
（
１０３
）
）
が
取
り
交
わ
さ
れ
た
。
岸
科
と
し
て
は
、
保
留
さ
れ
る
は
ず
の
炭

田
が
三
菱
合
資
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
強
い
警
戒
心
を
持
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
北
樺
太
炭
田
は
七
月
一
六
日
の
覚
書
で
海
軍
の
主
掌
に
な
っ
た
の
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
薩
哈
嗹
州
派
遣
軍
が
中
心
に
な
っ
て
方
針
を
決
め
て
い
る
よ
う

に
も
見
え
る
。
同
時
期
に
は
三
菱
合
資
―

ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
交
渉
が
難
航
し
て
お
り
、

外
国
人
利
権
獲
得
運
動
に
対
抗
さ
せ
る
た
め
に
炭
田
は
三
菱
合
資
を
中
心
と
す
る

こ
と
に
決
定
し
た
い
と
の
陸
軍
の
方
針
が
窺
え
る
。
陸
軍
と
し
て
は
、
ド
ウ
エ
の

開
発
を
求
め
て
い
た
三
菱
合
資
に
ド
ウ
エ
を
与
え
、
三
菱
合
資
―

ス
タ
ヘ
ー
エ
フ

契
約
を
締
結
さ
せ
よ
う
と
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
岸
科
と
し
て
も
、
一
九
二
一
年

一
月
に
は
「
聞
く
処
に
依
れ
ば
三
菱
は
目
下
浦
塩
に
於
い
て
英
国
人
が
右
炭
田
権

利
獲
得
運
動
中
な
る
に
対
し
極
力
在
浦
塩
山
内
を
し
て
対
抗
運
動
を
為
さ
し
め
つ

つ
あ
り
…
寧
ろ
右
封
鎖
炭
田
全
部
の
権
利
を
官
と
或
協
約
の
下
に
三
菱
に
下
付
す

る
こ
と
将
来
外
国
人
側
の
権
利
獲
得
運
動
に
対
し
好
都
合
な
る
べ
し
（
１０４
）
」
と
し
て
お

り
、
当
面
は
三
菱
合
資
を
中
心
と
し
北
樺
太
石
炭
業
に
取
り
組
む
こ
と
に
は
同
意

の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
北
樺
太
石
炭
業
に
関
し
て
は
、
海
軍
で
は
な
く
陸
軍
が
中
心
と

な
っ
て
三
菱
合
資
を
指
導
し
て
い
る
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。
海
軍
と
し
て
は
、
外

国
人
利
権
獲
得
運
動
に
対
抗
す
る
た
め
、
当
面
は
石
炭
業
は
陸
軍
に
任
せ
、
海
軍

は
石
油
業
に
専
念
す
る
こ
と
に
し
た
。
薩
哈
嗹
州
派
遣
軍
の
主
導
権
を
う
か
が
わ
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せ
る
も
の
と
し
て
は
一
九
二
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
に
軍
政
部
長
津
野
一
輔
が
著
し
、

薩
軍
司
令
官
児
島
か
ら
陸
相
田
中
へ
送
ら
れ
た
、「
薩
哈
嗹
占
領
地
経
営
に
関
す

る
意
見
の
件
（
１０５
）
」
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
北
樺
太
の
炭
田
は
須
ら
く
鉱
利
を
損
せ

さ
る
確
実
な
る
経
営
の
下
に
立
脚
す
る
必
要
あ
り
。
之
か
為
に
は
速
や
か
に
禁
止

区
域
を
開
放
し
、
政
府
現
在
の
方
針
た
る
三
菱
の
如
き
確
実
な
る
会
社
を
し
て
整

然
と
し
て
鉱
利
を
損
せ
さ
る
如
く
経
営
す
る
を
要
す
。」
と
あ
り
、
三
菱
合
資
を

中
心
と
す
る
方
針
を
訴
え
て
い
る
。

第
二
節

北
樺
太
炭
田
に
対
す
る
海
軍
の
評
価

第
一
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
石
炭
業
に
対
し
て
は
陸
軍
が
三
菱
合
資
を
中
心

と
し
て
指
導
し
て
い
る
。
現
場
の
岸
科
は
北
樺
太
炭
田
も
海
軍
に
必
要
だ
と
主
張

し
た
（
１０６
）
が
、
軍
需
局
等
海
軍
中
枢
部
は
北
樺
太
石
炭
業
へ
の
参
入
に
極
め
て
消
極
的

で
あ
っ
た
。
当
時
の
海
軍
を
取
り
巻
く
状
況
と
し
て
は
、
一
九
一
五
年
よ
り
海
軍

採
炭
所
の
縮
小
要
求
を
受
け
て
お
り
（
１０７
）
、
ま
た
艦
用
燃
料
は
石
炭
か
ら
練
炭
（
無
煙

炭
）、
石
油
へ
と
変
遷
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
か
ら
、
海
軍
内
に
於
い
て

石
炭
の
需
要
は
減
少
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
北
樺
太
石
炭
業
に
関
し
て
も
、
海

軍
は
い
く
つ
か
の
評
価
を
残
し
て
い
る
の
で
確
認
し
た
い
。
一
九
二
三
年
四
月

「
北
樺
太
油
田
炭
田
評
価
（
１０８
）
」、
一
二
月
「
北
樺
太
視
察
中
油
田
炭
田
ノ
現
況
（
１０９
）
」
で
は
、

北
樺
太
炭
田
の
評
価
は
著
し
く
低
い
。
低
評
価
の
理
由
と
し
て
は
、
両
者
と
も
�

本
邦
石
炭
と
同
質
で
あ
る
、
�
運
輸
の
困
難
性
、
�
内
地
・
台
湾
・
南
樺
太
石
炭

で
需
要
を
満
た
す
、
�
満
州
炭
・
支
那
炭
・
南
洋
炭
の
開
発
・
輸
入
の
可
能
性
を

指
摘
し
、
開
発
の
非
経
済
性
を
強
調
し
た
。
一
九
二
七
年
の
軍
需
局
作
成
資
料
に

よ
れ
ば
「
海
軍
は
大
正
十
年
度
調
査
隊
を
派
し
て
同
炭
田
の
調
査
に
先
鞭
を
付
け

た
る
も
、
海
軍
の
本
来
の
要
望
は
油
田
の
開
発
に
あ
る
の
み
な
ら
ず
同
地
石
炭
が

海
軍
用
と
し
て
特
に
重
要
な
ら
ず
、
旁
々
陸
軍
占
領
軍
と
の
関
係
も
あ
り
た
る
結

果
爾
後
の
開
発
に
は
直
接
関
与
す
る
こ
と
少
な
か
り
き
。」
と
あ
り
（
１１０
）
、
海
軍
の
北

樺
太
炭
田
軽
視
姿
勢
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
一
九
二
一
年
七
月
一
日
・
翌

年
四
月
二
八
日
に
は
「
海
軍
に
土
威
炭
供
給
請
負
契
約
」
が
な
さ
れ
（
１１１
）
、
海
軍
が
北

樺
太
炭
田
を
燃
料
用
炭
と
見
て
い
た
事
が
分
か
る
。

北
樺
太
石
炭
は
軍
燃
料
廠
に
持
ち
込
ま
れ
る
ほ
か
、
三
菱
鉄
業
・
八
幡
製
鉄
が

中
心
と
な
り
一
九
二
二
年
よ
り
製
鉄
用
の
最
良
の
コ
ー
ク
ス
原
炭
と
し
て
輸
入
さ

れ
た
。
良
質
の
コ
ー
ク
ス
を
産
む
強
粘
結
炭
は
単
品
と
し
て
は
当
時
他
に
長
崎
県

の
北
松
浦
炭
し
か
な
い
（
１１２
）
。
海
軍
と
し
て
は
、
製
鉄
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
コ
ー
ク
ス

用
炭
は
必
要
な
か
っ
た
。
海
軍
に
は
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
北
樺
太
石

炭
は
民
間
企
業
の
需
要
を
満
た
し
た
。
コ
ー
ク
ス
、
ボ
イ
ラ
ー
に
適
す
ド
ウ
エ
炭

の
特
殊
性
は
一
九
二
二
年
（
１１３
）
ま
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
製
鉄
業
自

体
も
大
戦
後
に
不
況
に
見
舞
わ
れ
、
ま
た
ワ
シ
ン
ト
ン
軍
縮
協
定
以
後
造
船
業
が

沈
滞
す
る
と
、
製
鉄
業
も
さ
ら
な
る
不
況
に
見
舞
わ
れ
た
。

第
三
節

薩
哈
嗹
企
業
組
合
の
結
成

第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
政
府
は
三
菱
合
資
を
中
心
と
し
て
北
樺
太
石

炭
業
に
あ
た
ら
せ
た
。
北
樺
太
石
炭
業
に
は
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
鉱
区
と
封
鎖
炭
田
の

二
種
類
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
両
者
は
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

前
者
、
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
鉱
区
は
、
次
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
る
。
一
九
二
二
年

に
三
菱
合
資
と
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
は
、
両
者
が
組
合
を
結
成
し
た
北
樺
太
炭
業
組
合

に
利
権
を
引
き
継
ぐ
。
そ
の
上
で
、
三
菱
合
資
側
は
薩
哈
嗹
企
業
組
合
を
結
成
し
、

三
菱
合
資
側
の
利
権
を
全
て
薩
哈
嗹
企
業
組
合
に
引
き
渡
し
た
。
薩
哈
嗹
企
業
組

合
（
資
本
金
五
〇
〇
万
円
）
は
、
以
下
の
各
社
が
参
加
し
た
。

渋
沢
同
族

五
万
円

浅
野
同
族

二
五
万
円

住
友
合
資

二
五
万
円

83



大
倉
組

一
二
五
万
円

三
井
鉱
山

一
二
五
万
円

三
菱
合
資

一
九
五

万
円

後
者
、
封
鎖
炭
田
は
、
三
菱
合
資
の
権
利
は
全
て
薩
哈
嗹
企
業
組
合
に
ひ
き
つ

が
れ
た
。

薩
哈
嗹
企
業
組
合
の
結
成
は
も
と
も
と
の
政
府
方
針
だ
っ
た
が
（
１１４
）
、
久
原
鉱
業
が

北
辰
会
へ
の
利
権
供
与
の
際
抵
抗
を
示
し
た
事
例
と
異
な
り
三
菱
合
資
側
が
積
極

的
に
組
合
化
を
推
進
し
た
背
景
に
は
、
三
菱
合
資
側
の
北
樺
太
石
炭
業
に
対
す
る

不
安
が
あ
る
。
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
鉱
区
に
つ
い
て
は
、
北
樺
太
炭
業
組
合
（
英
名T
he

N
orth

Saghalin
C
oal
M
ine
Syndicate

、
北
薩
哈
嗹
採
炭
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
と

も
称
し
た
。）
は
、
一
九
二
一
年
三
月
二
六
日
に
三
菱
、
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
で
契
約
、

北
樺
太
に
て
共
同
企
業
を
執
行
す
る
こ
と
と
し
た
（
１１５
）
。
具
体
的
な
取
り
決
め
等
は

「
東
京
に
お
け
る
北
薩
哈
嗹
採
炭
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
本
部
会
議
（
１１６
）
」
で
決
め
ら
れ
た
模

様
で
あ
る
。
第
五
回
会
議
（
一
九
二
一
年
六
月
一
八
日
）
に
は
株
式
会
社
設
立
に

つ
い
て
や
り
と
り
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
の
資
金
繰
り
が
厳
し

い
こ
と
か
ら
株
式
会
社
設
立
が
厳
し
い
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。
資
金
繰
り
を

巡
る
問
題
は
三
菱
合
資
―

ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
交
渉
で
も
た
び
た
び
取
り
上
げ
ら
れ
て

お
り
（
１１７
）
、
北
樺
太
石
炭
業
経
営
に
つ
い
て
の
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
事
が
窺
え

る
。
一
方
、
封
鎖
炭
田
に
つ
い
て
も
問
題
が
発
生
し
た
。
契
約
の
法
的
根
拠
の
問

題
性
が
浮
上
し
た
の
で
あ
る
。『
三
菱
社
誌
』
に
は
、「
薩
哈
嗹
派
遣
軍
軍
政
部
長

対
我
社
石
炭
採
掘
及
び
販
売
請
負
契
約
第
十
二
条
に
よ
る
軍
の
賠
償
義
務
に
つ
い

て
は
…
該
契
約
は
帝
国
議
会
の
協
賛
を
要
す
る
と
の
憲
法
規
定
に
悖
り
政
府
と
い

え
ど
も
議
会
の
協
賛
を
経
べ
き
性
質
の
も
の
に
し
て
陸
軍
一
部
の
機
能
に
て
為
し

が
た
き
性
質
の
も
の
な
り
と
の
大
蔵
大
臣
の
意
見
な
れ
ば
…
北
樺
太
の
投
資
は
で

き
る
丈
抑
制
を
加
ふ
る
こ
と
肝
要
な
る
べ
し
と
木
村
総
理
事
よ
り
奥
村
査
業
課
長

に
注
意
あ
り
（
１１８
）

」
と
の
記
述
が
あ
り
、
契
約
上
の
問
題
か
ら
北
樺
太
に
対
す
る
投
資

は
抑
制
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら
を
背
景
に
、
三
菱
合
資
は
薩
哈
嗹
企
業
組
合
結
成
に
際
し
積
極
的
に
他

企
業
を
勧
誘
す
る
。
一
九
二
一
年
一
二
月
一
三
日
に
第
三
回
北
樺
太
企
業
組
合
相

談
会
が
あ
り
、
資
金
等
の
決
定
が
な
さ
れ
た
が
（
１１９
）
、
二
一
日
に
は
住
友
合
資
を
勧
誘

し
て
い
る
（
１２０
）
。
そ
の
後
、
二
七
日
に
は
薩
哈
嗹
企
業
組
合
組
織
の
件
（
１２１
）
が
決
め
ら
れ
、

組
合
組
織
に
つ
き
合
意
が
な
さ
れ
た
。

な
お
、
三
菱
合
資
と
薩
哈
嗹
企
業
組
合
の
契
約
（
１２２
）
で
は
、
今
ま
で
に
要
し
た
調
査

費
等
は
す
べ
て
薩
哈
嗹
企
業
組
合
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
調
査

費
負
担
契
約
は
久
原
鉱
業
と
北
辰
会
の
契
約
に
も
含
ま
れ
た
（
１２３
）
が
、
久
原
鉱
業
が
調

査
を
殆
ど
行
え
ず
営
業
利
益
等
を
出
せ
な
か
っ
た
の
に
比
べ
、
三
菱
合
資
は
封
鎖

炭
田
請
負
契
約
を
陸
海
軍
と
も
に
結
び
、
実
際
に
納
入
す
る
こ
と
で
利
益
を
産
出

で
き
た
。
三
菱
合
資
は
、
利
益
を
得
る
た
め
に
投
資
し
た
費
用
を
薩
哈
嗹
企
業
組

合
結
成
に
よ
り
、
組
合
に
費
用
を
負
担
さ
せ
る
形
で
回
収
す
る
、
三
菱
合
資
に

と
っ
て
好
条
件
で
薩
哈
嗹
企
業
組
合
を
結
成
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

第
四
節

小
括

本
章
で
は
、
保
障
占
領
期
の
北
樺
太
石
炭
業
と
し
て
、
具
体
的
に
は
三
菱
合
資

の
北
樺
太
進
出
と
薩
哈
嗹
企
業
組
合
の
結
成
に
至
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
概
観
・

考
察
し
た
。
三
菱
合
資
は
北
樺
太
石
炭
業
に
進
出
す
る
に
あ
た
り
、
ス
タ
ヘ
ー
エ

フ
と
の
共
同
開
発
の
形
を
取
っ
た
が
調
査
の
結
果
北
樺
太
炭
田
は
当
初
の
見
込
み

通
り
に
は
成
果
が
出
な
い
こ
と
が
分
か
り
、
撤
退
を
考
え
た
。
し
か
し
、
北
樺
太

炭
田
で
産
す
る
石
炭
は
コ
ー
ク
ス
用
と
し
て
有
用
で
あ
り
、
陸
軍
は
北
樺
太
炭
田

に
注
目
し
て
い
た
。
三
菱
合
資
と
の
交
渉
が
決
裂
し
、
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
が
外
国
人

利
権
活
動
家
や
久
原
鉱
業
等
と
接
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
政
府
は
閣
議
決
定
を
行

い
北
樺
太
石
炭
業
に
つ
い
て
は
三
菱
合
資
に
あ
た
ら
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
三
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菱
合
資
を
中
心
に
据
え
た
背
景
に
は
、
久
原
鉱
業
と
異
な
り
実
業
家
組
合
へ
の
移

行
を
事
前
に
了
承
し
て
い
た
点
が
大
き
か
っ
た
。
三
菱
合
資
と
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
の

交
渉
は
難
航
し
な
が
ら
も
、
政
府
の
督
励
も
あ
り
契
約
締
結
と
な
る
が
、
そ
れ
で

は
政
府
と
三
菱
合
資
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
三
菱
合
資
は

本
来
封
鎖
さ
れ
与
え
ら
れ
な
い
は
ず
の
封
鎖
炭
田
の
一
つ
で
あ
る
ド
ウ
エ
を
陸
軍

よ
り
与
え
ら
れ
た
が
、
こ
の
背
景
に
は
ド
ウ
エ
の
開
発
を
求
め
て
い
た
三
菱
合
資

に
ド
ウ
エ
を
与
え
る
こ
と
で
、
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
と
の
契
約
へ
む
け
前
進
さ
せ
よ
う

と
し
た
陸
軍
の
思
惑
が
窺
え
る
。
ま
た
、
本
来
炭
田
に
つ
い
て
は
海
軍
が
主
掌
で

あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
炭
田
に
つ
い
て
は
実
際
は
陸
軍
が
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
。

コ
ー
ク
ス
炭
と
し
て
の
価
値
を
北
樺
太
石
炭
に
見
出
し
た
陸
軍
に
対
し
、
海
軍
は

同
石
炭
を
燃
料
用
炭
と
み
な
し
低
評
価
を
与
え
て
い
た
。

三
菱
合
資
と
し
て
は
、
�
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
資
金
繰
り
問
題
、
�
契
約
法
的
根
拠

の
問
題
性
か
ら
北
樺
太
石
炭
業
の
積
極
的
推
進
を
避
け
て
い
た
。
も
と
も
と
企
業

組
合
へ
の
移
行
は
承
認
し
て
い
た
が
、
三
菱
合
資
自
ら
住
友
合
資
を
勧
誘
す
る
等
、

久
原
鉱
業
と
異
な
り
積
極
的
な
他
企
業
勧
誘
を
行
う
背
景
に
は
次
の
理
由
が
考
え

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
既
に
陸
海
軍
請
負
等
で
利
益
を
あ
げ
た
北
樺
太
石
炭
業
へ

の
開
発
に
つ
き
必
要
で
あ
っ
た
経
費
を
薩
哈
嗹
企
業
組
合
に
請
け
負
わ
せ
る
こ
と

で
、
利
益
を
生
み
な
が
ら
も
今
ま
で
の
投
資
分
を
回
収
し
、
ま
た
今
後
の
リ
ス
ク

あ
る
活
動
を
他
企
業
と
組
合
形
式
を
組
む
こ
と
で
分
散
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
資
源
獲
得
運
動
で
の
企
業
や
軍
の
動
き
を
、
大
正
期
の
北
樺
太
を

事
例
に
考
察
し
た
。
考
察
に
当
た
っ
て
は
、
資
源
獲
得
運
動
に
関
わ
る
先
行
研
究

が
制
度
整
備
に
集
中
し
て
い
る
事
を
踏
ま
え
、
資
源
獲
得
の
実
行
主
体
と
な
っ
た

企
業
・
軍
の
動
向
を
中
心
に
、
外
交
的
に
は
外
国
か
ら
の
影
響
を
受
け
に
く
い
時

期
で
あ
り
、
ま
た
大
財
閥
の
三
菱
合
資
と
二
流
財
閥
の
久
原
鉱
業
と
い
う
異
な
る

特
色
を
持
つ
会
社
が
利
権
獲
得
に
動
こ
う
と
し
て
い
た
、
企
業
や
軍
の
動
き
を
考

察
す
る
に
は
適
し
た
存
在
で
あ
っ
た
、
実
質
的
に
唯
一
の
外
地
油
田
利
権
獲
得
例

で
も
あ
る
大
正
期
北
樺
太
石
油
石
炭
業
を
対
象
に
考
察
し
た
。

企
業
・
軍
の
動
向
を
考
察
す
る
と
、
両
者
の
間
に
は
�
藤
と
共
に
お
互
い
を
利

用
し
よ
う
と
し
て
い
た
状
況
が
窺
え
る
。
以
下
、
軍
の
企
業
利
用
、
企
業
の
軍
利

用
の
動
向
を
考
察
す
る
。

ま
ず
軍
の
企
業
利
用
に
つ
い
て
で
あ
る
。
石
油
と
石
炭
に
つ
い
て
、
海
軍
の
注

力
の
仕
方
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
石
油
に
つ
い
て
は
、
海
軍
が
中
心
と
な
り
、

企
業
を
統
率
し
調
査
活
動
を
行
わ
せ
て
い
る
。
背
景
と
し
て
は
、
細
谷
が
主
張
す

る
よ
う
に
（
１２４
）
既
成
事
実
の
積
み
重
ね
を
狙
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
実
態

は
北
辰
会
に
対
し
予
算
関
係
を
強
く
握
り
、
ま
た
軍
令
部
職
員
を
重
役
会
議
に
参

加
さ
せ
た
り
削
井
方
式
に
介
入
す
る
等
強
硬
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
資
源
利

権
獲
得
の
環
境
を
整
備
す
る
た
め
海
軍
は
外
国
人
利
権
獲
得
運
動
に
対
応
し
て
企

業
団
を
自
ら
指
揮
・
監
督
し
て
排
除
を
行
っ
た
。
軍
需
局
長
中
里
重
次
は
「
石
油

は
現
時
軍
事
上
に
於
い
て
も
産
業
上
に
於
い
て
も
そ
の
死
命
を
左
右
す
と
称
せ
ら

る
程
…
唯
だ
我
が
邦
が
石
油
の
天
啓
を
享
く
る
こ
と
甚
だ
薄
く
…
北
樺
太
油
田
は

帝
国
自
給
圏
に
在
る
唯
一
の
油
田
利
権
な
り
と
謂
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
（
１２５
）
」
と
し
、
外

国
人
利
権
獲
得
運
動
を
警
戒
し
て
い
る
。
海
軍
は
開
発
主
体
で
あ
る
企
業
の
調
停

者
と
し
て
、
企
業
を
取
り
ま
と
め
、
ま
た
監
視
を
し
な
が
ら
外
国
人
利
権
獲
得
運

動
に
も
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
た
状
況
が
わ
か
る
。
一
方
石
炭
に
つ
い
て
は
、
海

軍
の
主
掌
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
主
導
的
に
は
動
い
て
お
ら
ず
、
陸
軍
が
む
し
ろ
中

心
に
な
っ
て
い
る
。
第
五
四
回
議
会
資
料
に
は
「
海
軍
本
来
の
要
望
は
油
田
の
開
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発
に
あ
る
の
み
な
ら
ず
同
地
石
炭
が
海
軍
用
と
し
て
特
に
重
要
な
ら
ず
旁
々
陸
軍

占
領
軍
と
の
関
係
も
あ
り
た
る
結
果
爾
後
の
開
発
に
は
直
接
関
与
す
る
こ
と
少
な

か
り
き
（
１２６
）
」
と
あ
り
、
海
軍
の
主
目
標
は
石
炭
で
は
な
く
石
油
で
あ
る
こ
と
や
、
北

樺
太
で
産
す
る
強
粘
石
炭
は
製
鉄
を
行
わ
な
い
海
軍
に
は
重
要
で
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
海
軍
が
北
樺
太
石
炭
業
に
積
極
的
に
介
入
し
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ

の
よ
う
な
背
景
も
あ
り
、
陸
軍
が
三
菱
合
資
に
優
先
権
を
与
え
る
一
方
海
軍
は
そ

れ
を
傍
観
し
た
。
ま
た
、
海
軍
が
渇
望
し
た
石
油
利
権
に
関
し
て
は
、
海
軍
は
企

業
に
対
し
企
業
を
監
督
し
調
整
す
る
調
停
者
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
分

か
っ
た
。
資
源
利
権
獲
得
に
際
し
て
実
行
主
体
で
あ
る
企
業
が
最
適
な
行
動
を
と

る
よ
う
外
国
人
利
権
獲
得
運
動
へ
の
対
応
等
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
。

一
方
、
企
業
の
軍
利
用
に
つ
い
て
は
、
久
原
鉱
業
と
三
菱
合
資
の
間
に
大
き
な

差
異
が
見
ら
れ
る
。
久
原
鉱
業
は
、
一
民
間
人
、
桜
井
彦
一
郎
の
活
動
に
投
資
す

る
形
で
利
権
獲
得
運
動
へ
参
入
し
た
。
背
景
に
は
、
企
業
と
し
て
の
外
地
進
出
方

針
が
あ
っ
た
。
第
一
章
第
二
節
で
考
察
し
た
通
り
、
当
時
の
経
済
状
況
は
靎
見
・

武
田
の
指
摘
す
る
よ
う
に
内
部
資
本
市
場
に
よ
り
大
規
模
な
拡
大
を
抑
制
さ
れ
た

大
財
閥
と
証
券
市
場
を
足
掛
か
り
と
し
て
急
激
な
拡
大
を
目
指
し
た
「
非
支
配
的

な
二
・
三
流
の
投
機
的
冒
険
的
資
本
家
群＝

大
戦
期
『
新
興
』
財
閥
」
と
い
う
見

方
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
久
原
鉱
業
は
積
極
的
拡
大
を
目
指
し
、
日
本
石

油
が
断
っ
た
北
樺
太
石
油
業
へ
の
参
入
を
決
め
た
。
外
地
石
油
へ
の
参
入
と
い
う

点
で
は
先
見
の
明
が
あ
っ
た
と
も
い
え
る
が
、
投
資
方
針
の
ブ
レ
や
そ
れ
に
よ
る

社
内
の
意
見
の
調
整
難
航
に
よ
り
、
不
本
意
な
段
階
的
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

ま
た
、
久
原
鉱
業
の
北
樺
太
石
油
業
参
入
に
は
北
樺
太
石
油
業
推
進
派
で
あ
る
大

隈
信
常
ら
の
息
の
か
か
っ
た
田
辺
が
お
り
、
一
般
に
語
ら
れ
る
よ
う
な
同
じ
長
州

の
出
身
で
あ
る
久
原
房
之
助
と
田
中
義
一
の
関
係
（
１２７
）
や
南
洋
航
路
に
関
す
る
田
健
治

郎
と
田
辺
・
林
の
関
係
（
１２８
）

な
ど
も
含
め
て
、
そ
う
し
た
個
人
的
な
関
係
が
企
業
の
方

針
を
決
め
る
重
要
な
側
面
を
占
め
て
い
た
事
も
特
徴
的
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
久
原
鉱
業
の
参
入
に
尽
力
し
た
の
は
大
隈
重
信
・
信
常
ら
政

治
家
と
本
野
一
郎
駐
露
大
使
ら
外
交
官
で
あ
り
、
海
軍
と
し
て
は
利
権
獲
得
に
於

い
て
石
油
業
で
は
新
興
の
久
原
鉱
業
を
参
入
さ
せ
る
魂
胆
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た

め
、
海
軍
と
し
て
は
リ
ス
ク
の
高
い
最
初
の
部
分
（
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
と
の
契
約
、

最
初
の
試
掘
作
業
・
調
査
）
を
久
原
鉱
業
に
請
け
負
わ
せ
る
こ
と
で
、「
北
樺
太

は
遠
隔
極
寒
無
人
の
郷
に
し
て
、
殆
ん
ど
問
題
と
な
ら
ず
。
而
も
、
石
油
は
内
地

に
於
て
採
掘
す
べ
き
余
地
尚
大
い
に
存
す
る
を
以
て
、
何
を
苦
し
ん
で
か
北
樺
太

に
入
る
を
要
せ
ん
や
（
１２９
）
。」
と
い
う
日
本
石
油
ら
既
存
の
石
油
大
手
企
業
の
見
解
を

打
破
し
、
北
樺
太
石
油
業
に
彼
ら
を
参
入
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
い
た
。

久
原
鉱
業
と
し
て
は
、
試
掘
作
業
と
言
う
費
用
が
か
か
り
リ
ス
ク
の
大
き
い
投
資

期
を
支
え
た
こ
と
も
あ
り
組
合
結
成
に
抵
抗
す
る
の
は
第
二
章
第
三
節
で
述
べ
た

と
お
り
で
あ
る
が
、
一
方
で
最
初
に
北
樺
太
石
油
業
に
参
入
し
た
こ
と
で
、
三
菱

合
資
と
並
ん
で
組
合
内
に
於
い
て
四
分
の
一
の
勢
力
と
云
う
最
大
勢
力
を
手
に
入

れ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
海
軍
と
の
関
係
で
は
、
石
油
に
関
し
て
新
興
企
業
と
言

う
こ
と
も
あ
り
信
頼
の
低
さ
が
伺
え
る
が
、
久
原
鉱
業
側
と
し
て
は
い
ち
早
く
北

樺
太
石
油
業
に
参
入
す
る
こ
と
で
あ
る
程
度
の
勢
力
を
確
保
す
る
こ
と
に
成
功
し

た
。
拡
大
を
目
指
す
久
原
鉱
業
と
し
て
は
、
先
手
を
取
る
こ
と
で
優
位
な
勢
力
を

確
保
で
き
た
こ
と
は
あ
る
程
度
満
足
の
い
く
結
果
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
三
菱
合
資
は
久
原
鉱
業
と
異
な
り
企
業
単
位
で
の
綿
密
な
る
計
画
の
下

に
北
海
道
、
南
樺
太
と
段
階
的
な
進
出
を
遂
げ
て
い
る
。
北
樺
太
石
炭
業
に
於
い

て
も
、
三
菱
合
資
は
基
本
的
に
主
掌
的
立
場
を
保
ち
続
け
る
。
陸
海
軍
の
信
頼
も

厚
く
、
本
来
は
解
放
さ
れ
な
い
は
ず
の
封
鎖
炭
田
を
い
ち
早
く
獲
得
し
、
陸
海
軍

へ
の
石
炭
納
入
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
三
菱
合
資
が
先
導
し
続
け
た
北
樺
太
石
炭

開
発
で
あ
る
が
、
事
前
に
実
業
家
組
合
の
結
成
を
認
め
る
こ
と
で
政
府
の
信
頼
を
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得
、
ま
た
北
樺
太
石
炭
業
が
リ
ス
ク
的
と
見
ら
れ
る
や
否
や
む
し
ろ
積
極
的
に
薩

哈
嗹
企
業
組
合
を
結
成
し
今
ま
で
に
か
か
っ
た
費
用
を
回
収
す
る
な
ど
、
経
営
姿

勢
に
は
リ
ス
ク
回
避
的
な
部
分
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
他
企
業
の
組
合
参
加
に

抵
抗
し
た
久
原
鉱
業
と
は
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
靎
見
・
武
田

の
指
摘
す
る
よ
う
な
財
閥
論
に
整
合
的
で
あ
る
。
久
原
鉱
業
と
三
菱
合
資
は
、
ど

ち
ら
も
最
初
に
北
樺
太
石
油
業
・
石
炭
業
に
参
入
す
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
の
権

益
を
確
保
す
る
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
的
な
側
面
が
見
て
取
れ
る
。
し
か
し
、
先
陣
を

切
る
だ
け
で
は
勢
力
を
確
保
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
こ
に
は
国
・
軍
か
ら
の
強

い
信
頼
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
「
名
声
」
的
な
部
分
で
は
、
政
治

家
・
実
業
家
の
個
人
的
な
関
係
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
ま
た
企
業
連
合
組
合
化

に
抵
抗
し
た
久
原
鉱
業
は
軍
か
ら
の
信
頼
を
得
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
一
方
三
菱

合
資
は
、
長
年
の
石
炭
業
の
実
績
や
三
菱
合
資
全
体
で
の
活
動
、
組
合
化
賛
同
等

か
ら
国
・
軍
の
信
頼
を
得
た
。
久
原
鉱
業
の
よ
う
に
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
的
な
立
場

に
立
つ
こ
と
で
軍
を
利
用
し
優
位
な
勢
力
を
確
保
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
三
菱

合
資
の
よ
う
に
そ
の
勢
力
を
維
持
し
続
け
る
た
め
に
は
「
名
声
」
的
要
素
が
必
須

で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

軍
と
企
業
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
種
の
駆
け
引
き

が
存
在
し
て
い
た
事
が
分
か
る
。
企
業
と
し
て
は
軍
に
対
し
、
�
資
金
を
要
求
し

な
が
ら
�
如
何
に
経
営
に
介
入
さ
せ
な
い
か
、
ま
た
�
如
何
に
排
他
的
契
約
を
取

る
か
が
焦
点
と
な
っ
た
が
、
久
原
鉱
業
は
当
初
は
�
を
認
め
ら
れ
る
も
実
力
の
点

に
て
信
用
な
く
剥
奪
さ
れ
、
ま
た
北
辰
会
結
成
後
は
�
の
点
で
も
不
利
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
請
負
契
約
の
形
式
に
よ
り
資
金
を
海
軍
に
負
担
さ
せ
る
等
概
ね
�
は
久
原

鉱
業
側
が
有
利
に
海
軍
と
交
渉
を
進
め
て
い
た
。
一
方
三
菱
合
資
に
関
し
て
は
、

陸
軍
と
組
み
外
国
人
利
権
獲
得
運
動
な
ど
の
特
殊
な
状
況
を
活
か
し
な
が
ら
�
�

�
を
確
実
に
獲
得
し
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。
海
軍
の
石
炭
に
対
す
る
興
味
関
心

の
薄
さ
も
奏
功
し
た
。

こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
、
資
源
利
権
獲
得
に
際
し
て
今
ま
で
研
究
対
象
と
な
ら
な

か
っ
た
資
源
利
権
獲
得
に
際
す
る
開
発
主
体
で
あ
る
軍
と
企
業
を
研
究
対
象
と
し

た
こ
と
で
、
資
源
利
権
獲
得
に
際
し
て
次
の
考
察
を
得
ら
れ
た
。
ま
ず
、
開
発
主

体
で
あ
る
企
業
は
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
的
側
面
、
す
な
わ
ち
資
源
関
係
と
い
う
国
に

と
っ
て
重
要
で
あ
り
か
つ
未
着
手
な
事
業
に
い
ち
早
く
着
手
す
る
こ
と
で
優
位
に

事
業
を
進
め
確
実
に
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
側
面
を
強
く
持
っ
て
い
た
点
が
指
摘

で
き
る
。
一
方
、
軍
と
し
て
は
調
停
者
と
し
て
企
業
を
監
督
し
、
時
に
は
そ
の
勢

力
を
排
除
・
縮
小
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
動
向
に
は
軍
の
企
業
に
対
す

る
信
頼
（「
名
声
」
の
有
無
）、
ま
た
軍
の
企
業
が
行
う
事
業
に
対
す
る
関
心
度
の

大
小
に
影
響
さ
れ
た
。
資
源
利
権
獲
得
に
際
し
企
業
は
、
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
的
立

場
の
獲
得
と
国
・
軍
か
ら
の
信
頼
を
得
る
名
声
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
久
原
鉱
業

は
後
者
を
欠
い
た
た
め
不
本
意
な
北
樺
太
石
油
業
か
ら
の
段
階
的
な
撤
退
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
一
方
、
三
菱
合
資
は
リ
ス
ク
回
避
へ
向
け
組
合
形
式
を
と
る
も
依
然

主
掌
的
な
立
場
を
と
り
続
け
ら
れ
た
。
こ
の
後
、
石
油
石
炭
の
両
事
業
は
北
樺
太

石
油
株
式
会
社
・
北
樺
太
鉱
業
株
式
会
社
に
引
き
継
が
れ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
れ

以
前
の
混
沌
と
し
た
状
況
、
す
な
わ
ち
国
際
的
に
は
日
ソ
国
交
樹
立
前
で
あ
り
か

つ
外
交
的
に
北
樺
太
撤
兵
が
重
要
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
状
況
、
ま
た
経
済
的
に

は
大
戦
景
気
か
ら
戦
後
恐
慌
と
い
う
状
況
の
中
で
、
資
源
利
権
獲
得
運
動
と
い
う

国
家
が
絡
む
重
要
な
運
動
に
対
し
軍
と
企
業
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
動
こ
う
と

し
た
の
か
、
そ
の
行
動
の
論
理
と
実
態
を
示
す
こ
と
が
出
来
た
。

註（
１
）

武
田
晴
人
「
資
料
研
究：

燃
料
局
石
油
行
政
前
史
」（（
財
）
通
商
産
業
調

査
会
虎
ノ
門
分
室
編
『
産
業
政
策
史
研
究
資
料
』
産
業
政
策
史
研
究
所
、
一
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九
七
九
年
）

（
２
）

橘
川
武
郎
『
戦
前
日
本
の
石
油
攻
防
戦
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一

二
年
）

（
３
）

細
谷
千
博
「
北
サ
ハ
リ
ン
の
石
油
資
源
を
め
ぐ
る
日
・
米
・
英
の
経
済
紛

争
」（
細
谷
千
博
編
『
太
平
洋
・
ア
ジ
ア
圏
の
国
際
経
済
紛
争
史1922-

1945

』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
）
一
八
三
頁
―

二
〇
五
頁

（
４
）

富
田
武
『
戦
間
期
の
日
ソ
関
係

1917-1937

』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇

年
）

（
５
）

駄
場
祐
司
「
日
本
海
軍
の
北
樺
太
油
田
利
権
獲
得
工
作
」（
海
軍
史
研
究

会
編
『
日
本
海
軍
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
）
三
三
頁
―

六
〇
頁

（
６
）

石
井
寛
治
「
産
業
・
市
場
構
造
」（
大
石
嘉
一
郎
編
『
日
本
帝
国
主
義
史

一

第
一
次
大
戦
期
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）
一
三
一
頁

（
７
）
「
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
十
四
号

石
油
政
策
に
関
す
る
押
川
方
義
君
の

質
問
演
説
」（『
官
報
号
外
』
一
九
二
一
年
二
月
一
六
日
二
八
一
頁
）
以
下
史

料
の
引
用
に
際
し
、
旧
字
体
及
び
異
字
体
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
に
改
め
、

か
な
は
平
仮
名
表
記
に
統
一
し
、
適
宜
濁
点
・
句
読
点
を
追
加
・
削
除
し
た
。

（
８
）

村
上
隆
『
北
樺
太
石
油
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン1925-1944

』（
北
海
道
大
学
図

書
刊
行
会
、
二
〇
〇
四
年
）

（
９
）

寺
島
敏
治
「
戦
間
期
、
北
樺
太
の
鉱
業
と
資
本
」（『
史
流
』
第
三
四
号
、

北
海
道
教
育
大
学
史
学
会
、
一
九
九
四
年
）

（
１０
）

岸
科
政
雄
は
薩
哈
嗹
州
派
遣
軍
司
令
部
附
の
他
に
軍
令
部
参
謀
、
対
馬
艦

長
、
呉
軍
需
部
長
、
呉
工
廠
水
雷
部
長
等
を
務
め
た
。
岸
科
政
雄
の
海
軍
で

の
履
歴
に
つ
い
て
は
財
団
法
人
海
軍
歴
史
保
存
会
編
『
日
本
海
軍
史
』
第
九

巻
将
官
履
歴
（
上
）（
第
一
法
規
出
版
、
一
九
九
五
年
）
二
〇
六
頁
を
参
照

さ
れ
た
い
。
な
お
、
岸
科
政
雄
に
関
わ
る
研
究
と
し
て
は
、
岸
科
が
予
備
役

に
な
っ
た
後
に
取
締
役
に
就
任
し
た
津
上
製
作
所
に
関
わ
る
研
究
が
あ
る

（
沢
井
実
『
マ
ザ
ー
マ
シ
ン
の
夢
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
、

三
二
四
頁
―

三
四
六
頁
）
が
、
他
の
研
究
は
管
見
の
限
り
無
く
、「
岸
科
日

誌
」
は
海
軍
に
於
け
る
岸
科
の
立
ち
位
置
を
示
し
な
が
ら
岸
科
の
関
わ
っ
た

事
業
に
つ
い
て
の
実
態
を
示
し
て
い
る
点
で
非
常
に
貴
重
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。

（
１１
）
「
岸
科
政
雄
関
係
文
書
」
は
次
の
五
点
か
ら
な
る
。「
１
�
公
誌
（
薩
哈
嗹

州
派
遣
軍
司
令
官
指
揮
下
、
北
樺
太
油
田
等
調
査
に
関
す
る
公
務
日
誌
）」

「
２
�
大
正
十
年
一
月
一
日
（
土
）
午
前
十
時
…
（
薩
哈
嗹
州
派
遣
軍
司
令

官
指
揮
下
、
北
樺
太
油
田
等
調
査
に
関
す
る
公
務
日
誌
）」「
３
�
第
一
信

（
吾
妻
、
宗
谷
の
練
習
艦
隊
航
海
中
、
日
誌
形
式
の
家
庭
通
信
文
ま
と
め
）」

「
４
�
巴
奈
馬
運
河
（
パ
ナ
マ
運
河
に
関
す
る
講
話
資
料
）」「
５
�
大
正
七

年
練
習
艦
隊
記
事
」
本
稿
で
は
こ
の
う
ち
「
１
�
公
誌
（
薩
哈
嗹
州
派
遣
軍

司
令
官
指
揮
下
、
北
樺
太
油
田
等
調
査
に
関
す
る
公
務
日
誌
）」「
２
�
大
正

十
年
一
月
一
日
（
土
）
午
前
十
時
…
（
薩
哈
嗹
州
派
遣
軍
司
令
官
指
揮
下
、

北
樺
太
油
田
等
調
査
に
関
す
る
公
務
日
誌
）」
を
扱
う
。
両
者
を
「
岸
科
日

誌
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

（
１２
）

防
衛
省
防
衛
研
究
所
戦
史
史
料
室
蔵
「
海
軍
燃
料
沿
革
」
の
読
解
を
中
心

に
扱
っ
た
著
作
と
し
て
は
駄
場
祐
司
「
日
本
海
軍
の
北
樺
太
油
田
利
権
獲
得

工
作
」
が
あ
る
。「
海
軍
燃
料
沿
革
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
駄
場
の
著
作
に

詳
し
い
。
な
お
、「
海
軍
燃
料
沿
革
」
に
は
、
冒
頭
に
「
昭
和
十
年
九
月
三

十
日

海
軍
省
嘱
託
真
木
俊
魁

海
軍
大
臣
大
角
岑
生
殿

海
軍
燃
料
沿
革

に
関
す
る
調
査
の
件

右
別
紙
海
軍
燃
料
沿
革
総
目
次
の
通
調
査
提
出
す

（
終
）」
と
あ
る
。
緒
言
と
し
て
は
「
一
�
本
沿
革
は
明
治
初
年
海
軍
省
設
立

以
来
、
大
体
大
正
末
期
に
至
る
海
軍
省
ま
た
は
艦
政
本
部
等
海
軍
の
中
央
部
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に
於
て
処
理
せ
る
燃
料
関
係
要
務
を
沿
革
的
に
記
述
す
る
を
主
眼
と
し
、
地

方
の
各
事
業
廠
に
関
し
て
は
右
中
央
部
の
沿
革
上
密
接
の
関
係
あ
る
も
の
に

付
き
略
述
す
る
に
止
め
た
り
。
…
四
。
本
沿
革
中
に
採
用
し
又
は
編
纂
上
の

参
考
と
せ
る
公
文
書
に
付
い
て
は
後
日
其
の
存
在
を
知
る
に
便
な
ら
し
む
る

た
め
「
燃
料
関
係
文
書
部
門
年
代
順
件
名
簿
」
を
調
製
し
て
付
録
と
せ
り
。

尚
本
編
纂
の
範
囲
を
大
体
大
正
末
期
迄
と
せ
る
は
編
者
が
大
正
五
年
以
降
大

正
十
四
年
三
月
離
現
役
ま
で
本
省
又
は
地
方
に
お
い
て
概
ね
燃
料
関
係
の
勤

務
に
服
し
あ
り
し
関
係
上
、
此
期
間
の
事
項
に
付
い
て
は
相
当
記
憶
の
存
す

る
あ
り
て
編
纂
上
の
便
宜
も
勘
か
ら
ざ
る
に
比
し
、
離
現
役
の
事
に
付
い
て

は
全
然
部
内
の
実
情
に
暗
く
関
係
文
書
の
捜
索
蒐
集
に
も
自
信
を
得
ざ
り
し

を
以
て
な
り
。
従
っ
て
本
沿
革
中
大
正
十
四
、
五
年
ご
ろ
の
記
事
に
つ
い
て

は
後
年
此
の
続
編
を
編
纂
せ
ら
る
る
場
合
の
補
遺
に
俟
つ
次
第
な
り
。」
と

あ
る
。
以
下
本
史
料
に
つ
い
て
は
「
海
軍
燃
料
沿
革
」
と
称
す
。

（
１３
）

本
節
で
は
本
期
間
に
お
け
る
動
向
を
細
谷
、
富
田
、
駄
場
ら
の
著
作
を
も

と
に
概
観
す
る
。

（
１４
）
「（
一
九
一
七
年
。
筆
者
註
。）
一
二
月
一
七
日

臨
時
外
交
調
査
会
へ
の

提
出
文
書

露
国
の
現
状
に
対
す
る
連
合
諸
国
の
態
度
並
び
に
我
方
の
方
針

に
関
す
る
件
」
外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書
』
大
正
六
年
第
一
冊
（
外
務
省
、

一
九
六
七
年
）
五
七
二
頁

（
１５
）

JA
C
A
R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
、
以
下
ア
ジ
歴
と
略
記
）R

ef.

B
12080958900

、
諸
修
史
関
係
雑
件
／
外
交
資
料
蒐
集
関
係

第
三
巻
（B

-N
-2-1-0-4_1_003

）（
外
務
省
外
交
史
料
館
）

（
１６
）

一
九
一
九
年
四
月
一
日
に
「
閣
議
決
定
覚
書

露
領
北
樺
太
に
於
け
る
企

業
に
関
す
る
件
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
内
容
と
し
て
は
、「
本
件
に
関
し

帝
国
政
府
は
速
や
か
に
左
記
方
針
を
確
立
し
且
之
が
実
行
の
途
を
講
ず
る
を

緊
要
と
認
む
。

一
、
露
領
北
樺
太
に
於
け
る
油
田
、
炭
田
の
経
営
及
其
他
の
固
定
的
企
業
に

関
し
て
は
日
露
共
同
の
経
営
者
は
我
資
本
に
依
る
こ
と
と
し
日
露
以
外
の
資

本
を
入
れ
ざ
る
の
主
義
を
オ
ム
ス
ク
政
府
を
し
て
認
め
し
む
る
の
手
段
を
執

る
こ
と
。」

と
あ
る
。「
海
軍
燃
料
沿
革
」
六
六
八
頁

（
１７
）

前
掲
細
谷
書
一
八
六
頁

（
１８
）
「（
一
九
一
九
年
。
筆
者
註
。）
五
月
一
〇
日

栃
内
海
軍
次
官
よ
り
埴
原

政
務
局
長
宛

オ
ム
ス
ク
よ
り
ロ
マ
ノ
フ
ス
キ
ー
中
将
を
日
本
派
遣
の
件
」

外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書
』
大
正
七
年
第
一
冊
（
外
務
省
、
一
九
六
八

年
）
に
は
、「
在
オ
ム
ス
ク
田
中
少
将
よ
り
左
記
要
領
の
電
報
有
之
御
参
考

迄
に
通
知
致
候
…
オ
ム
ス
ク
政
府
は
重
大
な
る
譲
歩
を
辞
せ
ざ
る
準
備
あ
り

と
右
は
或
は
北
樺
太
油
田
問
題
の
解
決
に
利
用
し
得
へ
き
か
と
も
存
せ
ら
る

為
念
」
と
あ
る
。

（
１９
）
「
海
軍
燃
料
沿
革
」
六
七
五
頁

（
２０
）

一
九
一
九
年
五
月
二
四
日
に
「
閣
議
決
定

露
領
樺
太
に
お
け
る
企
業
に

関
す
る
件
」
が
決
定
さ
れ
た
。「
海
軍
燃
料
沿
革
」
六
六
九
頁

（
２１
）

一
九
一
九
年
一
一
月
二
四
日
に
海
軍
大
臣
、
陸
軍
大
臣
、
農
商
務
大
臣
の

間
で
「
覚
書

露
領
樺
太
に
於
け
る
油
田
の
開
発
に
関
す
る
件
」
が
決
定
さ

れ
る
。「
海
軍
燃
料
沿
革
」
六
八
〇
頁

（
２２
）
「（
大
正
、
筆
者
註
）
一
〇
年
一
〇
月
一
三
日

内
田
外
相
よ
り
原
内
閣
総

理
大
臣
宛

ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
日
本
全
権
委
員
に
対
す
る
訓
令
」
外
務
省
編

『
日
本
外
交
文
書
』
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
上
巻
（
外
務
省
、
一
九
七
七
年
）
一

九
四
頁
―

一
九
六
頁

（
２３
）
「（
大
正
、
筆
者
註
）
一
一
年
二
月
五
日

ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
全
権
よ
り
内

田
外
務
大
臣
宛

在
米
露
国
大
使
館
の
シ
ベ
リ
ア
駐
屯
日
本
軍
の
行
動
に
関

89



す
る
声
明
の
件
」
外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書
』
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
下
巻

（
外
務
省
、
一
九
七
八
年
）
三
七
四
頁

（
２４
）

シ
ン
ク
レ
ア
社
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
前
掲
細
谷
書
一
九
〇
頁
―

一
九
七

頁
を
参
照
。
シ
ン
ク
レ
ア
石
油
と
ソ
ビ
エ
ト
の
協
定
成
立
を
ロ
ン
ド
ン
に
伝

え
た
モ
ス
ク
ワ
の
イ
ギ
リ
ス
通
商
代
表
部
は
、「
石
油
は
す
べ
て
の
『
帝
国

主
義
』
政
府
の
思
想
と
行
動
を
規
定
す
る
と
の
観
念
に
取
り
つ
か
れ
て
い
る

ソ
ビ
エ
ト
政
府
は
、
北
サ
ハ
リ
ン
の
石
油
利
権
が
日
米
間
の
争
い
の
種
子
に

な
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
同
利
権
を
シ
ン
ク
レ
ア
に
与
え
た
の
で
あ
る
。
…

こ
の
利
権
の
付
与
が
ア
メ
リ
カ
政
府
の
指
示
を
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本

政
府
に
北
サ
ハ
リ
ン
か
ら
の
撤
兵
問
題
へ
の
真
剣
な
考
慮
を
促
す
こ
と
が
期

待
さ
れ
て
い
る
。」
と
コ
メ
ン
ト
し
た
。
原
典
は
『
英
国
外
務
省

本
省
一

般
政
務
文
書

日
本
フ
ァ
イ
ル1856

-1951
』（
英
名‘B

ritish
Foreign

O
f-

fice
:

Japan
C

orrespondence,
1856

-1905,
1906-1929,

1930
-1940,

1941-1945,
1946-1948

and
1949

-1951’

）F
O
371/9348

。
訳
等
は
前

掲
細
谷
書
一
九
三
頁
を
引
用
し
た
。

（
２５
）
「
大
正
一
二
年
二
月
一
六
日

後
藤
新
平
よ
り
内
田
外
務
大
臣
宛

現
下

の
日
露
関
係
に
際
し
意
見
具
申
の
件
」
外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書
』
大
正

一
二
年
第
一
冊
（
外
務
省
、
一
九
七
八
年
）
二
六
三
―

二
六
八
頁

（
２６
）

前
掲
細
谷
書
、
一
八
八
頁
。

（
２７
）

本
節
に
お
け
る
靎
見
誠
良
の
論
考
は
す
べ
て
、
靎
見
誠
良
「
第
一
次
大
戦

期
重
化
学
工
業
化
と
『
新
興
』
財
閥
の
資
金
調
達
機
構
」（『
経
済
志
林
』
第

四
二
巻
第
三
号
、
法
政
大
学
経
済
学
会
、
一
九
九
四
年
）
一
一
五
頁
―

一
五

七
頁
に
よ
る
。

（
２８
）

本
節
に
お
け
る
武
田
晴
人
の
論
考
は
す
べ
て
、
武
田
晴
人
「
資
本
蓄
積

（
３
）
財
閥
」（
前
掲
大
石
編
『
日
本
帝
国
主
義
史
一

第
一
次
大
戦
期
』）

二
四
三
頁
―

二
七
五
頁
に
よ
る
。

（
２９
）

桜
井
鴎
村
と
も
号
し
た
。
翻
訳
家
、
児
童
読
み
物
作
家
、
教
育
家
と
し
て

『
女
学
雑
誌
』
や
『
英
文
新
誌
』
な
ど
の
編
集
に
携
わ
り
、『
漂
流
少
年
』

『
航
海
少
年
』
な
ど
を
含
む
叢
書
『
世
界
冒
険
譚
』
一
二
冊
を
執
筆
し
た
。

津
田
塾
の
設
立
に
も
携
わ
る
一
方
、
晩
年
は
北
樺
太
石
油
業
へ
積
極
的
に
携

わ
っ
た
。「
桜
井
鴎
村
」（
小
学
館
編
『
日
本
大
百
科
全
書
』
第
一
〇
巻
（
一

九
八
四
年
―

一
九
九
四
年
、
小
学
館
）
八
八
頁
、
上
笙
一
郎
執
筆
部
分
）
を

参
照
し
た
。

（
３０
）

前
掲
駄
馬
書
、
三
七
頁
―

四
〇
頁
。

（
３１
）

本
節
に
つ
い
て
、
註
の
無
い
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
す
べ
て
「
北
樺
太
油

田
基
調
書
」
を
参
照
し
た
。「
北
樺
太
油
田
基
調
書
」
は
、（
ア
ジ
歴R

ef.B

04011141200

、
油
田
利
権
関
係
雑
件
／
政
策
法
規
及
調
査
／
露
国
ノ
部
（1

-7-6-009

）（
外
務
省
外
交
史
料
館
）
に
納
め
ら
れ
て
い
る
報
告
書
で
あ
る
。

表
紙
に
は
「
大
正
十
三
年
海
軍
省
調
昭
和
三
年
記
録
係
」
と
あ
り
、
本
文
は

「
在
支
那
日
本
公
使
館
」
と
書
か
れ
た
罫
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
。
一
九
二
四

年
に
海
軍
省
で
作
成
さ
れ
、
一
九
二
八
年
に
外
務
省
記
録
係
の
も
と
へ
送
ら

れ
た
こ
と
は
分
か
る
が
、
作
成
者
等
は
不
明
で
あ
る
。
時
代
背
景
・
支
那
日

本
公
使
館
の
罫
紙
を
用
い
て
い
る
点
を
考
え
る
と
、
日
ソ
交
渉
の
中
で
北
樺

太
油
田
利
権
の
あ
ら
ま
し
を
ま
と
め
る
必
要
が
出
た
た
め
作
成
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
日
ソ
交
渉
の
展
開
は
第
一
章
第
二
節
で
概
観
し
た
が
、
第
一
章

第
一
節
に
て
紹
介
し
た
川
上
・
ヨ
ッ
フ
ェ
非
公
式
交
渉
に
続
き
一
九
二
四
年

五
月
か
ら
の
芹
沢
・
カ
ラ
ハ
ン
交
渉
が
北
京
に
て
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で

は
同
年
二
月
に
イ
ギ
リ
ス
が
ソ
連
を
承
認
し
た
こ
と
も
あ
り
国
交
交
渉
や
利

権
交
渉
を
巡
り
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
以
下
本
史
料
に
つ
い
て
は
「
北
樺

太
油
田
基
調
書
」
と
表
記
す
る
。
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（
３２
）

以
下
亜
港
（
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
フ
ス
ク
）、
尼
港
（
ニ
コ
ラ
エ
フ
ス
ク
）、

浦
塩
（
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
）、
泥
港
（
デ
カ
ス
ト
リ
）
等
、
一
部
の
外
国
都

市
名
を
日
本
語
で
表
記
す
る
。

（
３３
）
「
北
樺
太
油
田
基
調
書
」

（
３４
）

石
井
寛
治
「
産
業
・
市
場
構
造
」（
前
掲
大
石
編
『
日
本
帝
国
主
義
史
一

第
一
次
大
戦
期
』）
一
三
一
頁

（
３５
）

一
八
九
九
年
の
段
階
で
桜
井
と
大
隈
は
書
簡
を
交
わ
し
て
お
り
、
こ
の
段

階
で
は
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ

ン
タ
ー
編
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
五
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
三

一
九
頁

（
３６
）

学
校
法
人
東
北
学
院
編
『
押
川
方
義
と
そ
の
時
代
』（
学
校
法
人
東
北
学

院
、
二
〇
一
三
年
）
七
〇
頁

（
３７
）

前
掲
『
押
川
方
義
と
そ
の
時
代
』
七
二
頁

（
３８
）

前
掲
『
押
川
方
義
と
そ
の
時
代
』
九
八
頁
。
な
お
、
本
書
簡
は
東
北
学
院

大
学
に
所
蔵
さ
れ
る
「
押
川
家
文
書
」
の
一
部
を
抜
粋
、
紹
介
し
た
も
の
で

あ
る
。
押
川
家
文
書
に
つ
い
て
は
、「
押
川
家
文
書
と
は
、
平
成
１６
年

（2004

）
に
東
北
学
院
の
創
設
者
で
あ
る
押
川
方
義
の
孫
で
あ
る
昌
一
氏
よ

り
本
学
に
寄
贈
さ
れ
た
、
押
川
方
義
と
そ
の
家
族
に
宛
て
ら
れ
た
封
書
・
葉

書
を
中
心
と
し
た
文
書
群
で
あ
る
。
…
押
川
方
義
の
活
動
は
以
後
、
韓
国
に

お
け
る
京
城
学
堂
の
経
営
、
満
蒙
独
立
運
動
へ
の
関
与
、
北
樺
太
油
田
開
発

会
社
の
設
立
と
い
っ
た
、
広
く
東
ア
ジ
ア
全
域
へ
と
拡
が
っ
て
い
く
。
押
川

家
文
書
に
は
そ
の
よ
う
な
、
近
代
日
本
の
対
外
進
出
に
関
わ
る
貴
重
な
記
録

も
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。」
と
の
紹
介
が
東
北
学
院
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

で
な
さ
れ
て
い
る
。http

://w
w
w
.tohoku-gakuin.ac.jp/facilities/m

u

seum
/research02.htm

l

二
〇
一
四
年
一
二
月
二
日
最
終
閲
覧
。

（
３９
）

日
本
鉱
業
株
式
会
社
五
〇
年
史
編
集
委
員
会
編
『
日
本
鉱
業
株
式
会
社
五

〇
年
史
』（
一
九
五
七
年
、
日
本
鉱
業
株
式
会
社
）
三
一
―

三
四
頁

（
４０
）

前
掲
『
日
本
鉱
業
株
式
会
社
五
〇
年
史
』
三
五
三
―

三
五
五
頁

（
４１
）

前
掲
『
日
本
鉱
業
株
式
会
社
五
〇
年
史
』
三
五
四
頁

（
４２
）
「
海
軍
燃
料
沿
革
」
三
六
三
頁

（
４３
）
「
海
軍
燃
料
沿
革
」
三
三
六
頁

（
４４
）
「
北
樺
太
油
田
基
調
書
」

（
４５
）

稲
石
正
雄
「
北
樺
太
に
於
け
る
燃
料
資
源
に
就
て
（
大
正
一
四
年
三
月
一

四
日
燃
料
協
会
第
三
〇
会
例
会
講
演
）」（『
燃
料
協
会
誌
』
第
四
巻
第
三
一

号
、
燃
料
協
会
出
張
所
、
一
九
二
五
年
）
二
六
〇
頁

（
４６
）
『
実
業
之
日
本
』
第
二
〇
巻
第
二
一
号
（
大
日
本
実
業
学
会
、
一
九
一
七

年
）
一
六
八
頁
で
は
、「
久
原
王
国
の
闘
将
と
し
て
、
真
に
大
手
腕
を
有
す

る
者
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
竹
内
維
彦
、
田
辺
勉
吉
、
林
謙
吉
郎
の
三
人
に
指

を
屈
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
思
ふ
。
竹
内
が
鉱
山
を
、
田
辺
は
東
京
支
店

を
、
林
は
南
洋
を
、
各
々
地
理
に
分
類
し
て
も
、
本
店
（
大
阪
。
筆
者

註
。）
の
久
原
を
中
心
に
、
之
が
丁
度
鼎
足
の
勢
を
な
し
て
居
る
。」
と
紹
介

し
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
記
述
に
基
づ
き
久
原
内
部
の
重
要
人
物
と
し
て

こ
の
三
人
を
示
す
。

（
４７
）

日
鉱
記
念
館
展
示
よ
り
作
成
。
二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
五
日
最
終
閲
覧
。

（
４８
）

久
原
房
之
助
翁
伝
記
編
纂
会
編
『
久
原
房
之
助
』（
日
本
鉱
業
株
式
会
社
、

一
九
七
〇
年
）
一
八
二
頁
、
前
出
『
実
業
之
日
本
』
第
二
〇
巻
一
七
〇
頁
を

参
照
し
た
。

（
４９
）

田
辺
勉
吉
『
長
興
山
随
筆
』（
田
辺
輝
雄
、
一
九
二
六
年
）
一
一
頁
。
本

文
献
は
、
田
辺
が
死
の
前
に
書
き
残
し
た
随
筆
を
死
後
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
編
集
は
桜
井
彦
一
郎
が
行
い
、
序
を
大
隈
信
常
・
田
健
治
郎
が
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記
し
、
久
原
房
之
助
が
三
首
送
っ
て
い
る
。
大
隈
信
常
に
関
す
る
部
分
は
大

隈
信
常
の
執
筆
し
た
「
序
」
を
参
照
し
た
。

（
５０
）

前
掲
田
辺
書
一
五
頁
。
桜
井
彦
一
郎
の
執
筆
し
た
「
編
集
の
辞
」
を
参
照

し
た
。

（
５１
）
「（
大
正
七
年
。
筆
者
註
。）
五
月
一
〇
日

栃
内
海
軍
次
官
よ
り
埴
原
政

務
局
長
宛

オ
ム
ス
ク
よ
り
ロ
マ
ノ
フ
ス
キ
ー
中
将
を
日
本
派
遣
の
件
」
外

務
省
編
『
日
本
外
交
文
書
』
大
正
七
年
第
一
冊
（
外
務
省
、
一
九
六
八
年
）

（
５２
）

一
九
二
〇
年
に
久
原
房
之
助
か
ら
田
中
義
一
に
送
ら
れ
た
北
樺
太
石
炭
業

へ
の
参
入
を
巡
る
書
簡
で
は
「
西
比
利
亜
及
び
北
樺
太
に
於
け
る
鉱
業
開
発

に
就
い
て
は
弊
社
夙
に
企
図
し
、
陰
に
陽
に
研
究
審
査
の
歩
を
進
む
る
こ
と

実
に
数
年
、
就
中
大
正
六
年
以
来
調
査
班
を
組
織
し
非
常
な
る
困
苦
と
戦
い
、

不
□
の
危
険
を
冒
し
、
少
な
か
ら
ざ
る
犠
牲
を
払
い
、
以
て
数
次
実
地
の
調

査
を
遂
行
仕
候
」
と
あ
り
、
北
樺
太
に
於
い
て
先
陣
を
切
っ
て
久
原
鉱
業
が

進
ん
で
き
た
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
ア
ジ
歴R
ef.B

04011077000

、
油
田

利
権
関
係
雑
件
／
露
国
ノ
部

第
一
巻
（1-7-6-003

）（
外
務
省
外
交
史
料

館
）

（
５３
）

臨
時
シ
ベ
リ
ア
経
済
援
助
委
員
会
は
一
九
一
八
年
八
月
二
一
日
に
後
藤
新

平
外
務
大
臣
の
提
唱
に
よ
り
発
足
し
た
。
同
委
員
会
は
外
務
大
臣
の
監
督
に

属
し
シ
ベ
リ
ア
に
お
け
る
経
済
援
助
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
機
関

で
あ
り
、
同
委
員
会
委
員
の
松
岡
洋
右
外
務
事
務
官
が
起
草
し
た
シ
ベ
リ
ア

経
済
援
助
対
策
案
に
は
�
シ
ベ
リ
ア
救
済
問
題
を
一
時
的
救
済
と
し
て
過
激

派
の
勢
力
を
脱
し
た
地
方
へ
生
活
必
需
品
を
政
府
の
資
金
で
給
与
し
、
永
続

的
救
済
と
し
て
地
方
自
治
体
に
財
政
援
助
を
な
し
物
資
輸
送
を
改
善
し
輸
出

入
制
限
を
撤
廃
し
て
自
由
貿
易
を
確
立
す
る
こ
と
�
民
間
企
業
の
保
護
と
そ

の
奨
励
を
そ
の
内
容
と
し
て
い
た
。
以
上
の
内
容
は
す
べ
て
木
野
主
計
「
臨

時
西
比
利
亜
経
済
援
助
委
員
会
と
井
上
匡
四
郎
」（『
日
本
歴
史
』
第
五
四
一

号
、
一
九
九
三
年
、
九
六
頁
―

九
八
頁
）
に
よ
る
。
な
お
、
一
九
一
八
年
七

月
二
四
日
に
起
草
さ
れ
た
、
閣
議
案
と
と
も
に
収
録
さ
れ
て
い
る
文
書
に
は

「
各
方
面
日
本
企
業
者
の
此
の
期
に
於
い
て
西
比
利
亜
方
面
に
活
動
せ
む
と

す
る
者
既
に
頗
る
多
く
必
ず
や
出
兵
と
共
に
同
方
面
に
菌
集
し
て
激
烈
な
る

競
争
暗
闘
を
惹
起
し
著
し
く
世
の
視
聴
を
惹
く
に
至
る
べ
し
。
従
っ
て
何
等

か
之
を
調
整
指
導
を
図
る
の
方
策
を
講
ず
る
に
要
あ
る
の
み
な
ら
ず
露
国
人

及
び
列
国
官
民
を
し
て
日
本
の
野
心
を
疑
わ
し
む
る
結
果
を
来
し
企
業
自
体

は
却
っ
て
さ
し
た
る
発
展
を
見
ざ
る
に
終
る
の
処
無
し
と
せ
ず
茲
を
以
て
此

際
外
務
省
、
農
商
務
省
、
大
蔵
省
、
陸
軍
省
及
び
海
軍
省
等
の
関
係
各
省
の

吏
員
よ
り
成
る
委
員
会
を
組
織
し
大
体
先
の
方
針
に
依
り
適
宜
の
措
置
を
講

ず
る
を
極
め
て
緊
要
と
認
む
。」
と
あ
り
、
企
業
調
整
の
意
図
が
あ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
以
上
、
ア
ジ
歴R

ef.B
11090470300

、
西
比
利
亜
経

済
援
助
関
係
雑
件

第
一
巻
（B

-3-4-1-23_001

）（
外
務
省
外
交
史
料
館
）

を
参
照
し
た
。

（
５４
）

一
九
二
四
年
印
刷
の
複
製
限
定
版

（
５５
）
『
北
海
タ
イ
ム
ス
』
一
九
二
一
年
五
月
七
日

（
５６
）
「
海
軍
燃
料
沿
革
」
六
九
三
頁

（
５７
）

一
九
二
六
年
二
月
二
六
日
閣
議
決
定
に
て
海
軍
省
よ
り
商
工
省
に
管
轄
が

移
る
。
国
立
公
文
書
館
蔵
「
北
樺
太
ニ
於
ケ
ル
石
油
及
石
炭
ノ
掘
採
事
業
ニ

関
ス
ル
事
項
ノ
所
管
ヲ
定
ム
」（
本
館-2

A
-012

―00

・
類01564100

）
よ
り
。

（
５８
）
「
海
軍
燃
料
沿
革
」
七
〇
五
頁

（
５９
）

具
体
的
に
は
米
俵
五
十
俵
略
奪
、
発
動
機
二
台
破
壊
、
ワ
イ
ヤ
ー
ロ
ー
プ

切
断
、
石
油
缶
破
壊
、
無
線
機
破
壊
な
ど
。「
北
樺
太
油
田
基
調
書
」
に
よ

る
。
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（
６０
）
「
海
軍
燃
料
沿
革
」
六
九
〇
頁

（
６１
）
「
臨
時
軍
事
費
油
田
調
査
費
に
関
す
る
覚
」（
一
九
二
〇
年
七
月
一
四
日
）、

「
臨
時
軍
事
費
油
田
調
査
費
に
関
す
る
覚
追
加
」（
一
九
二
〇
年
八
月
一
二

日
）
に
よ
り
海
軍
が
臨
時
軍
事
費
か
ら
油
田
調
査
費
を
捻
出
す
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
、「
北
樺
太
油
田
試
掘
工
事
委
託
に
関
す
る
覚
」（
一
九
二
〇
年
八
月

一
二
日
）、
覚
書
（
一
九
二
〇
年
八
月
一
二
日
）
で
は
、
北
樺
太
石
油
業
に

付
海
軍
が
直
轄
し
、
北
辰
会
が
試
掘
作
業
業
務
を
請
け
負
う
こ
と
が
定
め
ら

れ
た
。「
海
軍
燃
料
沿
革
」
七
〇
六
―

七
一
一
頁

（
６２
）

以
後
試
掘
調
査
の
形
式
を
巡
り
議
論
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
際
試
掘
の
方

法
の
差
が
議
論
の
中
心
を
占
め
る
た
め
、
こ
こ
で
当
時
の
試
掘
形
式
を
紹
介

す
る
。
試
掘
の
方
法
は
、
衝
動
式
と
回
転
式
に
分
か
れ
る
。
衝
動
式
は
ワ
イ

ヤ
ロ
ー
プ
の
先
端
に
吊
る
さ
れ
た
ビ
ッ
ト
を
一
定
の
高
さ
か
ら
自
由
落
下
さ

せ
、
孔
底
を
繰
り
返
し
打
撃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
盤
を
破
砕
し
て
、
孔
を

鉛
直
下
方
に
あ
け
て
い
く
方
法
で
、
数
百
メ
ー
ト
ル
以
内
の
比
較
的
浅
い

ボ
ー
リ
ン
グ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
網
式
（
ロ
ー
プ
式
）
は
ア
メ
リ
カ
のI.

M
.

シ
ン
ガ
ー
が
開
発
、
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
同
様
の
衝
動
式
と
し
て

は
日
本
独
特
の
上
総
掘
が
あ
る
。
金
剛
式
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
ボ
ー
リ
ン
グ

式
）
も
こ
の
方
法
か
と
思
わ
れ
る
。
回
転
式
は
、
任
意
の
方
向
に
曲
げ
て
穿

孔
す
る
こ
と
が
で
き
る
試
掘
様
式
で
あ
る
。
後
述
さ
れ
る
ロ
ー
タ
リ
ー
式
は

こ
の
方
式
で
あ
り
、
土
質
層
の
調
査
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
ハ
ン
ド
オ
ー

ガ
ー
は
人
力
穿
孔
機
で
、
ウ
ォ
ー
ム
オ
ー
ガ
ー
あ
る
い
は
ア
ー
ス
オ
ー
ガ
ー

と
よ
ば
れ
る
土
壌
掘
削
具
を
人
力
で
地
層
に
押
し
込
み
、
土
砂
試
料
の
採
取

が
行
わ
れ
る
。
以
上
、「
ボ
ー
リ
ン
グ
」（
前
掲
『
日
本
大
百
科
全
書
』
第
二

一
巻
、
六
七
七
頁
、
寺
田
孚
・
松
岡
俊
文
執
筆
部
分
）
を
参
照
し
た
。

（
６３
）
「
北
樺
太
油
田
基
調
書
」

（
６４
）
「
北
樺
太
油
田
基
調
書
」

（
６５
）
「
北
樺
太
油
田
基
調
書
」

（
６６
）

石
塚
経
二
『
尼
港
事
件
秘
録
ア
ム
ー
ル
の
さ
さ
や
き
』（
千
軒
社
、
一
九

七
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
北
辰
会
に
人
夫
と
し
て
関
わ
っ
た
品
川
信
晴
氏
に
取

材
し
た
内
容
と
し
て
、
小
樽
よ
り
チ
ャ
イ
ウ
オ
に
上
陸
し
た
後
の
過
程
と
し

て
「
二
日
か
か
っ
て
資
材
を
陸
揚
げ
、
幕
舎
を
作
っ
た
…
海
軍
陸
戦
隊
は
や

が
て
去
っ
て
い
く
…
そ
れ
ぞ
れ
の
班
に
分
か
れ
て
任
務
に
服
し
た
…
宝
田
石

油
班
は
、
ヌ
イ
ウ
オ
で
自
噴
井
を
発
見
し
て
早
速
掘
削
を
始
め
た
。」（
三
一

―

三
二
頁
）
と
あ
り
、
企
業
ご
と
に
調
査
隊
が
組
ま
れ
た
実
態
が
う
か
が
え

る
。
な
お
、
本
書
は
品
川
氏
へ
の
取
材
と
当
時
一
兵
卒
で
あ
っ
た
安
永
求
氏

が
秘
匿
し
て
い
た
「
尼
港
に
於
け
る
赤
軍
の
行
動
及
其
残
虐
行
為
の
概
況
」

を
も
と
に
記
さ
れ
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
小
説
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
品

川
氏
の
上
司
と
し
て
活
動
を
共
に
し
た
、
小
山
広
吉
、
大
山
景
英
な
ど
は
い

ず
れ
も
お
そ
ら
く
大
正
九
年
二
月
に
海
軍
軍
務
局
長
か
ら
舞
鶴
鎮
守
府
参
謀

長
へ
宛
て
ら
れ
た
「
北
辰
会
北
樺
太
従
業
員
人
名
の
件
」
に
名
が
あ
り
、
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
品
川
氏
の
証
言
に
は
あ
る
程
度
の
信
憑
性
が
得
ら
れ
る
と

考
え
ら
れ
る
。「
北
辰
会
北
樺
太
従
業
員
人
名
の
件
」
は
ア
ジ
歴R

ef.C

10128422400

、
大
正
３
年
〜
９
年

大
正
戦
役

戦
時
書
類

巻
１
７
９

北
辰
会
薩
哈
嗹
洲
関
係
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）
を
参
照
し
た
。

（
６７
）
「
海
軍
燃
料
沿
革
」
六
七
一
頁

（
６８
）
「
岸
科
日
誌
」
大
正
九
年
一
二
月
二
五
日
条

（
６９
）
『
朝
日
新
聞
』
一
九
二
一
年
四
月
三
日
四
頁

（
７０
）
「
岸
科
日
誌
」
大
正
九
年
一
二
月
二
五
日
条

（
７０
）
「
大
正
十
年
度
対
薩
哈
嗹
州
策
私
見
」
ア
ジ
歴R

ef.C
10128504300

、
大

正
３
年
〜
９
年

大
正
戦
役

戦
時
書
類

巻
２
１
６

露
領
出
兵
関
係
１
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（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
））

（
７２
）
「
海
軍
燃
料
沿
革
」
七
一
六
頁

（
７３
）
「
海
軍
燃
料
沿
革
」
七
二
六
頁

（
７４
）
「
海
軍
燃
料
沿
革
」
七
二
七
頁

（
７５
）
「
北
樺
太
油
田
基
調
書
」

（
７６
）

ジ
ャ
パ
ン
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
セ
ン
タ
ー
蔵
「
第
四
回
営
業
報
告
書

株
式
会
社
北
辰
会

（
７７
）

三
菱
合
資
株
式
会
社
編
「
三
菱
社
誌
」（
三
菱
社
誌
刊
行
会
復
刻
『
三
菱

社
誌
』
三
一
巻
一
九
八
一
年
、
東
大
出
版
会
）
大
正
一
〇
年
一
二
月
二
二
日

条
（
五
六
三
三
頁
）、
大
正
一
一
年
六
月
三
〇
日
条
（
五
八
七
三
頁
）、
大
正

一
一
年
一
一
月
二
九
日
条
（
五
九
一
八
頁
）
よ
り
。
以
下
『
三
菱
社
誌
』
と

略
称
。
引
用
箇
所
の
年
月
日
、
巻
番
号
、
引
用
頁
を
付
す
。

（
７８
）

一
九
二
〇
年
八
月
一
二
日
の
「
臨
時
軍
事
費
油
田
調
査
に
関
す
る
覚
追

加
」
に
は
、「
七
、（
ロ
）

完
成
後
の
各
試
掘
井
よ
り
出
油
あ
る
場
合
に
於

い
て
は
何
れ
も
北
辰
会
を
し
て
便
宜
之
を
処
理
せ
し
む
」
と
あ
る
。『
海
軍

燃
料
沿
革
』
七
〇
九
頁
。
な
お
、
一
九
二
二
年
の
オ
ハ
噴
油
に
よ
り
こ
の
条

項
は
次
の
よ
う
に
書
き
か
え
ら
れ
た
。「
七
、（
ロ
）

試
掘
中
の
出
油
は
左

の
区
分
に
依
り
之
を
処
理
す
。（
一
）

現
地
に
お
け
る
作
業
用
燃
料
又
は
居

住
採
暖
の
目
的
に
供
ず
る
も
の
は
北
辰
会
を
し
て
任
意
処
理
せ
し
む
。

（
二
）
前
項
以
外
の
出
油
に
対
し
て
は
海
軍
に
於
い
て
之
を
保
有
す

試
掘

後
北
辰
会
油
井
の
出
油
に
対
し
て
は
海
軍
は
時
価
以
内
に
て
購
買
の
優
先
権

を
保
有
し
政
府
保
留
鉱
区
の
油
井
の
出
油
に
対
し
て
は
其
の
採
田
の
実
費
を

北
辰
会
に
支
払
い
政
府
に
収
容
す
る
か
又
は
歩
油
を
政
府
に
納
入
せ
し
め
北

辰
会
を
し
て
採
油
せ
し
む
る
も
の
と
す
。」

（
７９
）

北
辰
会
規
約
第
八
条
参
照

（
８０
）
「
北
樺
太
油
田
基
調
書
」

（
８１
）
「
岸
科
日
誌
」
大
正
九
年
二
月
八
日
条

（
８２
）

井
口
東
輔
『
現
代
日
本
産
業
発
達
史
�

石
油
』（
交
詢
社
出
版
局
、
一

九
六
三
年
）
付
録
編
七
四
頁

（
８３
）

三
菱
鉱
業
セ
メ
ン
ト
株
式
会
社
総
務
部
社
史
編
纂
室
編
『
三
菱
鉱
業
社

史
』（
三
菱
鉱
業
セ
メ
ン
ト
株
式
会
社
、
一
九
七
六
年
）
三
二
六
頁

（
８４
）

前
掲
『
三
菱
鉱
業
社
史
』
三
二
七
頁

（
８５
）

ア
ジ
歴R

ef.B
04011129100

、
外
国
鉱
山
関
係
雑
件
／
露
国
ノ
部

第

二
巻
（1-7-5-108

）（
外
務
省
外
交
史
料
館
）
以
下
「
外
国
鉱
山
関
係
雑
件

／
露
国
ノ
部

第
二
巻
」
と
表
記
。

（
８６
）

一
九
一
九
年
二
月
一
一
日
に
三
菱
合
資
会
社
査
業
課
長
奥
村
政
雄
か
ら
芹

澤
参
事
官
に
宛
て
ら
れ
た
書
簡
に
は
「
一
昨
年
並
び
に
昨
年
に
亘
り
弊
社
に

て
樺
太
炭
田
の
殆
ど
全
部
は
露
国
商
事
会
社
ス
タ
ヘ
ー
フ
社
有
の
鉱
区
に
有

之
而
亜
歴
山
府
（
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ロ
フ
ス
ク
の
こ
と
。
筆
者
註
。）
の
炭
田

は
露
国
政
府
の
封
鎖
に
係
り
探
聞
す
る
処
に
て
は
亜
歴
山
港
を
築
港
せ
し
も

の
へ
封
鎖
炭
田
を
代
価
と
し
て
払
い
下
ぐ
る
旨
法
案
を
発
表
せ
ら
れ
…
右
ス

タ
ヘ
ー
フ
会
社
は
帝
政
時
代
よ
り
築
港
を
為
す
べ
き
旨
黙
契
…
」
と
あ
り
、

帝
政
時
代
か
ら
亜
港
築
港
を
代
償
に
封
鎖
炭
田
を
与
え
る
方
針
が
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。「
外
国
鉱
山
関
係
雑
件
／
露
国
ノ
部

第
二
巻
」

（
８７
）

一
九
一
九
年
四
月
五
日
佐
藤
総
領
事
か
ら
内
田
外
務
大
臣
へ
の
書
簡
に
よ

れ
ば
「（
佐
藤
の
言
）
三
菱
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
フ
ス
ク
港
を
建
設
す
る
代

わ
り
に
右
炭
鉱
（
封
鎖
炭
田
の
こ
と
。
筆
者
註
。）
採
掘
権
を
得
た
き
旨
オ

ム
ス
ク
政
府
に
請
願
し
た
る
は
全
然
経
済
的
の
意
義
を
有
し
少
し
も
政
治
的

色
彩
を
帯
ぶ
る
も
の
に
あ
ら
ず
…
（
オ
ム
ス
ク
政
府
外
務
大
臣
代
理
の
言
）

三
菱
の
見
地
よ
り
す
れ
ば
然
る
こ
と
な
が
ら
露
国
側
よ
り
見
れ
ば
政
治
的
意
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義
を
有
す
る
こ
と
前
述
の
通
り
に
し
て
（
三
菱
の
要
求
す
る
封
鎖
炭
田
は
鋼

鉄
製
造
に
適
し
て
い
る
旨
オ
ム
ス
ク
政
府
外
務
大
臣
代
理
は
指
摘
し
て
い
た
。

筆
者
註
。）
若
し
漠
然
た
る
経
済
問
題
と
し
て
之
を
取
り
扱
は
ば
三
菱
其
他

バ
ザ
リ
ン
英
米
資
本
家
等
既
に
採
掘
権
許
可
を
請
願
し
居
る
も
の
其
他
米
国

資
本
家
の
間
に
競
売
に
附
す
る
方
露
国
政
府
の
為
有
利
に
し
て
築
港
は
競
売

の
結
果
採
掘
権
を
得
た
る
も
の
を
し
て
之
を
為
さ
し
む
べ
し
」
と
あ
り
、
オ

ム
ス
ク
政
府
は
封
鎖
炭
田
を
開
発
許
可
す
る
企
業
に
は
亜
港
築
港
を
請
け
負

わ
せ
る
こ
と
に
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。「
外
国
鉱
山
関
係
雑
件
／
露
国

ノ
部

第
二
巻
」

（
８８
）
「
外
国
鉱
山
関
係
雑
件
／
露
国
ノ
部

第
二
巻
」

（
８９
）
『
三
菱
社
誌
』
大
正
七
年
一
二
月
二
七
日
条
、
二
九
巻
、
四
五
七
三
頁
。

（
９０
）
「
外
国
鉱
山
関
係
雑
件
／
露
国
ノ
部

第
二
巻
」

（
９１
）
「
海
軍
燃
料
沿
革
」
六
六
五
頁

（
９２
）

一
九
二
〇
年
二
月
に
は
、
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
所
有
炭
田
に
つ
き
久
原
鉱
業
に

優
先
権
を
与
え
る
覚
書
が
定
め
ら
れ
て
い
た
（「
外
国
鉱
山
関
係
雑
件
／
露

国
ノ
部

第
二
巻
」）。
さ
ら
に
、
一
九
二
〇
年
四
月
一
八
日
の
段
階
で
久
原

鉱
業
宛
に
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
商
会
支
配
人
カ
ー
シ
ン
が
樺
太
に
お
け
る
石
炭
事

業
に
関
す
る
契
約
締
結
の
件
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
契
約
案
を
書
簡
に
て

送
っ
て
い
る
（
日
鉱
記
念
館
蔵
「
竹
内
史
料
」）。

（
９３
）

一
九
二
〇
年
八
月
四
日
に
内
田
外
相
発
在
浦
塩
松
平
政
務
部
長
宛
書
簡
で

は
、「
ス
タ
ヘ
ー
フ
商
会
は
従
来
三
井
（
三
菱
と
間
違
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

筆
者
註
。）
久
原
等
と
の
間
に
樺
太
利
権
に
関
す
る
交
渉
を
進
め
つ
つ
あ
り

し
か
今
回
さ
ら
に
北
樺
太
の
炭
鉱
に
付
ピ
ュ
ー
リ
ン
ト
ン
と
交
渉
を
進
め
同

人
は
調
査
の
為
樺
太
渡
航
を
企
て
目
下
函
館
に
滞
在
中
な
り
。
就
い
て
は
貴

官
は
ス
タ
ヘ
ー
フ
側
（
貴
地
支
配
人
カ
ー
シ
ン
）
に
対
し
日
本
側
と
の
従
来

の
関
係
を
無
視
す
る
は
面
白
か
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
樺
太
の
利
権
関
係
に
つ

い
て
は
日
本
側
と
の
提
携
に
非
ざ
れ
ば
何
事
も
為
し
得
ざ
る
べ
き
」
と
あ
り
、

日
本
側
が
ス
タ
ヘ
ー
エ
フ
と
ピ
ュ
ー
リ
ン
ト
ン
の
関
係
を
警
戒
し
て
い
る
事

が
分
か
る
。「
外
国
鉱
山
関
係
雑
件
／
露
国
ノ
部

第
二
巻
」

（
９４
）
「
海
軍
燃
料
沿
革
」
七
一
六
頁

（
９５
）
「
外
国
鉱
山
関
係
雑
件
／
露
国
ノ
部

第
二
巻
」

（
９６
）
「
外
国
鉱
山
関
係
雑
件
／
露
国
ノ
部

第
二
巻
」

（
９７
）

三
菱
史
料
館
蔵
「
北
樺
太
炭
田
に
干
す
る
海
軍
省
の
覚
書
写
」（
登
録
番

号M
A
-08119-002

）
な
お
表
紙
に
は
「
大
正
九
年
十
一
月
十
六
日
付
海
軍

省
副
官
野
村
氏
よ
り
木
村
（
寿
弥
太
。
筆
者
註
。）
氏
宛
一
書
」
と
あ
る
。

（
９８
）
『
三
菱
社
誌
』
大
正
九
年
九
月
二
九
日
条
、
三
〇
巻
、
五
二
五
四
頁

（
９９
）
「
岸
科
日
誌
」
大
正
九
年
九
月
二
日
条

（
１００
）
「
岸
科
日
誌
」
大
正
九
年
九
月
四
日
条

（
１０１
）
「
岸
科
日
誌
」
大
正
九
年
一
一
月
二
日
条

（
１０２
）
「
岸
科
日
誌
」
大
正
九
年
一
一
月
四
日
条

（
１０３
）
『
三
菱
社
誌
』
大
正
九
年
一
二
月
六
日
条
、
三
〇
巻
、
五
二
八
三
頁

（
１０４
）
「
岸
科
日
誌
」
大
正
一
〇
年
一
月
二
二
日
条

（
１０５
）

ア
ジ
歴R

ef.C
03010273500

、
大
正
１０
年
「
西
密
受
大
日
記
自
１
月
至

４
月
」（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）

（
１０６
）
「
岸
科
日
誌
」
大
正
一
〇
年
三
月
二
一
日
条

（
１０７
）
「
海
軍
燃
料
沿
革
」
八
二
頁

（
１０８
）

海
軍
は
大
正
一
二
年
四
月
に
、
北
樺
太
油
田
炭
田
に
於
け
る
見
積
も
り
価

格
と
そ
の
評
価
を
ま
と
め
た
。
ア
ジ
歴R

ef.B
07090834200

、
薩
哈
連
州

占
領
地
施
政
一
件
／
北
樺
太
資
源
調
査
及
評
価
（B

-5-2-6-0-33_4

）（
外
務

省
外
交
史
料
館
）
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（
１０９
）

海
軍
省
軍
需
局
長
中
里
重
次
（
後
に
初
代
北
樺
太
石
油
株
式
会
社
社
長
）

の
名
で
記
さ
れ
た
報
告
書
。
広
田
外
務
省
欧
米
局
長
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
。

「
ア
ジ
歴R

ef.B
07090832300

、
薩
哈
連
州
占
領
地
施
政
一
件
／
北
樺
太
産

業
施
設
方
針
（B

-5-2-6-0-33_2

）（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。
以
下
「
薩
哈
連

州
占
領
地
施
政
一
件
／
北
樺
太
産
業
施
設
方
針
」
と
称
す
。

（
１１０
）

国
立
公
文
書
館
蔵
「
第
五
十
七
回
帝
国
議
会
説
明
材
料
（
其
ノ
一
）・
海

軍
省
／
軍
需
局
関
係
」（
本
館-2A

-042-00

・
昭
４６
総00019100

）

（
１１１
）
『
三
菱
社
誌
』
大
正
一
〇
年
七
月
一
日
条
、
三
一
巻
、
五
五
五
四
頁
、
大

正
一
一
年
四
月
二
八
日
条
、
三
一
巻
、
五
八
四
〇
頁

（
１１２
）

寺
島
敏
治
「
北
樺
太
西
海
岸
、
土
威
炭
鉱
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」（『
史
流
』

三
六
号
、
北
海
道
教
育
大
学
史
学
会
、
一
九
九
六
年
）
三
四
頁

（
１１３
）

ド
ウ
エ
炭
の
特
殊
性
は
一
九
二
二
年
に
か
け
て
有
名
化
す
る
が
そ
れ
ま
で

は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
三
菱
史
料
館
蔵
「
営
業
報
告
書
第
一
期
大
正

１１
年
２
月
１０
日
―

９
月
３０
日
写
」（
登
録
番
号M
A
-08119-010

）

（
１１４
）

一
九
二
〇
年
九
月
二
八
日
の
覚
書
に
は
、「
尚
調
査
結
了
の
後
は
之
を
我

が
実
業
家
の
組
合
に
移
し
て
経
営
す
る
の
計
画
並
諒
解
等
あ
り
」
と
あ
る
。

「
海
軍
燃
料
沿
革
」
七
一
七
頁

（
１１５
）
『
三
菱
社
誌
』
大
正
一
〇
年
三
月
二
六
日
条
、
三
一
巻
、
五
五
一
一
頁

（
１１６
）

三
菱
史
料
館
蔵
「
東
京
ニ
於
ケ
ル
北
薩
哈
嗹
採
炭
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
本
部
会

議
議
事
録
第1-13

、15

号
・
北
樺
太
炭
業
組
合
本
部
会
議
議
事
録
第16-23

、

27

、32-34

号
」（
登
録
番
号M

A
-09001-001

）

（
１１７
）
「
外
国
鉱
山
関
係
雑
件
／
露
国
ノ
部

第
二
巻
」

（
１１８
）
『
三
菱
社
誌
』
大
正
一
〇
年
七
月
八
日
条
、
三
一
巻
、
五
五
五
六
頁

（
１１９
）
『
三
菱
社
誌
』
大
正
一
〇
年
一
二
月
一
三
日
条
、
三
一
巻
、
五
六
二
八
頁

（
１２０
）
『
三
菱
社
誌
』
大
正
一
〇
年
一
二
月
二
一
日
条
、
三
一
巻
、
五
六
三
一
頁

（
１２１
）
『
三
菱
社
誌
』
大
正
一
〇
年
一
二
月
二
七
日
条
、
三
一
巻
、
五
六
三
四
頁

（
１２２
）

三
菱
史
料
館
蔵
「
三
菱
合
資
会
社
と
薩
哈
嗹
企
業
組
合
と
の
契
約
書

（
写
）」（
登
録
番
号M

A
-08119-008

）

（
１２３
）
「
久
原
、
北
辰
会
協
定
覚
書
」
に
は
「
参
、
北
辰
会
は
大
正
五
年
弐
月
以

降
久
原
鉱
業
株
式
会
社
が
北
樺
太
油
田
開
発
計
画
及
び
調
査
に
関
し
て
支
出

し
た
る
実
費
の
補
償
を
為
す
も
の
と
す
」
と
あ
る
。「
北
樺
太
油
田
基
調

書
」
参
照
。

（
１２４
）

前
掲
細
谷
書
、
一
九
三
頁

（
１２５
）
「
薩
哈
連
州
占
領
地
施
政
一
件
／
北
樺
太
産
業
施
設
方
針
」

（
１２６
）

国
立
公
文
書
館
蔵
「
第
五
十
四
回
帝
国
議
会
説
明
材
料
（
其
二
）・
昭
和

二
年
十
二
月
・
海
軍
省
」（
本
館-2A

-042-00

・
昭
４６
総00012100

）

（
１２７
）

久
原
房
之
助
と
田
中
義
一
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
久
原
房
之
助
』

三
二
九
頁
―

三
五
〇
頁
に
詳
し
い
。
ま
た
、
高
倉
徹
一
編
『
田
中
義
一
伝
記

上
巻
』（
田
中
義
一
伝
記
刊
行
会
、
一
九
五
八
年
）
に
は
、
久
原
房
之
助
が

「
序
」
を
記
し
、
自
身
と
田
中
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

（
１２８
）

詳
細
は
広
瀬
順
浩
編
『
田
健
次
郎
日
誌
一
―

四
』（
芙
蓉
書
房
出
版
、
二
〇

一
四
年
）
を
参
照
。
林
謙
吉
郎
は
南
洋
航
路
の
動
向
に
つ
い
て
田
と
関
係
が

あ
り
、
ま
た
田
辺
は
南
洋
航
路
や
久
原
家
の
私
的
な
事
項
（
例
え
ば
久
原
の

兄
の
田
村
市
郎
夫
妻
不
和
を
調
停
す
る
、
大
正
七
年
六
月
一
九
日
、
第
四
巻

八
〇
頁
）
に
つ
い
て
の
相
談
、
報
告
を
行
っ
て
い
た
。

（
１２９
）
「
北
樺
太
油
田
基
調
書
」
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